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研究成果の概要（和文）：

現在、様々な地域で市民性の教育の必要性が叫ばれ、それが実践に移されている。その背
景には、グローバル化の進行による、社会制度、人間関係、自己のあり方の流動化がある。
流動化に対応することの困難は社会的な諸課題からの「撤退」現象をひきおこし、そのこと
が社会問題となっている。本研究の目的は、子どもたちに哲学することを教えること（「子
どものための哲学」）を市民性教育の一環として活用するための条件を整備することである。
そのために、まず、後期近代に関する社会学者、心理学者、教育学者による諸分析を参照し、
グローバル化時代における「市民性教育」の課題を析出した。それによれば、後期近代にお
いては「再帰性」がより強まっており、それに対応することが求められるが、現代哲学が課
題としてきたのは「移行」の分析であり、その知見を「市民性教育」にも応用することがで
きる。その上で、各地における「市民性教育」の諸実践の現状と課題を分析し、「市民性教
育」の依拠する概念枠組みと方法論の再構築を行った。以上の考察に基づいて、「子どもの
ための哲学」を「市民性教育」として導入するための、日本の学校教育において実践可能な
カリキュラムを開発した。

研究成果の概要（英文）：

In various countries, the necessity of �citizenship education� is maintained and it is

really put into practice. In its background lie �uidizations of social systems, interper-

sonal relationships, and the art of self, which are caused by globalization. The di�culty of

corresponding to these �uidizations causes �withdrawal� from social issues and �personal-

ization�, and that is a social problem. The purpose of this study is to maintain conditions

to introduce �philosophy for children� into �citizenship education�. First of all, the issue of

�citizenship education’’in the age of globalization was extracted, referring to various analy-
ses concerning �the late modern� by sociologists, psychologists, and pedagogues. According

to these analyses, �re�exiveness� becomes stronger and stronger in �the late modern�. It

is necessary for citizens to correspond to the �re�exiveness�. The problem of �transition�

is however one of the main issues of modern philosophy, and the �ndings about it can be

applied also to �citizenship education�. Analyzing current situations and issues of various
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practices of �citizenship education� in various places, we reconstructed a conceptual frame-

work and a methodology that �citizenship education� can be based on. On the basis of

the above-mentioned considerations, we developed a concrete curriculum of �philosophy for

children� as �citizenship education�, which can be put into practice in Japanese class rooms.
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総　計 2,100千円 630千円 2,730千円
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1. 研究開始当初の背景

現在、様々な地域で市民性の教育の必要性が
叫ばれ、それが実践に移されている。その背
景には、グローバル化の進行による、社会制
度、人間関係、自己のあり方の流動化がある。
流動化に対応することの困難は社会的な諸課
題からの「撤退」現象をひきおこし、そのこ
とが社会問題となっている。それに対応する
ために、ヨーロッパを中心として新しい模索
が行われている。しかし、それらの活動をそ
のまま日本に「輸入」するわけにはいかない。
1.教室での議論を社会での具体的な実践へと
つなげていく仕組みの整備、2.日本の学校教
育が前提としている近代的な記述枠組みの再
構築、3.普遍的な認識を自分の生活につなげ
ていく方法論の具体化などの課題が残されて
いた。

2. 研究の目的

本研究の目的は、日本の初等・中等教育にお
いて、子どもたちに哲学することを教えるこ
と（「子どものための哲学」）を市民性教育の
一環として活用するための条件を整備し、「子
どものための哲学」を「市民性教育」として
導入するための、具体的なカリキュラムを開
発することである。

3. 研究の方法

(a) 後期近代に関する諸分析に依拠する「市
民性教育」の課題の析出
ギデンズによれば、後期近代にあっては、
知、関係性、自己は再帰的なものとなる
ことを要求されるが、そのような要求は
様々なアポリアを引き起こし、適応困難
を引き起こしている。この問題を解決す
る鍵は、基礎的信頼と試行錯誤との間の
「よい循環関係」を形成することにある
が、それこそが市民性教育の中核となる。
ウィニコットによれば、基礎的信頼を形
成するためには、環境と自己の間の協働
という「奇蹟」が成就する経験を試行錯
誤の中で積み重ねていくことが必要とな
るが、ノディングズは、いまや学校こそ
が、このような環境と自己の間の再帰的
関係をケアする場所となるべきだと主張
している。このような課題に取り組もう
とするとき、教育内容もまた変貌するこ
とを迫られる。まず、知識を生活経験に
根付かせつつも、そのようにしてえられ
た知識から生活へとフィードバックさせ
るという試行錯誤のプロセスそのものを
主題化することが必要となる。そしてそ
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れと同時に、そのような方法論を自覚化
させ、子どもたちが自ら意識的に遂行で
きるようにするのでなくてはならない。
市民性教育をこのように考えるならば、
再帰性のあり方を主題的に取り扱ってき
た哲学を体験させることは市民性教育
の基盤としての役割を果たすことがで
きる。

(b) 教育における「哲学的活動」の現状と課
題の分析
ただし、基本的信頼を育成し、再帰性に
耐える自己を養うために哲学を用いる活
動は、学校教育に限定しなければ、様々
な仕方で行われてきた。そこで、次には、
これらの哲学的活動を「市民性教育」と
いう観点から相互に比較・検討すること
を通して、「市民性教育としての哲学」が
どのような条件を満たす必要があるのか
を考察した。

(c) 現代哲学における「移行」の概念の射程
の検討
さらに、「市民性教育」の具体的なカリ
キュラムを考えるための準備として、現
代社会における「移行」がいかなるもの
であるのかを解明した。まず、哲学の歴
史を振り返ることで、「移行」がどのよう
に考えられてきたのかを考察した。この
ような「移行」の概念は現代の哲学にお
いても知のあり方の基本的な形態として
再び注目を集めているが、このことは、
現代において発生している「知の再帰性」
という事態に対応したものであり、市民
性教育において主題化されるべき再帰
性の概念のモデルを提起している。そし
て、このような「移行」の概念は、知そ
のもののためにではなく、全体としての
生のためのものとして捉え直すことがで
きる。すなわち、「知の再帰性」を経験す
ることは「自己の再帰性」に対応するこ
とにつながる。その上で、「移行」の概念
に基づくとき、社会のあり方とはどのよ
うなものとして考えられるようになるの
かを検討した。この社会像が「関係性の

再帰性」に対処するものであり、グロー
バル化した社会における「市民性教育」
において主題化されるべきものである。

(d) 「市民性教育」の現状と課題の分析
「市民性教育」としての「子どものため
の哲学」の具体的なカリキュラムを開発
するにあたって、まず、「市民性教育」が
これまでどのような「理念」のもと実施
され、どのような問題を抱えてきたのか
を確認するともに、その問題意識を明確
化した。そして、この問題意識に対応す
るために、1.従来の「市民性教育」が依
拠してきた（例えば、私と公の対比にみ
られるような）概念枠組みの再構築、2.
教室の中での議論を自分の置かれた現実
の状況に接続していくための方法論の明
確化を行った。

4. 研究成果
以上の考察において示された概念枠組みと方
法論に基づいて、日本の初等・中等教育にお
いて、「子どものための哲学」を「市民性教
育」として導入する際の具体的なカリキュラ
ムを開発し、総合的な学習の時間などで利用
可能な授業案を作成した。
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現在、様々な地域で市民性の教育の必要性が叫ばれ、それが実践に移されている。その背景には、グ

ローバル化の進行による、社会制度、人間関係、自己のあり方の流動化がある。流動化に対応すること
の困難は社会的な諸課題からの「撤退」現象をひきおこし、そのことが社会問題となっている。本研究
は、子どもたちに哲学することを教えること（「子どものための哲学」）を市民性教育の一貫として活用
するための条件を整備することを目的とする。
ギデンズによれば、後期近代にあっては、知、関係性、自己は再帰的なものとなることを要求される

が、そのような要求は様々なアポリアを引き起こし、適応困難を引き起こしている。この問題を解決す
る鍵は、基礎的信頼と試行錯誤との間の「よい循環関係」を形成することにあるが、それこそが市民性
教育の中核となる。ウィニコットによれば、基礎的信頼を形成するためには、環境と自己の間の協働と
いう「奇蹟」が成就する経験を試行錯誤の中で積み重ねていくことが必要となるが、ノディングズは、
いまや学校こそが、このような環境と自己の間の再帰的関係をケアする場所となるべきだと主張してい
る。このような課題に取り組もうとするとき、教育内容もまた変貌することを迫られる。まず、知識を
生活経験に根付かせつつも、そのようにしてえられた知識から生活へとフィードバックさせるという試
行錯誤のプロセスそのものを主題化することが必要となる。そしてそれと同時に、そのような方法論を
自覚化させ、子どもたちが自ら意識的に遂行できるようにするのでなくてはならない。市民性教育をこ
のように考えるならば、再帰性のあり方を主題的に取り扱ってきた哲学を体験させることは市民性教育
の基盤としての役割を果たすことができると考えられる（第１章）。
ただし、基本的信頼を育成し、再帰性に耐える自己を養うために哲学を用いる活動は、学校教育に限

定しなければ、様々な仕方で行われてきた。そこで、次には、これらの哲学的活動を「市民性教育」と
いう観点から相互に比較・検討することを通して、「市民性教育としての哲学」がどのような条件を満た
す必要があるのかを考察することが必要となる（第２章）。
第３章の課題は、「市民性教育」の具体的なカリキュラムを考えるための準備として、現代社会にお

ける「移行」がいかなるものであるのかを解明することである。まず、哲学の歴史を振り返ることで、
「移行」がどのように考えられてきたのかを考察する。このような「移行」の概念は現代の哲学におい
ても知のあり方の基本的な形態として再び注目を集めているが、このことは、現代において発生してい
る「知の再帰性」という事態に対応したものであり、市民性教育において主題化されるべき再帰性の概
念のモデルを提起している。そして、このような「移行」の概念は、知そのもののためにではなく、全
体としての生のためのものとして捉え直すことができる。すなわち、「知の再帰性」を経験することは
「自己の再帰性」に対応することにつながる。その上で、「移行」の概念に基づくとき、社会のあり方と
はどのようなものとして考えられるようになるのかを検討することにする。この社会像が「関係性の再
帰性」に対処するものであり、グローバル化した社会における「市民性教育」において主題化されるべ
きものとなる。
そこで、第４章の課題は、「子どものための哲学」を「市民性教育」として導入するために、以上の考

察において示された概念枠組みを具体的なカリキュラムとして展開することである。まず、「市民性教
育」がこれまでどのような「理念」のもと実施され、どのような問題を抱えてきたのかを確認する。そ
して、このような問題に対しては様々な模索が行われており、その問題意識を明確化しておくことにす
る。しかし、この問題意識に対応するためには従来の「市民性教育」が依拠してきたフレームワークそ
のものを見直すことが必要となる。「子どものための哲学」の方法論に基づいてこの問題意識に対応する
可能性を検討する。最後に、これらの考察に依拠しながら、「市民性教育」としての「子どものための哲
学」のカリキュラムの概略を展開することを試みる1。

1本報告書は森秀樹によって執筆された。
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第1章 再帰的近代のアポリアと市民性教育の課題

現在、様々な地域で市民性の教育の必要性が叫ばれ、それが実践に移されている。その背
景には、グローバル化の進行による、社会制度、人間関係、自己のあり方の流動化がある。
流動化に対応することの困難は社会的な諸課題からの「撤退」現象をひきおこし、そのこと
が社会問題となっている。第一章の課題は、子どもたちに哲学することを教えること（「子
どものための哲学」）を市民性教育の一貫として活用するための準備として、市民性教育を
とりまく問題を解きほぐし、その解決の方向性を見出すことである。ギデンズによれば、後
期近代にあっては、知、関係性、自己は再帰的なものとなることを要求されるが、そのよう
な要求は様々なアポリアを引き起こし、適応困難を引き起こしている。この問題を解決する
鍵は、基礎的信頼と試行錯誤との間の「よい循環関係」を形成することにあるが、それこそ
が市民性教育の中核となる。ウィニコットによれば、基礎的信頼を形成するためには、環境
と自己の間の協働という「奇蹟」が成就する経験を試行錯誤の中で積み重ねていくことが必
要となるが、ノディングズは、いまや学校こそが、このような環境と自己の間の再帰的関係
をケアする場所となるべきだと主張している。このような課題に取り組もうとするとき、教
育内容もまた変貌することを迫られる。まず、知識を生活経験に根付かせつつも、そのよう
にしてえられた知識から生活へとフィードバックさせるという試行錯誤のプロセスそのもの
を主題化することが必要となる。そしてそれと同時に、そのような方法論を自覚化させ、子
どもたちが自ら意識的に遂行できるようにするのでなくてはならない。市民性教育をこのよ
うに考えるならば、再帰性のあり方を主題的に取り扱ってきた哲学を体験させることは市民
性教育の基盤としての役割を果たすことができる1。

1.1 市民性教育の要請
現在、様々な地域で市民性の教育の必要性が叫ばれ、それが実践に移されている。イギリスの場合、

ブレア政権下、市民教育諮問委員会の提言（「クリック・レポート」）に基づいて2 、「社会的・道徳的責
任」、「コミュニティ参画」、「政治的リテラシー」の育成を目指す「市民性 (Citizenship)」という新教科
が 2002年度から中学校段階に導入されている。また、欧州評議会 (Council of Europe)は 2005年をヨー
ロッパにおける「教育を通したシチズンシップ」の年であるとし、「民主的シチズンシップ教育 (EDC)」
の普及のための様々な取り組みを行っている。日本においても、品川区教育委員会は 2006年に「市民
科」を設置した3。
市民性教育の内容は多岐に渡る。例えば、イギリスの「市民性」のナショナル・カリキュラムは、育

成すべきスキルとして、１）コミュニケーション能力、２）数字活用能力、３）ITの取得、４）他者と
協力する能力の習得、５）自己の学習と成果を向上させる能力、６）問題解決能力の取得などを挙げて
いるが、その中心となるのが、社会性の涵養（コミュニケーション・スキル）と創発的能力の育成（数

1本章は森秀樹「再帰的近代のアポリアと市民性教育の課題�グローバル化時代の市民性教育としての「子どものための哲
学」（１）�」『兵庫教育大学研究紀要』第三五巻、2009年に基づく。

2The Advisory Group on Citizenship, Education for citizenship and the teaching of democracy in schools, 1998.
3品川区教育委員会『品川区小中一貫教育要領』（講談社）2005を参照。
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学や ITに立脚した問題解決能力）である4。とりわけこれらの能力を育成せねばならないとする背景と
して、一方において、１）青少年の問題状況（基礎学力の低下、失業率の高さ、情緒的な問題、政治的
無関心）や２）多文化状況の進行といった社会問題が、そして他方において、３）福祉国家からの脱却
や４）マネージメントや ITの能力を求める産業界からの要請といった政治問題が指摘されている5。
また、欧州評議会の編纂した「民主的シチズンシップ教育と人権教育のための教師トレーニング・ツー

ル」は、従来の市民性教育が、内容の点でも、形式の点でも現状にそぐわないものになっているとして
以下のような指摘をしている。１）国民国家枠組みがゆらいでいるにもかかわらず、その枠組みにとら
われた公民教育をおこなっていることが多い。２）流動化している現状に関わる関わり方という課題に
対応しておらず、単なる知識を教える傾向にある。３）政治的無関心が広がるなか、個人の関心をすく
い取るものとなっていない、というのである。
日本の場合も「市民性教育」に関してはほぼ同様な文脈の中にある6。以上において触れたように、「市

民性教育」は、学力問題に対する対応をも含むものとして構想されていたのであるが、日本では一般的
に、両者はむしろ対立するものとして理解される傾向がある。そのことは日本における PISAの結果に
対する反応に現れている。すなわち、PISAでの順位の若干の低下は「学力低下問題」として理解され、
それに対するショックが発生した。しかも、「ゆとり教育」に対する反発の中で、応用的な思考力を下支
えするべき基礎・基本の欠如として理解された。中国、韓国においても、PISAの学力調査は同様な傾
向の中で理解され、それに対する対策が図られ、韓国においてそれは（少なくとも得点という観点では）
成功を収めた。しかし、このような理解は文脈を逸脱した理解である。そもそも、OECDは、先進国間
の自由な意見交換・情報交換を通じて、1)経済成長、2)貿易自由化、3)途上国支援に貢献することを目
的とした組織である。したがって、その学力調査が目指すものは「経済成長」を可能ならしめる条件と
しての学力である。実際、その中で問われたのは、文脈に即して知識を応用していく思考力であり、し
かも、それを他者との対話の中で遂行する能力であった。だとすれば、そこで問題提起されていたのは、
流動化する社会の中でそれに対応する能力や、もはや自明な基準がない状況でコンセンサスを形成して
いく能力へのシフトであった。そのことを象徴的に示していたのが、「らくがき」をめぐる出題である。
それは「らくがき」を批判する手紙と「らくがき」を一種の「芸術」と解釈する手紙とを紹介し、それ
ぞれの主張を評価せよというものである7。「らくがき」が自明のように存在し、それをめぐる衝突が日
常的に発生しているような状況にあっては、このような議論が発生し、各自がそれに対する態度決定を
要求されることは自明であろう。この問題において問われているのは、このような状況にどのように対
応するのかである。OECDの多くの国々ではこのような状況が自明化しており、それに対応しつつ、経
済成長をはかっていかねばならない。その意味で、PISAは、将来的な状況の予測とそれに対する適応
を理念的目標として掲げるものなのであり、将来の市民像を提示するものでもあるのである。逆に、そ
のような状況が明確ではない状況の中で、「らくがき」が議論の対象となるということやその含意は了
解しにくいであろうし、それに答えられないことはむしろ「幸運」に属することとすら言える。とはい
え、そのような「幸運」が持続する可能性はほとんどない。だとすれば、このようなメッセージを正確
に受け止め、表面的な適応ではないしかたで、対応を考えていかねばならないということになる。
これらの諸課題はまさにグローバリゼーションの中で発生している問題である。グローバリゼーショ

ンの下、従来の国民国家の発想や枠組みを越えた課題（福祉国家の限界、グローバル経済の問題、環境

4この二点については Education for citizenship and the teaching of democracy in schools. p13f.を参照。市民性教育は
１）思考力、２）経済概念、３）事業経営と企業の能力、４）職業に関連した学習能力、５）持続可能な発展についての能力
などに寄与するとしている。

5これらの点については、ジョン・ポッター「英国の市民学習とは？」、東京ボランティア・市民活動センター編『「市民学
習」日英研究プロジェクト報告書』1999所収を参照。

6品川区の「市民科」に関しても同様の傾向を指摘することができる。この点については、品川区教育委員会『品川区小中
一貫教育要領』（講談社）2005を参照。OECD『PISA2006年調査評価の枠組み』（ぎょうせい）2007, p.63。

7OECD『PISA2006年調査評価の枠組み』（ぎょうせい）2007, p.63。
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問題など）が発生し、それに対応する意欲や能力をもった人材（ボランティア、政治参加、起業）が求
められる一方で、階級間格差や個人化の進行が社会問題化しており、「市民性教育」はグローバリゼー
ションへの適応という役割を担うものとしても構想されている。ただし、以上のような概観だけですで
に、様々な、そして場合によっては相対立するような要求が「市民性教育」に課せられていることがわ
かる。例えば、青少年の問題状況に焦点を当てるならば、情緒面での安定が求められるものとなるであ
ろうが、青少年が適応すべき制度ということに関しては、それが従来からの既存の制度であるのかが問
題になっている。また、政治的無関心ということに関しても、参加すべき制度がどのようなものである
のか、どんな参加のあり方が求められているのかについて議論が分かれることになろう。さらに、学力
向上についても、それが産業界で求められるようなものと合致するのかという点が不鮮明である。その
意味では、市民性教育という理念には様々な立場からの思惑が課せられているということが分かる。そ
れと同時に、このような事態そのものにグローバリゼーションとの関わり方の困難さが反映していると
言うこともできる。すなわち、何らかの変動期に直面し、それに対応することを求められているが、そ
の対応のあり方については多様な考え方がひしめいているというのが現状である。そして、これらの多
様性のはざまで、上記のような社会問題が発生していると見ることができる。多様な要求の絡み合いを
解きほぐしつつ、それらを整理していくことが必要である。
とはいえ、市民性教育に対するこのような多様な要求の背後には共通する問題が隠されてもいる。そ

れは適応すべき制度の姿が流動的となっているという事態である。まず、教えるべき内容についていえ
ば、もはや、何を教えるのかを明確に指示することが困難となり、その代わりに、問題に対する対処の
仕方としてしか指示しえなくなっている。また、それに合わせて、適応すべき社会制度のあり方も論争
的となっている。既存の国民国家を基盤とする主張がある一方で、制度を創出していくような能力が主
張されたりもする。それに対応して、青少年の側のとまどいや不安がある。市民性教育という焦点にお
いてこのような諸問題が現れている。
子どもたちに哲学することを教えること8（「子どものための哲学」）を市民性教育の一貫として活用

するための準備として、この研究においては、現代社会の状況分析に立脚することで、市民性教育をと
りまく問題を解きほぐし、その解決の方向性を見出すことを試みる。そのために、まず、社会学者によ
る後期近代に関する分析に注目し（1.2節）、問題の所在を明確にする（1.3節）。その上で、その問題を
解消するために必要な条件を検討する（1.4節）。すると、市民性教育とはその条件を意識的に遂行する
とともに、そのプロセスを意識化させることでもあるということになる。だとすれば、哲学はその中で
ひとつの役割を果たすことができるということになる（1.5節）。

1.2 モダニティの現在
「市民性教育」に求められているのは、以上において見たような、現代社会の諸問題に対応すること
であった。とはいえ、それらの諸問題は様々な立場から主張されており、それらを整理しておく必要が
ある。本節においては、諸問題に対する対応の仕方を検討する前に、これらの諸問題を引き起こしてい
る現代社会の置かれた状況を分析しておくことにする。以下ではギデンズの「再帰的近代」の考察を出
発点とすることにする。というのも、ギデンズは単に社会理論を提出しているのみならず、同時に社会
への適用について検討してきたからである。そこで、まず、ギデンズの議論に依拠しながら、現代社会
においては、制度、自己、関係性の三つの次元で流動化が発生していることを示す（1.2.1項）。とはい
え、流動化に対応するのは困難であり、そのような課題からの「撤退」現象が現れることになる（1.2.2

項）。これこそが、市民性教育の要請される状況を引き起こしているものであり、個々の課題を超えて、
市民性教育が対応せねばならない中核的課題である（1.2.3項）。

8本研究では、教室の中で子ども自身が哲学を行う営みのことを「子どものための哲学」と呼ぶことにする。
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1.2.1 近代の再帰性

ギデンズは現代社会を「後期近代」としてとらえている9。まず、「近代」は様々な観点から記述する
ことが可能であろうが、ギデンズは、それを、「伝統的な社会」との対比において、「再帰性」を特徴と
すると考えている。すなわち、近代においては、あらゆる制度が、伝統的なものを含めて、新たな情報
に合わせて修正されるというのである (Giddens 22)。そして、そのような「再帰性」がグローバル化の
中で徹底的に遂行されることにおいて「後期近代」が成立する (cf. Giddens 279)。その中では、伝統的
な生き方は他の無数のライフスタイルとの競合にさらされることになり、その自明性を喪失することに
なる。それに代わるのが、諸リスクを軽減するための、専門家による「再帰的モニタリング」(Giddens
17)を経由する諸制度である。これが「後期近代」を特徴づける第一の再帰性である。
しかしながら、このような再帰的制度は、「信仰への跳躍」ともいうべき、専門家に対する「信頼」を

要求する (cf. Giddens 4)。その意味では、再帰的制度は一方で現実的なリスクを軽減しつつも、他方で
新たなリスクをもたらすものでもある。すなわち、専門家は専門家である以上、もはや全体を見通すこ
とはできないため、彼らが想定していない問題が発生することは避けられないにもかかわらず、素人は
素人である以上、専門家を「信頼」せざるをえず、そのコミットメントに対する責任をとらされるとい
うリスクにさらされることになるからである。「近代のリスク環境は誰にとっても不安定なものとなる」
(Giddens 141)。しかも、これらの制度が大規模になればなるほどそのリスクの影響も大きなものとなっ
てしまう。「リスク評価自体がそもそもリスキーだという主張は、重大な結果をもたらすリスクの領域に
おいては最もよく立証される」(Giddens 139)。
第二に、再帰的近代の進行は自己のあり方にも変様をせまることになる。「伝統的な社会」において、

自己にはさほど生き方の選択の余地は存在しなかった。これに対して、近代においては、諸制度が様々
な生き方の可能性を提供しており、自己はそれらの間から自ら選択をすることを迫られることになる。
しかも、その選択は一度きりのものではなく、反復されるものであり、その中で、自己は自分の生き方
を修正していかねばならないとされる。かくして、「私［＝ギデンズ］が「高度」あるいは「後期」モダ
ニティと呼ぶ環境�すなわち私たちの今日の世界�においては、自己は、自己が存在する広範な制度的
文脈と同様に、再帰的に形成されなくてはならない」(Giddens 3)。
このような個人の再帰化は制度の再帰的モニタリングの観点からも不可欠なものとなる。というのも、

制度は諸選択を一組にしたライフ・スタイルを提供することはできるが、それはあくまでも一般論でし
かなく、個別の状況を反映したものとはいえず、むしろ、各個人に各自の状況の中で適切な選択を行わ
せることによって、制度的な最適化も行われると考えられるからである。その中で、個人は自分の身体
を張って、複雑な諸条件を満たす可能性を模索せねばならない。「ものごとの固定性をかき乱し、新しい
道筋を切り開き、そうして新しい未来の一部を植民地化する能力は、モダニティの流動的な性質に不可
欠なものなのである。開拓されたリスクの引き受けは、結果として個人の自己アイデンティティに影響
する「信頼の実験」（基本的信頼という意味において）を表しているといえるだろう。……このような危
険を統制することは、困難な状況を乗り越えられることを自己証明する行為であり、またそれを自他に
示すことである」(Giddens 151)。かくして、「今日の「有能な人物」とは、進んだ自己理解を持ってい
るだけでなく、現在の関心と未来のプロジェクトを過去の心理的遺産と調和させることができるような
者を指す」(Giddens 203)ようになる。これと並行して、個人は「信頼の実験」にかり出されることに
なる。そして、誰もが否応なく自分の運命の主人公たらざるをえなくなってしまう。「自己は再帰的プロ
ジェクトであり、個人はその責任を負っている」(Giddens 82)。
とはいえ、その選択は確信に基づくものではありえず、「信仰への跳躍」でしかありえない (Giddens

32)。なるほど、自由ではあるが、リスキーな状況である。「運命決定的なときには、個人の存在論的安

9Giddens, Anthony, Modernity and Self-Identity, 1991（秋吉・安藤・筒井訳『モダニティと自己アイデンティティ』（ハー
ベスト社）2005）. 以下、引用箇所は著者名と邦訳のページ数で示すこととする。
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心を守る保護皮膜にとって重要な「いつもどおりの仕事」という態度が破壊されることは避けられない。
そのため、運命決定的なときには、保護皮膜が脅かされることになる」(Giddens 129)。しかるに、自己
の人生をコントロールしようとする志向が強ければ強いほど、あらゆる選択が「運命決定的」であると
見なされることにもなる。すると、自己というプロジェクトは絶えざる選択という様相を帯びることに
なる。「近代社会では、個人が再帰的に自己アイデンティティを作りあげようとすればするほど、その
人は現在の行いが未来の結果を形づくるということに気づくことになる」(Giddens 147)。そのような中
で、自己アイデンティティを維持するのはたやすいことではない。まず、それは常に吟味へとさらされ
ており、次に、変化の中で一貫した物語を作るという難題をつきつけられるとともに、さらに、未来を
コントロールせねばならないからである。ギデンズはそれを「持続的な状態としての「危機」」(Giddens
13)と表現している。
第三に、人間関係のありかたも変様を被る。安心して日常生活を送るためには、「存在論的安心」が必

要となるが、近代において、その安心は神の秩序への信仰のように確信に基づくものではありえず、「懐
疑」の一時差し止めという意味での「自然的態度」でしかありえない。このような「自然的態度」は他
者たちとの相互作用の中で支えられている。しかし、ガーフィンケルの実験が示したのは、そのような
相互作用は根拠づけられたものではなく、容易に崩壊しうるということであった10。
また、人間関係もまた選択しうるものであると考えられるようになった現代においては、親密な関係

において関係性の純粋化という傾向が見られる。純粋な関係はその本質からして、社会的・経済的生活と
いった外的な条件にではなく、お互いの関係性そのものによって支えられるのでなくてはならない。し
かし、かえってそのために脆弱性をかかえこむことになる。しかも、関係性そのものを維持せねばなら
ないという規範が、例えば、婚姻においてそうであるように、弱体化すればするほど、関係性を維持す
る努力は個人的なものとなっていく。結局、お互いの「コミットメント」というあてにならないものの
みに依拠して、再帰的な関係性を構築しつづけるという難題に立ち向かわねばならなくなっており、関
係性もまた脆弱性を抱え込むことになる。

1.2.2 実存的不安と撤退

以上において見たような、諸次元での再帰化は、それらに対する適応を要求するが、それはかならず
しもたやすいことではない。そのため、様々な観点における様々な水準での「撤退現象」が発生するこ
とになる。「近代的社会環境においては、日常生活は前近代文化一般におけるよりも多くの点でコント
ロールされ予測可能になっているが、存在論的安心の枠組みは脆弱なものになってきている」(Giddens

188)。
まず第一に、「存在論的安心」にとって障害となるような出来事をできるだけ回避しようとする傾向が

強まる。ギデンズはそれを「経験の隔離」と呼んでいる。「経験の隔離とは、多くの人々にとって、個人
の人生を道徳や人生の有限性などの多くの問題に結びつける出来事・状況との直接の接触がまれになり、
避けられやすくなる、ということを意味する」(Giddens 9)。「経験の隔離は、近代という状況下におい
て、日々の生活の相対的な安心を幅広く確立するための条件である。……いわば脇に押しやられた人間
生活の基本的な道徳的・実存的構成要素をまとめて抑圧することである」(Giddens 188)。
しかし、そのような「経験の隔離」はかえって「存在論的安心」の構造を脆弱なものにしてしまう。と

いうのも、まず、経験を経由しての実感からへだてられることで、問題を大きなものにしてしまう。そ
して、手に負えないものを隔離し、専門家の手にゆだねてしまうことで、課題に対応するスキルを低下
させてしまう。ここにコントロールのアポリアがある。すなわち、より全体的な解決法を模索するので

10Gar�nkel, Harold, �A conception of, and experiments with, 'trust' as a conditon of stable concerted actions�, Harvey,
O.J., Motivation and Social Interaction, 1963.
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はなく、局所的な解にとどまってしまう危険性が高くなってしまうのである。局所的安定性に依拠しつ
つ、その周辺解を試してみることへの鼓舞が必要となる。
再帰的自己が考慮にいれるべき事柄の多様性を前にしてそれにたじろぐ者がすることは、考慮に入れ

るべきことがらを最小限のことに限定することである。すなわち、最小限必要なことにのみ対応し、そ
れ以外のことは無視することである。「時間における繰延べと空間におけるへだたりは、リスクをリス
クとして認識することで生じるはずの不安を減らす他の要因である」(Giddens 148)。ここから、生活史
の一貫性を構築することをあきらめた断片的人間が誕生することになる。これが第二の撤退である。必
要最低限のこと以外のことを首尾良く無視しうる場合は、その都度その都度の必要に応じて、実践を行
うことになるが、その場合、統合ができず、自分のやっていることに「実感」をもてず、自らを「空疎」
であると感じることになる (cf. Giddens 184)。それをレインは「にせの自己」と呼んでいる11。「ほとん
どあるいはすべてのルーティーンを、妥当な理由があって行うのではなくて、単になぞっていると感じ
る」(Giddens 64)。表面上はまともであるが、ルーティーンからずれたときに、その問題が露呈するこ
とになる。また、現実に直面していることを無視することができない場合には、その直面自体を切り詰
める、すなわち、複雑な社会から撤退するという現象も見られる。いわゆる「引きこもり」をそのよう
なものとして解釈することができる。病的現象に至ることのない場合においても、これらは傾向として
広く共有されている。すなわち、人生のプロジェクトを一貫したものとしてとらえ、それを首尾良く実
現するために常に努力し続けるというイメージは広まってはいるものの、単なる理想像にとどまり続け
ている。現実にはむしろ、配慮せねばならないことをできるだけ切り詰めると同時に、配慮せねばなら
ないことに対しても深く考えずルーティーンとして遂行するという態度の方が広く見られるであろう。
その帰結として、ラッシュのいう「ミニマル・セルフ」やセネットのいう「公共性の喪失」が発生する
ことになる12。すなわち、社会からの要求が高く、それに対応するだけで精一杯になってしまう（と思
われている）状況の中では、身近な事柄に集中する一方で公共性の事柄は排除されるという「サバイバ
リズムの文化」(Giddens 196)が発生する。このような状況は、諸要求に対応し、自己責任をとること
のできる「強い自我」にとっては都合がいいが、そうでない人にとっては困難な状況である。一方にお
いて近代は個人による実験を推奨していたが、他方において、行きすぎた自律性の要求は、個人の自閉
を帰結し、当初の目論見に反する結果になってしまうというパラドックスが発生している (cf. Giddens

180)。
ここに第三の、人間関係における撤退が加わる。たとえ、考慮すべき事柄を切り詰めたとしても、そ

れが自己による判断であるかぎり、その正当性を根拠づけてくれるものはなく、やはり支えとして関係
性が求められる。とはいえ、すでに見たように、関係性そのものがコストとなりかねないのであった。
すなわち、純粋な関係は、何の見返りもなく、成立する関係でなくてはならないが、見返りのない関係
は努力によって維持されねばならず、それは関係の意義を否定する効果をもつ。このアポリアを前にし
て二つの方向性が考えられる。すなわち、コストとは無関係に純粋な関係性に執着するのか、あるいは、
純粋な関係性をコストのかからない範囲にとどめるのかである。前者の極端な形が「共依存」（親密性へ
の強迫観念）という病理である。病理的依存関係にあることをもって関係性が純粋であることの根拠で
あると見なす転倒が見られる。後者の場合、努力しなくてはならないこと自身が関係性を損なうもので
あると見なされる。その場合、例えば、趣味や嗜好を同じくする者同士が集まるということが発生し、
その中で「ライフスタイル」という「コート・スタンド」が形成されることになる (cf. Giddens 89)。そ
して同時に、ライフスタイルは自己から考えることを免除する役割も果たす。すなわち、現代にあって、
個人は多様な可能性を実験することは困難であり、一連の可能性のセットをひとまとまりのものとして
受け入れる方が楽だからである。「ライフスタイルは、単に功利主義的な必要を満たすだけではなく、自

11Laing, R.D., The Devided Self, 1960. （阪本健二他訳『ひき裂かれた自己』（みすず書房）1971）
12Lasch, Christopher, The Minimal Self, 1984. （石川弘義他訳『ミニマル・セルフ』（時事通信社）1986）、Sennett,

Richard, The Fall of Public Man, 1974. （北山・高階訳『公共性の喪失』（晶文社）1991）。
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己アイデンティティの物語に実質的なかたちを与えるがゆえに、個人が受け入れている多かれ少なかれ
統合された実践のセットとして定義されうる」(Giddens 89)。しかも、このようなライフスタイルは行
為環境の多様化によって断片化する。例えば、かつて仕事は私生活に切り離しがたい影響を及ぼしてい
たが、その影響力は低下しつつあり、仕事場での生き方と私的領域での生き方を区別することが可能に
なりつつある (cf. Giddens 92)。しかし、このような関係性は相手に固有な事情によるものではないた
め、心地よさを与える者であれば、誰でもよいため、流動化することになる。ちょうど、テレビのチャ
ンネルをザッピングするような具合の関係になる。あるいは、そのような関係に満足できない人々はよ
り強固な共同体へと回帰し、そこにしがみつくことになる。「より伝統的な権威へと押しもどすようなラ
イフスタイルの決定をする人もいるかもしれない」(Giddens 161)。原理主義的宗教の隆盛をこのように
見ることができる。なるほど、ライフスタイルの共有による集合はなるほど保護皮膜の役割を果たしう
るが、それは集団の自閉と分断化を招くことになる。準拠集団が狭いものとなるため、問題に対する対
処の仕方が部分的になったり、社会全体での相互理解を妨げることになったりする。一方において、近
代は開かれた関係性を要求してきた、しかし、同時に以上のように関係性の自閉が進行するというアポ
リアが見られる。
もちろん、自己や関係性の再帰性に対する対応のあり方は見かけほど単純ではない。一方には、これ

らに果敢に対応し、適応しようとしている人々が存在するからである。自らの状況をできるだけ認識し、
その中での可能性を熟慮することで、人生のプロジェクトを首尾良く遂行することを目標とし、そのた
めに必要となれば、必要な人々と関係を構築することをいとわないことは現代における一つの理想的な
生き方であるとすら見なされている。ギデンズもまたこのような生き方を肯定的に描き出している。と
はいえ、このような「ライフスタイル」を維持しうるかどうかには、その人が置かれた状況が深く関わっ
ている13。また、そのような生き方に対する違和感を表明する人々もまた存在しうる14。選択が選択の
事柄ではなく、「否応無しの選択」（バウマン）となっている状況にあっては、このようなあり方ですら、
選択の結果であると見なされてしまう。このことは、様々な困難を感じつつも、それに対向し、再帰的
近代によりよく適応した人々にとってはより自明なこととして実感されてしまうことになる。困難がな
いわけではないが、最終的に重要なのはそれに打ち勝とうとする個人であるというわけである。ある種
の近代的人間観が流布してしまうと、再帰的近代に適応できない層が発生する構造が見えなくなってし
まい、個人の自己責任に帰せられてしまうようになってしまうのである。ここにおいて、社会全体をと
りまくような共感が損なわれ、最も大きな分断が発生することになる。

1.2.3 市民性教育が対応すべき中核的課題

1.1節において、市民性教育が要請される状況を見てきたが、ギデンズの分析は、それらの問題が再帰
的近代と密接に関係していることを示している。１）「青少年の情緒的な問題」や「問題行動」は「実存
的不安」と関わっていると考えられる。もちろん、これを年齢や成長と結びつけて、青年期に固有な問

13例えば、ギデンズ自身、ライフスタイルが視野に入りつつも、選択肢には入らない状況について検討している。「スラム街
の貧困のなかで生活している、数人の子どものいる片親家庭の親である黒人女性のような人物を思い描いてみよう。そのよう
な人間は、より恵まれた階級に与えられている選択肢をつらい羨望を持ってただ眺めていると考えられるかもしれない。彼女
は、厳しい限界のなかで日々の活動を繰り返しこつこつとやっていくしかない。彼女には異なったライフスタイルに従う機会
もなく、外的拘束によって支配されているがゆえに人生を計画することも至難である、というわけである」(Giddens 95)。ギ
デンズ自身はこのような記述を批判し、そのような状況にあっても、彼女は伝統に服しているだけの状況にあるわけではなく、
ある種の選択に開かれているのであり、様々な抵抗の可能性についての知識も増加していると指摘しているが、同時に、「彼女
が服している欠乏状況のせいで、このアイデンティティの形成という課題は担いきれない重荷になるし、自己向上ではなく絶
望を生み出すものとなるかもしれない」とも述べている。

14「「放浪する」ティーンエイジャーは、未来のキャリアについて考えることを拒否し、「未来に何の思考も与えること」も
せずに、この方向づけを拒否するのであるが、それは特に支配的になっていく時間的な展望に対する抵抗としてそうするので
ある」(Giddens 96)。
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題として解釈することも可能であり、一定の妥当性をもつと考えられる。しかし、同様な問題は成人後
も持続し、幅広い年齢層に見られる一般的な問題となりつつある。そうなると、従来、年齢や成長と結
びつけて議論されていた問題を個人が社会へと持続的に適応していくプロセスの一種として解釈しなお
すことが必要になってくる。２）「基礎学力の低下」は、「空しい適応」からの撤退であり、それよりは、
ミニマル・セルフを選択せざるをえない層が存在するという状況を反映したものである。また、「失業率
の高さ」は基本的には社会構造の問題であり、基本的には「技能の向上」によって対応できるものでは
ないと考えられるが、技能の問題に由来する部分に関しては、「基礎学力の低下」と同じ問題圏に属して
いることになろう。３）「政治的無関心」や「多文化状況での困難」は「公共性の喪失」に由来するもの
であり、「関係性からの撤退」に関わっている。４）福祉国家の代替や産業界からの要請は、後期近代に
おける自己の問題という上記の諸問題とは別の問題圏に属しているが、流動化に直面した国家や産業界
の「不安」を反映したものであると同時に、具体的に何を教えるのか、何を求めるのかという点で様々
な異論にさらされている。とはいえ、この問題に応えることは社会の課題であり、それに応える社会像
の提示は後期近代における自己のあり方のモデルを提示することにつながる。そうなると、これらの問
題の焦点に、再帰的近代への適応をどうするのかという問題があることが分かる。困難に直面しても自
閉するのではなく、状況や他者へと開かれている「再帰的自己」を育成することが課題となる。ただし、
このような開放性の要求は近代の趨勢に反対することであり、抵抗にあうことになるであろう。その問
題も含めて、再帰的近代に対応する市民性教育のあり方が問題となってくる。

1.3 再帰的近代の教育
1.2節において見たような再帰的近代化は教育のあり方に影響を及ぼし、新たな諸課題を引き起こす

ことになる。まず第一に、教育の内容となる知のあり方が変貌しているが、それに対応せねばならなく
なっている（1.3.1項）。そして第二に、社会の多様化や流動化に対応することのできるような自己形成
が求められ、それに対応せねばならない（1.3.2項）。だが、このような自己を個人で支えるのは困難で
あり、共同体で担い支える必要があるが、そのような関係性の構築が第三の課題となる（1.3.3項）。こ
れらの諸課題の問題の所在を明確にし、諸課題に対する対処を検討する準備をおこなうのが、この節の
課題である。

1.3.1 知のあり方の変様とそれへの対応（第一のアポリア）

まず第一に、再帰的近代化は「知」のあり方に影響する。一方において、知識は専門化していく。それ
は、個々の分野の成立する前提条件や、その分野の適用範囲が厳しくなっていくということを意味する。
「専門主義が進めば進むほど、ある人が専門知識を持っているといえる分野は狭いものになる」(Giddens
141)。なるほど、特定の領域では比較的正確な知識をもつことができるようになるかもしれないが、そ
の知識が役立つ範囲はかえって狭くなってしまう。このような事情から、他方において、このような時
代にあっては、すべての人が素人としての判断を迫られることになる。というのも、全ての分野に精通
することは不可能であるし、また、分野をまたがるような問題については専門家は答えることができな
いからである。ここにおいて、未知な状況において多様な情報から総合的な判断を下す能力が必要とな
る。このようにして、知が再帰化することになる15。専門家としての知識においても、素人としての知
識においても、状況に応じて、対応のあり方を変えることが要求されるようになるのである。

15専門的知識は研究の蓄積によって変化していく。このような変化は狭い意味での再帰化であると考えられる。これに対し
て、専門的知識や情報を勘案しつつ、新たな状況での判断を求められることを広義の再帰化と呼ぶことにする。
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このような「再帰的知」が要求される社会にあっては教育に求められるものも変貌することになる。
すなわち、近代において教育は国家の近代化を進めるために必要とされる「知」を伝達する役割を果た
していた。ことに日本においてそうであったように、先に近代化をすすめた諸国家が存在している場合
には、それらをモデルとして、そこで伝達される「知」を効率よく伝達することが求められた（東アジ
ア的教育）。しかし、フォローアップが進み、後期近代に突入すると、以前と同様に専門的な知識の伝達
は必要とされるが、上で見たような、リテラシーや判断力の形成がさらに重要になってくる。1.1節にお
いて見たように、「市民性教育」に、ニューメリックリテラシーのみならず、判断力育成が要求されるゆ
えんである。
とはいえ、このような移行は簡単ではない。というのも、知の再帰化は「懐疑」と結びついているか

らである。もしも、知の専門化が確実性をもたらし、それが地上を覆い尽くすことが可能であるという
期待をもつことができるのであれば、知の高度化は安心をもたらすことが可能であろう。実際、知識の
専門化は前近代がもたらすことのできなかったような安全を可能にしている。しかしながら、知の専門
化は安心に結びつくとは限らない。というのも、専門化のはざまで見落とされるようなリスクや特定の
専門家を信頼してしまうことによって発生するリスクが新たに発生するからである。かくして、素人は
困難な課題に直面していることになる。一方において、専門家を信頼しつつも、他方において、専門家
に頼ることのリスクを考慮に入れておかねばならない。教育の場合であれば、教えられる内容を信頼し
てそれを習得しつつも、同時に、その内容を吟味しなおすことが要求される。ここに知に対する信頼と
懐疑の調停という市民性教育の第一のアポリアが発生する。

1.3.2 再帰性に対応できる自己の形成（第二のアポリア）

とはいえ、知のあり方の変貌に適応することはストレスを伴うものであり、それに対処するには大き
なコストを要求される。なるほど、それに対応するだけの、諸資本（高度な知識を身に付けるための資
本、社会資本、周囲の協力）を備えた層も存在するであろうが、そのコストを担い支えることが困難な
層も出現することになる。また、そのような適応のためのインセンティブは後期近代においては機能し
にくくなる。というのも、資本主義社会において「子どもたちは資源にされて」(Noddings 40)おり、そ
のような状況の中では、前進させる動機は「利益」でしかないが、その利益をえられる人々は常に限定さ
れているからである16。ノディングズは元労働長官ウィリアム・ブロックの発言を引用している。「若い
人々が脱落しても何の不思議もありません。なぜなら、労働市場のシグナルは彼らにこう言っているの
ですから。私たちは、あなたのケアはしませんよ、って」(Noddings 17)。その結果、社会に対する反応
と同様な反応が教育の領域でも発生することになる。その都度の授業に反応するだけで、学業に対する
一貫した意味づけを放棄してしまったり、同じような状況に置かれた他者と一緒になって狭い準拠集団
を形成してしまうことが広く見られるようになる。これらのことは統計的な調査ともよく合致している。
もちろん、このような実存的不安に関わる問題について学校が対処しようとしてこなかったわけでは

ない。それどころか、自己の確立やコミュニケーション能力の育成は近代における学校制度の中心的な
課題ですらあった。しかし、この課題に成功してきたとはいえない。まず第一に、学校は、知の転換を
推進する「組織」として、知識の修得と懐疑という相互に矛盾しすらする課題を要求してきた。このよ
うな組織は、再帰的近代への適応を求める社会の「ひな形」であり、それに適応する者たちとそうでは
ない者たちとの分裂を生み出していくことになった。そして第二に、学校は「組織」として「経験の隔
離」の担い手でもあった。なるほど、不快な経験を回避することが近代の目標の一つである。しかし、
不快な経験の回避は経験のチャンスを奪うことであり、回避しえない不快な経験に対する耐性を低下さ

16Noddings, Nel, The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to Education, 1992 （佐藤学監訳『学校
におけるケアの挑戦』（ゆるみ出版）2007）。引用箇所は著者名と邦訳のページ数によって示すこととする。
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せてしまう。例えば、争いや暴力は不快な経験であり、一般には学校空間では回避されるべきこととさ
れるが、それを全く回避してしまうことは、社会に厳然として存在する争いや暴力との付き合い方の経
験を奪ってしまう。その結果、争いや暴力に対する脆弱さや、逆に、暴力に取り込まれたりするといっ
たことが発生することになる。ここに市民性教育の第二のアポリアが現れている。すなわち、実存的不
安をやわらげつつも、同時に、再帰的近代への適応を迫らねばならないというアポリアである。そして、
このような要求は、安楽の追求という近代の趨勢に反することでもある。

1.3.3 関係性の再構築（第三のアポリア）

このような問題に対して、ギデンズ自身は楽観的であるように思える。再帰的自己のあり方を第三の
道として積極的に肯定してもいる。「自己アイデンティティの感覚は頑強である一方で脆弱でもある。脆
弱であるというのは、人が再帰的に心に留めている生活史は、一つの「ストーリー」にすぎず、自己の
発達に関して語りうる他の多くのストーリーが存在するからである。一方、頑強であるというのは、自
己アイデンティティの感覚は、人が動いていく社会環境のなかでの大きな緊張や変化を切り抜けるに十
分な程度安定しているということがよくあるからである」(Giddens 59)。しかし、それが可能であると
いうことと、現実的であるということとは別の事柄である。少なくとも、アポリアがアポリアとして捉
えられる状況の中では、適応は幸運な者にのみ許されたことであるようにすら思われる。だとすれば、
公教育において行われる市民性教育はこの問題に対応する必要がある。学校という共同体の中で、この
ような頑強な自己アイデンティティを育成せねばならない。ここに第三のアポリア、すなわち、関係性
が疑わしくなっている状況の中で、信頼を育成するというアポリアが現れてくることになる。
学校は、一方において、知の面での再帰化に対応すると同時に、他方において、再帰性に耐える自己

を再帰的関係の中で育成するという困難な課題を背負わされることになった。しかも、そのようなあり
方への適応の基盤となってきた他の諸組織（家庭、地域、会社など）がこの機能から撤退していく中、
学校に与えられる課題の比重は拡大している。知識の伝達という目的のためにも、また、市民の育成と
いう目的のためにも、モダニティのアポリア（自尊と懐疑、再帰的モダニティへの適応と安心の確保）
に耐えることが必要となるが、それは二律背反的構造をもっていた。したがって、１）知識と懐疑、２）
自信と跳躍、３）自己と関係性という二分法の中にとどまる限り、これらの問題に対する解決は見えて
こない。ここにおいて、「市民性教育」の「いかに」が問題となってくることになる。

1.4 アポリアへの対処
1.3節において見てきた三つのアポリアは近代化の進行の中で徐々に顕在化し、問題化してきた。そ

のことは、これまでのようなやり方でこの問題を処理することが難しくなっているということを意味す
る。だとすれば、一方において、これまでのやり方を分析することで、アポリアの調停の原理を析出し
つつも、他方において、これまでのやり方の限界に対処するやり方を検討しなくてはならないというこ
とになる。したがって、この章においては、まず、アポリアの間の相互関係を整理した上で（1.4.1項）、
最も基本となる基礎的信頼の形成がいかに遂行されるのかを、ウィニコットによる親子関係の分析に依
拠しながら考察することにする（1.4.2項）。次に、ノディングズを手がかりにしつつ、信頼の形成を学
校でも継続していくという発想を検討し、「市民性教育」の基盤となるものを析出する（1.4.3項）。

1.4.1 アポリアの相互関係

1.3節において析出した知識のアポリア、自己のアポリア、関係性のアポリアという三つのアポリア
は、事柄としては別々の現れ方をしてはいるが、別々なものではなく、相互に関連しあっている。まず、
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知識と懐疑のアポリアは自信（自己への信頼）によって飛び越えられうるが、そのような自信が形成さ
れるのは、懐疑にさらされつつも、それを越えて、環境とうまく噛み合うような地道な知を築き上げて
きたという経験によってである。このような経験があれば、懐疑は全面的になることはなく、部分的な
再検討にとどまることになる。また、自己への信頼は、知識への信頼をもたらすのと同様に、関係性へ
の信頼をももたらす。しかし、他方において、自信がひとりよがりなものではなくなるのは周囲の人々
との関係の中でそれが裏付けられることによってであり、関係性への信頼が自己への信頼を養成すると
いう関係もみられる。
このようにこれらのアポリアは相互に関連しあっている。だとすれば、重要なのはこれらのアポリア

を適切な再帰性、すなわち、「よい循環関係」の中へともたらすことである。この点において、三つのア
ポリアに対する対処は同様な構造をもつことになる。すなわち、いずれの場合においても、適切な再帰
性をもつためには、知識・自己・関係性への信頼と、それに対する吟味が両立しなくてはならない。信
頼が強すぎ、単なる盲信になってしまってはならないし、逆に、不信が強すぎると、全てを否定するこ
とになりかねない。両者の間の適切な「塩梅」が重要であるが、それを前もって原理的に示すことは困
難である。だからこそ、これらはアポリアとして現れてくる。とはいえ、人間の成長はこのアポリアを
現実的に乗り越えてゆくことである。だとすれば、重要なのは、アポリアの解決が現実化する場合の条
件を整備することだということになる。
まず一方において、懐疑を全面化するとあらゆる行動が脅かされてしまうため、日常生活の大部分に

ついては信頼をもち、必要以上の不安をかかえこまないでいられることが必要となる。「日常生活の状況
では、基本的信頼は、ある状況では警戒をもたらしかねない出来事や問題を括弧に入れることとして表
現される」(Giddens 144)。「保護皮膜とは、効果的に機能する環境世界の維持を可能にする信頼の覆い
である」(Giddens 146)。
そして他方において、このような基本的信頼に依拠して、知識・自己・関係性のほころびを繕ってい

くことが必要である。なるほど、それは、慣れ親しんできたことを問い直す作業であり、不快を伴うか
もしれない。しかし、その繕いによって知識・自己・関係性のあり方はより頑強なもの (robust)となる
と考えられる17。それは、より確実な知識や強固な自己となるということだけではなく、ほころびに対
する対処の仕方についての知識や、その際の自己の柔軟さを鍛えることをも含んでいる。「行為の文脈に
おいてたいてい私たちが実際ほど脆くないようにみえるとすれば、それは潜在的な脅威を避けたり止め
たりするための長期にわたる学習過程のためである」(Giddens 144)。
このように考えるならば、再帰的近代のアポリアを解く鍵は、基本的信頼をそなえた自己を形成し、

それに基づいて、一見したところでは躊躇してしまいそうになる環境との交渉関係に踏み出すことがで
きるようにすることにあることになる。

1.4.2 家庭における基礎的信頼の育成とその限界

ギデンズによれば、信頼の基礎となる「基本的信頼」は家族の中で形成される。「親子のあいだに打ち
立てられる緊密な紐帯は幼児期の依存関係において形成されるのだが、その絆はまた、幼い子どもが後
の人生において親密なつながりを始める能力を育てる際の心理的なネクサスでもある」(Giddens 110)。
なるほど、後述するように、家族の役割が限界に直面すると同時に、家族という制度自身がゆらいでお
り、その点での限界があるにしても、家族を基本的信頼の形成のための「範例」として検討する必要が
ある。ギデンズは「情緒的またいくらかは認知的な意味での現実の実存的係留への信頼は、幼児の早期
の経験によって獲得される」(Giddens 41)とし、ウィニコットの研究に注目している。

17robustの概念については北野宏明、竹内薫『したたかな生命』（ダイヤモンド社）2007を参照。
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ウィニコットが基本的信頼を形成するためのモデルとするのは母子関係である（病理的現象を分析す
る際でもそれがモデルとなる）。当初、赤ん坊にとっては母親との区別すら存在していないため、他者と
対比される意味での自己も存在していない。したがって、母親の乳房すら自分の一部であるという錯覚
を抱いている。ただし、このような錯覚を可能ならしめ、その現実的な側面を支えているのは赤ん坊で
はなく、母親の母子関係への「没頭」である。母親は赤ん坊になり代わって、赤ん坊のニーズを感受し、
それを満たしてやることによって、赤ん坊は全能感を感じることができる。ウィニコットはこれを「自
己関係」とも「対象関係」とも呼んでいるが、それはここで感じられたものが、最初の「自己」である
と同時に最初の「対象」ともなるものであるからである。このように無力な赤ん坊は母親による献身を
媒介として、この後の自己の基盤を獲得する。
しかし、母親との一体感は、母親が他者であるという「現実」によって限界を迎える。それは、一方

において、内的世界と外的世界が矛盾する状況である。しかし、他方において、赤ん坊自身が貪欲なま
での自己の欲求をつのらせることができるようにまで成長し、「自己」の基盤が築かれたということでも
ある。ウィニコットによれば、欲求は創造性（＝自己）の延長線上に生まれるものであり、安心を体験
していない赤ん坊は、欲求がかなわないことを浸食として捉え、そのことにあたふたしてしまうか、そ
のような出来事を自己とは無関係なことと見なして、解離を起こしてしまう。いずれにしても、赤ん坊
はこの矛盾する状況に適応せねばならない。その適応において「媒介」の役割を果たすのが「移行対象」
である。例えば、毛布の切れ端がその役割を果たすとされる。一方で、「移行対象」は母親のような安心
感を与えるものでなくてはならないが、他方で、母親とは違って、コントロールしうるような支配対象
でなくてはならない。また、「対象」の発見という出来事は、自己が全能であるという錯覚からの離脱
（「脱錯覚」）でありながら、同時に「錯覚」の経験を台無しにしてしまうことのないものでなくてはな
らない。つまり、赤ん坊が「移行対象」を「創造」したのでなくてはならない。「移行」においては、以
上のような、内的世界と外的世界の協働の成就という奇跡が発生せねばならない。それの成就をウィニ
コットは自我オルガスムと呼び、ラカンは「享楽」と名づけている。
このような「移行」が成就することによって、赤ん坊は世界へと乗り出していくことができるように

なる。すなわち、赤ん坊は環境と協働しながら「文化的世界」（＝周り世界）を次第に構築していく。そ
の中で、赤ん坊は依存から脱して「一人でいられること」をなしうるようになり、同時に、他者や外界
への基本的な信頼を学ぶ。ウィニコットはこのような「移行」のあり方を遊びを通して記述している。
例えば、ウィニコットは赤ん坊に舌下子 (Spatula)を並べてみせる遊び (Spatula Game)を観察し、そこ
には三つの段階が見られるとしている。１）まず、自分の欲求を感じながらも、それを実行するのでは
なく、環境の様子を観察する「ためらい」の段階があり、２）次に、環境の中で自らの欲求を実現する
可能性を発見し、それを遂行する「遂行＝創造」の段階が続き、３）最後に、自分の行為に対する環境
の反応を見極め、それが受容された意味あることであったことを確認する「価値づけ」の段階に至る。
ここで体験されるのは、内的世界と外的世界の協働の成就という奇跡であり、意味ある世界の成立であ
る。また、ウィニコットは、交互に殴り書きをしながらも、何らかの形象を形成していく遊び (Squiggle

Game)も行ったが、ここでも、偶然的な殴り書きに対する不安が、他者によってフォローされ、意味あ
るものが成就していくことへの驚きが体験される18。
これらの事例には、協働性の成就とそれに基づく移行という図式が見られる。すなわち、自己と環境

の齟齬に出合い、ためらいを感じながらも、環境に支えられることで、そのためらいを乗り越えて、「欲
望」の実現が成就している。その実現は自分が環境とうまくかみ合っていることを示すものであり、そ
れこそが根付いた知識の基盤となるものであるが、同時に、環境や他者からの「承認」でもある。この
ように、自己と環境の間にうまくかみ合った関係を形成していくことによって、赤ん坊は全能であると
いう「錯覚」から脱し、世界の中の一存在として自己を客観視できるようになっていく。

18詳細は第４章において触れることになるが、「子どものための哲学」は、自己の発言が他者によってひきうけられ、新しい
ものが成就していく体験を提供することを目的としている。
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ただし、この移行は一直線に進むものではないし、かつ、そうであってはならない。というのも、赤ん
坊はこの移行を自力で達成しなくてはならない、少なくとも、そう感じるのでなくてはならないからで
ある。もし、環境が赤ん坊に先回りして、その欲求に全て応えてしまうならば、赤ん坊はむしろ無力感
を感じ、だまされているのだと感じる。また、逆に、環境が赤ん坊に対する配慮を欠いていてもならな
い。その場合には、赤ん坊は浸食に耐えるだけになってしまう（うちのめされた赤ん坊）。したがって、
母親の「失敗」とその修正という振幅（いい「塩梅」）が無くてはならない。それを通してのみ、「愛」
が可能となり、「移行」が可能となる。これと同様に、子どもの側の、「無慈悲な自己」が母親によって
耐えられる必要もある。そのことによって、自己は「思いやり」を育て、そこへと自己をつなげていく
ことが可能となる。さもなくば、自己は隠され、解離してしまう。いずれにしても、「振幅」という「時
間」が不可欠なのである。環境と自己とが試行錯誤する中で、協働し、システムを構築していくことが
重要である。このように、母子関係は出来上がった人格同士の関係ではなく、相互作用の中でお互いが
形成されるようなものである。したがって、そこで重要なのは適切な循環関係に入ることである（言い
換えれば、病理的現象は悪循環であるということになる）。適切な循環関係の中では、「移行」が成就す
るが、まず、その「移行」は「遊び」として遂行され、「過渡的対象物」による媒介と展開が大きな役割
を果たすことになる。「移行」の結果として、一人でいられることや、思いやりの感情をもつことができ
ることが達成されるという。
とはいえ、このような「移行」は家族の中で常にうまくいくとは限らない。その際、様々な段階の「病

理的現象」が発生することになる。ただし、ウィニコットは、人間には根源的な創造性（一次的創造性）
があり、病理的現象は困難な状況への適応の試みであると解釈する。したがって、適切な環境を取り戻
すことによってその病理的現象は修正可能であり、精神分析がその役割を果たすとした。彼は精神分析
を、母子関係の中での「移行」、遊びの中での「移行」を反復することとして理解している。分析者と
の関係の中でためらいを覚えつつも、それを超えて、被分析者が自己解釈を見出していくことが重要と
なる。
さらに、後期近代においてはさらなる困難がここに付け加わってくる。まず第一に、家庭自体が近代

的制度として再考の対象となっている点に困難がある。純粋な関係性は親子関係のような関係性をも浸
食する。親子関係の宿命性が残されている一方で、関係性への眼差しが変様してしまっており、そのこ
とが親子関係にも当てはまるかのように思われてしまっている。信頼性の構築にとって親子関係（ある
いは、それに準じるもの）は決定的な役割を果たすにもかかわらず、それが宿命的なものとは見なされ
なくなってしまっている点に現代における親子関係の困難がある。一方において、すでにウィニコット
の時代においてそうであったように、母親の没頭は女性の自立ということと矛盾すると理解される可能
性がある。そして、他方において、家族のあり方の多様化が進行し、ウィニコットが想定していたよう
な役割分担が必ずしも妥当しなくなっているかもしれない。
そして第二に、近代的制度としての家族が想定していたような自己形成のあり方が後期近代において

要求されるような自己形成とかみ合わなくなっている。ギデンズは「自己アイデンティティという感覚
は頑強である一方で脆弱でもある。脆弱であるというのは、人が再帰的に心に留めている生活史は、一
つの「ストーリー」にすぎず、自己の発達に関して語りうる他の多くのストーリーが存在するからであ
る。一方、頑強であるというのは、自己アイデンティティの感覚は、人が動いていく社会環境のなかでの
大きな緊張や変化を切り抜けるに十分な程度安定しているということがよくあるからである」(Giddens
59)と述べているが、家族の中で育成されたような自己よりも、後期近代において求められる自己はよ
り冒険的であり、挑戦的であることを求められているといえる。
これらの事情から、基本的信頼を形成するという課題は、家族においてのみで果たすことが徐々に困難

となり、むしろ、それ以降も家族以外の場においても継続されるべきプロセスとなっていくことになる。
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1.4.3 学校における基礎的信頼の育成の継続

基本的信頼を形成する場として、家族以外には、地域共同体や学校などが考えられるが、その中で、
操作可能なのは学校だけである。その意味で、家族に準じて、移行が続行されるような場として学校を
考え直すことが必要となる。ただし、このような移行は母子関係の場合と同様に一直線には進まない。
学校は逸脱や反抗に悩まされる。とはいえ、ウィニコットによれば、逸脱や反抗は安心できる「枠」の
探求であり、その意味では正常なことである。「子どもが生まれつき知っているのは、いたずらっぽい振
る舞いのなかに込められているものが希望であって、絶望というものが迎合と偽りの社会性の獲得と関
連していることである」19。かくして、学校は不十分であった母子関係の再構築（＝分析）の場となり
うる。そして、そのことこそが、教師、ひいては学校の成長を促すことにもなる。
同様の考えから、ノディングズは学校が基本的信頼の育成という役割を積極的に担うことを主張して

いる。「伝統的な家族が今やアナクロニズムであるとすれば、あるいは、いかなる理由であれ、家族が
ケアリングの要求に応えることができないとすれば、他の制度がその要求を充たさなければならない」
(Noddings 41)。このようにして、ノディングズは学校をケアの空間として捉え直そうとする。だが、学
校は近代において人的資源を生産することを要求され、それが中心的課題であると認識されてきた。そ
して、そのような学校理解は、学びの意味づけの欠如した自己喪失的適応や、学びからの逃走といった
脱落をも生み出してきた。「一二年間、競争者全体の底辺で過ごした若者が、彼や彼女の今までの失敗は
失敗のただ「一つの形」にすぎないと、どうやって思うことができるというのだろう」(Noddings 89)。
そのため、学校はこのような問題に対応せざるをえない。ノディングズによれば、学校は、このような
相反する要求の中で「振り子運動」をしてきた (Noddings 37)。日本においても同様の現象をみること
ができる。ノディングズ自身は、能力主義からケアへの方向転換をはっきりさせるべきだとする。その
理由は、あらゆる生徒が知的能力を身につけるのが得意とはいえないのに対して、ケアはあらゆる生徒
が身につけるべきことだからである (Noddings 50)。
ノディングズ自身は、デューイを初めとする、両者は両立するという発想に対しては批判的である。

ノディングズは、知的なケアリングと人間同士のケアリングが密接に関連しているとするヴェーユを批
判し、「ケアの多様な形態」を指摘することで、両立を退ける (Noddings 48)。もちろん、本質的にケア
は多様である。ただし、それはノディングズが指摘しているように様々な種類があるというだけのこと
ではなく、同じ人間に対するケアにおいても相手や状況によって多様たらざるをえないという意味にお
いてもそうである。それにもかかわらず、ケアが学ばれうるとすれば、それは多様なケアが相互に関連
しあっているということを意味する。実際、ノディングズ自身が、ケアリングの関係をケアする者とケ
アされる者との相互作用としてとらえ、前者には「専心」（あるいは「注意ぶかさ」、「動機づけの転移」
が、後者には「受容、承認、応答」が必要であるとしているが、これこそが知的活動を含む人間の根本
的な存在様式を支えるものである。このことは、ノディングズ自身が引用しているハイデガーが、西洋
の思想の伝統に依拠しつつ、人間の存在様式をケア（配慮）として解釈したことにもかなっている。こ
の場合、ケアは非常に広い意味をもつことになり、「熟慮」といったほどの意味にすらなりうる。また、
そのことは、上でみた、ウィニコットの考えにもかなうものである。基本的なケアリングの関係から出
発してこそ、様々な形態のケアを学ぶこともまた可能となるのであり、そこには理念のケアもまた含ま
れているのである。そう考えるならば、ケアと知的能力の育成との間に対立ではない関係を見出すこと
も可能となる。「すべての種類の経験と教科内容の最初の受け入れを子どもたちに準備できるのは、ケア
リングの関係なのである」(Noddings 80)。学校教育を知的教育からケアへと転換するという二分法では
なく、両者の間の「よい循環関係」を整えていくことが重要だということになる。

19Winnicott, D. W., �Morals and Education�, The Maturational Processes and the Facilitating Environment: Studies
in the Theory of Emotional Development, 1965, p.104 （牛島定信訳『情緒発達の精神分析理論』（岩崎学術出版社）1977,
p.123）ただし、訳文はジャン・エイブラム著（館直彦監訳）『ウィニコット用語辞典』（誠信書房）2006, p.335によった。
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このような「よい循環関係」を整えることは現代社会の諸要求に応えることでもある。ギリガンはケ
アを（正当化する普遍的な）正義と対比し、状況への応答性を重視した20。このことは、狭義のケアだ
けに妥当するのではなく、複雑さをます社会の中での知的能力にもまた求められるものである。知的能
力といえども、単なる悟性判断のみならず、高度な判断力が求められるようになっているのである。こ
こにおいても、両者の相即が求められる（そもそも、ケアを可能にするためには、普遍的な条件をも考
慮に入れなくてはならない）。このように「注意深さ (carefulness, Sorgfältigkeit)」「熟慮」は再帰的近
代においてますます重要になっている。このように考えるならば、ケアは単なる消極的な役割を担うだ
けではなく、むしろ、現代において求められる知のあり方の転換をもたらすという点でも積極的な機能
を果たすことになる。
もちろん、このように多重的な課題を課されると、いやます要求に尻込みしたくなるかもしれない。

しかし、重要なのは、これらの要求が外部からくるものではないという点である。状況にさらされた者
としてそれに関わらざるをえないとき、それへの「応答」は自発的になされる。たとえ、その状況に対
する不満をもらす場合でさえ、状況は当人によって受け止められているのである（ウィニコットが病理
や反抗を肯定的に解釈したのと同様である）。むしろ、重要になるのは、このような相互作用の中での
移行のハードルを緩和することである。そのような配慮がなされない場合には、ウィニコットが述べて
いたように個人は要求に押しつぶされて意気消沈するか、自発性を放棄して合理性に過剰適応してしま
う。かくして、自己と社会という二分法の見直し、状況の受け止めを個人の問題としてしまうのではな
く、関係性において解釈しなおすことが必要となる。これは担いきれない状況を個人に担わせるという
近代的な自己の枠組みを見直し、それを共同体において担うようにすることであり、生き方の転換をも
たらすものである。それは、当人に対してだけではなく、周囲の人間に対してもまた成長の機会を与え
る。このような転換は、単に家庭において積み残した課題に対処するだけではなく、むしろ、自己を相
互関係の中に位置づけるという市民性教育の課題を果たすことでもあるのである。

1.5 「移行」の意識化と哲学の役割
1.4節において、ウィニコットとノディングズに依拠して、学校が基本的信頼の育成という課題を継

続的に担っていく必要があり、そのことが市民性教育の基盤となるということをみてきた。本章では、
この課題をになうためには、学校での教育がどのような条件を満たすべきかを検討するとともに（1.5.1

項）、そのことが教育内容にどのような変貌を迫ることになるのかの方向性を考察する（1.5.2項）。その
上で、市民性教育において哲学が果たすことのできる役割を析出することにする（1.5.3項）。

1.5.1 学校におけるケア

ウィニコットの分析によれば、基本的信頼の形成においては、自己と環境との協働という「奇蹟」が
成就するのでなくてはならなかった。そのためには、まず、子どもが「ためらい」を乗り越えて、何ら
かの行為を行うことが必要となる。したがって、まず第一に、教室はその行為を、いかなるものであれ、
何らかの仕方で受容するような空間でなくてはならない。子どもの「存在（＝自発性）」がまずもって
承認されねばならない。もちろん、教師はその行為に「意味」を与える試みを行うが、その「意味」が、
子どもの自発性とうまく咬み合うのでなければ、「意味」を与えることは失敗に終わる。あまりにも理解
しようとしすぎたり、あまりにも「意味」を強調しすぎるとき、子どもは、自ら創造する自発性を断念
して、教師の提示する「意味」の世界に空疎な仕方で適応してしまう。だとすれば、教室は意味づけに

20Gilligan, D. In a Di�erent Voice: Psychological Theory and Women's Development, 1982 （岩男寿美子監訳『もうひ
とつの声』（川島書店）1986）



20 第 1章 再帰的近代のアポリアと市民性教育の課題

おいては柔軟でなくてはならず、むしろ、「無意味さ」すら楽しみ、リラックスできるような空間でなく
てはならない。子どもの内在的学びを促進するために、教師は子どもの「ためらいがちな行為」に柔軟
な仕方で応えることで、さらなる行為を引き出さねばならない。
だからといって、教師による意味の提示が不必要となるわけではなく、むしろ、生徒が「意味」を発

見する契機として機能するのでなくてはならない。その意味では子どもに対応した創造的な提案が行わ
れねばならない。これが第二の条件となる。出来合いの「意味」から離れつつも、様々な可能性が提示
されることによって、子どもが「意味」を発見し直すことが可能となる。
とはいえ、それは一直線に実現されるようなものではないし、また、そうであってはならなかった。む

しろ、この発見は試行錯誤の中で期せずして成就するようなものでなくてはならない。ノディングズは
このような配慮を継続的に提供することが学校の第一の任務であるとする。「学校は多くの目的を振り返
り、追求し続けるべきではあるが、その第一の指導目的は、継続性とケアリングの風土を確立し維持し
ていくことでなければならない」(Noddings 126)。継続性をもってケアが提供されるような環境のみが
再帰性への耐性を養うことができるのであり、それが第三の条件となる。「世界はつながり、壊れない」
という継続性の意識は形而上学的な「想定」でしかないが、世界の可能性の条件をなしているのである。

1.5.2 「移行」とその意識化

以上のような条件を満たそうとするとき、そのことは教育内容にどのような変貌を迫ることになるで
あろうか。ここにおいて、この問題を詳細に論ずることはできないが、少なくともその方向性は検討し
ておくことにしたい。
まず、個別的な知識を教えるだけでは不十分になる。例えば、ノディングズは身体のケアというテー

マを取り上げている。このテーマについてはこれまでは保健、家庭、体育などがそれぞれの観点から取
り扱ってきたが、このテーマを生活の中で考えるとなると、さらに、娯楽、チーム活動、時間管理、家
事、自然観察、通学、安全といったことなども関わってくる。これまで教科の観点から教えられてきた
知識やスキルの意味については様々な議論がありうるにしても、それぞれが生活とどのように関連して
いるのかという観点から統合しなおすことが必要だというのである (Noddings 144f.)。また、薬物、性、
ファッションといった問題はこれらの教科よりはむしろ道徳として論じられてきたが、道徳として論じ
る限り、子どもたちは偽りの適応をするしかなくなる。なぜなら、道徳においては、これらの問題の背
景にある仲間との関係や事情について語る余地がほとんどないからである。むしろ、「友達との関係と
仲間集団の中の自分の位置を維持し、なおかつノーと、どうしたら言えるだろうか。この重要で複雑な
技能を学ばなければならない」(Noddings 108)。これらのノディングズの指摘から、知的能力の発達に
とっても、ケアという観点からのアプローチが重要な役割を果たすにもかかわらず、そのような取り組
みが十分になされてきたとはいえない現状を読み取ることができる。
このように個々の知識を生活へとつなげていくという課題に対処するためには、一方において、知識

を生活経験に根付かせつつも、同時に他方において、そのようにしてえられた知識から生活へとフィー
ドバックさせるという作業を反復することが必要となる。このような反復は、知識と生活経験との分裂
があるが故に、単なる知的理解に終始してしまうか、知識を活用することなく狭い生活経験に閉じこもっ
てしまい、いずれにしても「局所解」にとどまってしまっているような問題について、総合的な視点か
らアプローチすることを可能にする。これが、知に対する信頼と懐疑の調停という市民性教育の第一の
課題に対する対処となる。
さらに、教育内容は関係性のあり方を主題化するものとならねばならない。以上において触れたよう

に、ノディングズは他者のケアのモデルとなる「内輪でのケア」について学校教育はほとんど寄与して
こなかったと指摘している。なるほど、学校は家族、友人、社会についても教えてきたが、子どもたちは
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その内容を理念的なものとして受け止め、別の論理にもとづいて動いている現実の家族関係や友人関係
に適応するということがしばしばみられる。ここにおいても、生活経験と知識との媒介をケアする必要
がある。しかも、それはケア的な関係の中で遂行されねばならない。まず、よそ空々しい関係の中でケ
ア的な関係について教えることは、そこで語られることが内容空疎なものでしかないことを含意し、遂
行矛盾に陥ってしまうであろう。また、人間関係について生活経験と知識とを媒介するということを教
室において具体的に経験することは、見知らぬ他者や社会での交渉関係といったその他の関係を考える
際に具体的なモデルとして機能することができる。このような具体的な体験の欠如が身近な関係性と社
会関係との分裂状況をまねいている。近代的市民の育成を行うという目標のもとで、学校教育が実質的
に行ってきたのは社会に関する知識を教えることであった。なるほど、それは効率のよい教育であった
かもしれない。しかし、メルッチによる指摘をまつまでもなく、現実の社会はその機能に還元されえな
い21。なるほど機能はは常に意識され、かつ、無視しえないものとして効果をもつかもしれないが、社
会を動かす原理の一部でしかないため、社会に関する知識には限界があることになる。むしろ、多様な
関係性のあり方の相互作用を見通した上で、社会のあり方を見直してみる必要がある。この観点からす
れば、学校を目的遂行的集団としてのみ規定してしまうことは、集団を動かすケアの側面を疎外し、そ
の機能を制限してしまうことになる。集団としてのパフォーマンスを向上させるためには、ケアの側面
を意識化させる必要があり、まず教室がその範例となるのでなくてはならない。これが関係性のアポリ
アに対する対処となる。
とはいえ、学校がケア的な共同体となるだけでは十分ではない。それは丁度、家庭で基本的信頼を育

成するだけでは十分ではなくなったのと同様である。子どもはいつまでもケアされ続けるわけではなく、
新たな環境の中でも相互にケアしあうことが自らできるようにならねばならないからである。ケアされ
るだけではなく、ケアすることができるようになる必要がある。多くの場合、「移行」は無意識のうちに
遂行されるが、それは必ずしも新しい状況の中での「移行」につながっていかない。むしろ、この「移
行」が、どのようにして成就し、そのためにはどのようなことが必要であったのかが意識化されねばな
らない。ということは、単に、移行をたやすくするために、教え方やその内容を工夫するということだ
けではなく、積極的に教える内容自身が移行のあり方それ自身を主題化することで、子どもたち自身に
移行そのものを意識化させるのでなくてはならない。自己が環境との交わりの中で何かを学び、成長し
ていくプロセスそのものを意識化し、それを継続できるようにすることが重要な課題となる。もちろん、
そのような課題は様々な局面で果たされうるし、そうでなくてはならない。そのことによって、生徒の
側も、自己、知識、関係性のあり方の相互連関について意識し、現実社会の中で求められる再帰性との
付き合い方を実践できるようになっていく。これが再帰性に対応できる字の形成という課題に対する対
処となる。

1.5.3 哲学の役割

近代はリスクを軽減するための制度を整備してきた。それは、一方において、困難な選択に直面する
ことを免除してきたが、他方において、「経験の隔離」をももたらした。自ら状況を見廻し、考えること
から撤退し、選択を専門家や周囲の人々の考えに委ねてしまうという問題をひきおこしたのである。こ
のような問題から市民性教育が要請されていたが、以上の考察の中で、再帰的自己（困難に直面しても、
自閉するのではなく、状況や他者に関わる中で自己形成を遂行する自己）を育成することで、再帰的共
同性を構築していくことが市民性教育の課題として浮上してきた。
市民性教育がこのような課題をになっているとすれば、その中で哲学もまたひとつの役割を果たすこ

とができる。というのも、哲学は再帰性を主題化して扱ってきたからである。例えば、ハイデガーは、
21Melucci, Alberto, Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society, 1989

（アルベルト・メルッチ『現在に生きる遊牧民』（岩波書店）1997）
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哲学とは「土着性 (Bodenständigkeit)」へと還帰することであるとしているが、それは日常的な見方を
成立させているような諸脈絡へと目を配ることである。このような還帰は、一方において、日常的な経
験の見直しである。しかし他方において、土着性への還帰は日常性からの離反ではない。むしろ、諸脈
絡へと巻き込まれていることによって、様々な要求が発生し、新たな見方が形成されるのであるから、
私たちは「土着性」によって支えられてもいるということの発見でもある。ここにおいて、（吟味や批判
を前提とする）創造性と基本的信頼は相反的なものではなくなる。
このような着想は市民性教育にひとつの寄与をなしうる。まず第一に、状況と日常性とを往還するよ

うな自己の再帰性のあり方のモデルを提供することで、そのような生き方が可能であることを自覚させ
る。そして第二に、このような往還を遂行することは再帰性への耐性を養うと同時に、再帰性への旅へ
と誘い、創造と信頼を可能とする。ここにおいて、再帰的近代における哲学の独特な役割が浮かび上がっ
てくることになる。かくして、哲学の発想がこの課題をどのようにして具体化するのかを検討すること
が次の課題となる 。
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第１章において見たように、現在、様々な地域で市民性の教育の必要性が叫ばれ、それが
実践に移されている。その背景には、グローバル化の進行による、社会制度、人間関係、自
己のあり方の流動化がある。流動化に対応することの困難は社会的な営みからの「撤退」現
象をひきおこし、そのことが社会問題となっている。この問題を解決する鍵は、基本的信頼
と試行錯誤との間の「よい循環関係」を形成することにあり、それこそが市民性教育の中核
となる。このような課題に取り組もうとするとき、教育内容もまた変貌することを迫られる。
まず、知識を生活経験に根付かせつつも、そのようにしてえられた知識から生活へとフィー
ドバックさせるという試行錯誤のプロセスそのものを主題化することが必要となる。そして、
それと同時にそのような方法論を自覚化させ、子どもたちが自ら意識的に遂行できるように
するのでなくてはならない。第１章においては、市民性教育を以上のような文脈の中で捉え
直し、再帰性のあり方を主題的に取り扱ってきた哲学を体験させることが市民性教育の基盤
としての役割を担いうることを示した。とはいえ、基本的信頼を育成し、再帰性に耐える自
己を養うために哲学を用いる活動は、学校教育に限定しなければ、様々な仕方で行われてき
た。本章の課題は、これらの哲学的活動を「市民性教育」という観点から相互に比較・検討
することを通して、「市民性教育としての哲学」がどのような条件を満たす必要があるのか
を考察することである1。

2.1 哲学の発想を用いたカウンセリング的実践
再帰性の問題に直面した人々に対応する役割は様々な組織、制度が担ってきた。家族や共同体は日常

的にその役割を果たし、イニシエーションという制度は「移行」をたやすくするために工夫されたもの
であった。だが、現代ではこの課題は心理学的なものとして把握されたため、その役割を担うとされて
いるのがカウンセリングである。例えば、ギデンズは「セラピーは自己の再帰的プロジェクトに深く埋
め込まれた専門家システムである。それはモダニティの再帰性にと伴う現象なのだ」と述べている2。そ
の中には、積極的に哲学の手法を取り入れているものが見られる。例えば、ビンスワンガーなどは、フ
ロイトに始まる精神分析の流れの中で現象学を受容したが、これは分析の前提となる見方を哲学から受
け継ぐものであり、治療の中で哲学が積極的な役割を果たすものとはいえない。これに対して、理性感
情行動療法（理性行動療法）は、形而上学的な精神分析の想定を退けつつも、哲学の論理性に健全化の
根拠を求めた。それによれば、人は逆境（帰結を引き起こす出来事 Activating Event、略してＡと呼ば
れる）に直面して、否定的な感情に囚われ望ましくない行動（これはＡの帰結 (Consequence)としてＣ
と呼ばれる）をとってしまうことがある。しかし、そのような行動を選択する背景には一連の推論過程
がある（これは信念 (Belief)としてＢと呼ばれる）。とはいえ、このような推論は望ましくない帰結をも
たらすという点で適切なものとはいえない（非理性的ビリーフ (irational Belief)ｉＢと呼ばれる）。そ

1本章は、森秀樹「哲学的活動による基本的信頼の育成の実践と課題�グローバル化時代の市民性教育としての「子どもの
ための哲学」（２）�」社会科学研究会編『社会系諸科学の探究』（法律文化社）pp. 74-88に基づく。

2アンソニー・ギデンズ『モダニティと自己アイデンティティ』、2005、203頁。
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こで、この推論過程を論理的な思考によって論破する（DisputingのＤと呼ばれる）ことが必要になる。
多くの場合は、一見論理的だが、局所的であったり、飛躍のある推論を、より全体的な推論やより緻密
な推論によって批判するというやり方がとられる。このような論破によって、新しい考え方（E�ective

new philosophy, emotion, behaviorのＥと呼ばれる）に基づいて望ましい帰結をもつことができるよう
になると考えられる。理性感情行動療法においては、論理的思考の実践の部分で哲学的な対話が用いら
れている。
市民性教育はある種の生き方の態度変更を求めるものであるが、以上のように推論過程を論理的に吟

味する手法は、日常的な生活様式の問題を自覚化し、それを見直すためには、有益であると考えられる3。
理性感情行動療法は、実際のカウンセリングの経験から様々な非理性的ビリーフのリストを形成し、そ
れに対する論破のパターンを蓄積している。例えば、エリスは「私（自我）は、重要な試みは絶対にう
まくやらなければいけない。そしてそれによって他者から認められなければいけない。もし私がその重
要な試みに失敗したら、私は不適切な無意味な人間だ」という失敗に対する不安を挙げている4。再帰的
近代においては、社会制度が流動化し、行為の帰結の責任を個人に負わせる傾向が強まるため、このよ
うな不安が広まっている。もちろん、失敗したからといって、ただちに自分を無意味であると見なす信
念は不合理である。しかし、そう考えても、不安を消すことができるとは限らず、かえって、このよう
な不安をもってしまう自分のことを不適切な人間であり、他者からの承認をえられないと考えるように
なってしまうという二次的な障害に陥りかねない5。エリスは、このような不安に対しては、むしろ完璧
主義者であれねばならないという信念こそが不合理であることに注目すべきだとしている。このような
思考法は、葛藤解決や共同体への参画といった市民性教育の課題を考える際の手がかりになる。ただし、
理性感動行動療法のパターンはカウンセリングの文脈で登場する心理学的な問題に限定されており、市
民性教育としては限界があるが、リストと考え方のパターンの蓄積という着想は重要である。また、カ
ウンセリングにおいては問題が心理学的なものとしてとらえられ6、それに対する対処も個人の問題に
還元されてしまう傾向がある7。実際、理性感情行動療法において吟味の対象となるのは個人の信念であ
り、個人を変えることによって状況に適応させようとする。したがって、信念が変化しようがない場合
や、むしろ、状況を変えるべきだと考えられるような場合には、限界があることになる。これに対して、
市民性教育は社会への参加によって、社会の変革を選択肢として考える点が異なる。
精神分析やカウンセリングは通常治療に重点をおくものであり、対話による予防効果には二次的な価

値しかおいていない。これに対して、哲学的対話を積極的に行うことで、カウンセリングを行うことが

3「理性感情行動療法」が用いるのは、一面的には正しいが、全面的に正しいとは限らないような信念を吟味することであ
る。例えば、成功することは望ましい。だからといって、成功せねばならないとか、失敗すれば全くダメだというわけではな
い。成功と失敗の間には様々な段階があるし、また、成功の尺度もまた絶対的というわけではない。この問題は一般的にはカ
テゴリーの使用の問題である。カテゴリーは、基盤となる体験に基づくが、それが一般化されるときに、体験の想定していな
かったようなメタバシスを行ってしまう。このことを具体的に吟味できることが重要なのである。

4アルバート・エリス『ブリーフ・セラピー』、2000、50頁。
5エリスは「私はいつでも最低限 10ドル持っていなくてはならない。やった、15ドル持っている。でも、６ドル使ってしま

うかもしれない。６ドル落としてしまうかもしれない。盗まれてしまうかもしれない」という事例を挙げており、これは流動
化した社会における不安の特徴を良く捉えている。エリスはこのような不安に対して、「いまの例は、世界中の誰にでも当ては
まります�そしてそれは、彼らの地位、人種、年齢、性別、金持ちか貧乏かなど関係なく�誰でもが、どんなものに対する、
どんな欲求、どんな目標、どんな好みであってもそれを「ねばならない」、「べき」などに変えることは惨めなことであり、そ
の人はまず自分が持っていないものを手に入れねばならないと考え、そしてそれを持っているとき、彼は不安になるのです�
いつでもそれを失う可能性がありますからね」（前掲書 247頁）と述べている。

6このような問題に対処するために、エリスはワークショップも行った（前掲書 122頁参照）。それは、問題を過大視しない
こと、問題の共有化、問題の客観視、問題に対する対処法を考える訓練につながるものであった。

7「たしかに多くの場合、精神療法の診療所がその役割を担っているが、こうした機能が精神療法の診療所に課せられるべき
ものかどうか定かではない。相談者の悩みの原因が個人の心にあるならば、精神療法士のところに行くのはごく当然だ。しか
し、そうでない場合は？……私は疑問に思う、精神療法士が介入することにいかなる正当性があるのだろうか、そこを訪れる人
の危機感が、欠陥に満ちた全般的状況に起因するときには。もし誰かが介入しなければならないとしたら、それはむしろ……
哲学者なのではないだろうか？」（マルク・ソーテ『ソクラテスのカフェ』10頁）。
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できるとする立場も存在し、一般に、哲学カウンセリングと称されている8。哲学カウンセリングは、哲
学的対話を行うことで、信頼関係を形成しつつ、価値パターンの移行を援助しようとする。ラービは哲
学カウンセリングのプロセスとして四段階を指摘している9 。まず第一の「自由浮遊」の段階では現在抱
えている問題を提出し、記述することが課題となる。ここではカウンセラーは批判はもちろん、指示す
ら出すことを控え、クライエントに積極的に語ることを求める。とはいえ、多くの場合、何が問題なの
かは当初は自明ではなく、カウンセラーの励ましや傾聴が必要となる10。第二に「当面する問題の解決」
という段階は、クライエントの観念が提示されつくしたところで、観念相互の関連を問うものである。
観念は部分的なつながりに左右されやすいので、それをつなぎあわせて、広い視野でみることが吟味と
再構築につながる。何かが出来上がっていくという期待感が何かを壊しているという不安を乗り越える
ことが必要となる。そして、第三に「意図的行為としての教育」が続く。哲学カウンセリングは、個別
の問題の解決だけではなく、自律的な考える力を身に付けさせることをも重視する11。第四に、「超越」
の段階が想定されている。それは個人的事情を乗り越えて、立場を異にする人々ですらも分かち持つこ
とができるような水準で考えることができるようになることである。これができれば、立場の相違を見
てもたじろぐ必要が無くなる。ラービはこれを「予防的先取的要素」とも述べている12。ここに、通常
のカウンセリングとは異なる哲学カウンセリングの特徴を認めることができる。
なるほど、哲学カウンセリングもまた「クライエント中心」を旨とするため、教育が必ずしも中心で

はない。しかし、受刑者への社会復帰支援、依存に対する支援において用いられることもあり、そこで
の目的とされる、合理的思考、批判的思考、感情表現、コミュニケーション・スキル、自尊感情といっ
たものは市民性教育の目的と合致している。さらに、哲学カウンセリングは「自分自身を変えて、より
深い、より豊かな、より良い、より意味のある生活を送りたい」という希望に応えようとするものであ
り（ラービ前掲書 60頁）、意欲や人格の形成に寄与することができる13。この点において、市民性教育
にとって哲学カウンセリングの手法は参考にすべきものである。その中心にあるのが、四段階のプロセ
スであり、それは考え方の「移行」の普遍的な形式を表している。第一段階の「自由浮遊」は、自分の
身近な問題から出発しつつも、同時に、そこで通り過ぎてしまっているようなものに注目することを意
味し、第二段階の「当面する問題の解決」と合わせて、考え方の枠組みを再編集する役割を果たす。第
三段階の「意図的行為としての教育」は、対話の予防効果や教育効果に注目する。対話の中で、参加者
は、将来に出合う問題に対してどう考えればいいのか、そもそも、自分でどのように考えればいいのか
を身につけるというのである。対話のもつこのような教育効果に注目することが、市民性教育にとって
重要となる。とはいえ、この課題を具体的にどのように遂行するのかについては明確ではなく、カウン
セラーの経験に委ねられているため、手法を蓄積していく必要がある。第四段階の「超越」もまた個人
的な体験に基づきながらも、それを普遍的な次元で考え、それを他者と分かちあうことができるように

8それは必ずしも統一された活動ではなく、同一の名称のもとでの多様な活動を含んでいるが、ここでは、それらを比較検
討し、その概念を明瞭化しているラービの見解に依拠することにする。ラービによれば、様々な考え方をされている哲学カウ
ンセリングであるが、「クライエントの自信と自立性の発達形成」を目的とする点では広い一致が見られる（ピーター・ラービ
『哲学カウンセリング』2006, p.62参照）。

9ラービ前掲書 180頁以下参照。ただし、これらの四段階は決して明瞭に区別されるわけではなく、むしろ、これらは同時
並行的に発生する。それぞれの段階を区別し、それぞれの課題を方向づけていくことがカウンセラーの仕事となる。

10この段階においては、クライエントとの信頼関係を形成し、その上で、クライエント自身が自らを記述しはじめることが
課題となる。

11理性感情行動療法は論破という技法を用いるため、クライエント自身がそれを他の問題にも適用できるようになる傾向が
高い。その意味では、「教育」的効果への意識が見られる。例えば、セルフヘルプのための教材や他人に教えること、予防的使
用などを強調している（エリス前掲書 264,270,309頁参照）。

12「第四段階においてクライエントへの援助は、当面する問題の解決という「現実の普通の」作業を越え出て、自分のパラ
ダイムや世界観に固有の諸仮定や価値観を問題にし、世界と自分自身について、おそらくクライエントがこれまで見ていたの
と較べれば、はるかに遠く、そしてはるかに広く見渡すことのできる知恵を手に入れるように援助することとなる」（ラービ前
掲書 314頁）。

13中でも、アッヘンバッハは「学ぶことができ、しかも喜んで学ぶことができる」ようにすることを目標としている（ラー
ビ前掲書 51頁参照）。
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なることという市民性教育においても不可欠な観点を提示している。これらの段階は、教室における対
話においても、遂行可能である。
いずれにしても、カウンセリングは通常、専門家とクライエントが一対一で行うものであるため、問

題やそれに対する対処はクライエントという個人の問題に還元されてしまう傾向がある。これに対して、
グループ・エンカウンターは、特別な問題を抱えているわけではない人々が参加して、各自の成長と対
人関係の改善を目ざすものである。日本では構成的グループエンカウンター（SGE）としてよく知られ
ている。SGEは心理学者のカール・ロジャースが創始したもともとのベーシック・エンカウンターと、
ウィリアム・シュッツを中心とするエスリン研究所におけるオープン・エンカウンターをもとにしてお
り、カウンセリングの理論を背景としている。SGEの原理は１）エクササイズをとおして、２）本音に
気づき、３）それを分かち合うことであり、このような「ふれあい」と「自他発見」によって、感情・
思考・行動へのとらわれからの脱却という「行動変容」が起こるとされる。そして、そのことによって、
集団の凝集性や規範意識が高まるとされる。「構成的」とは「枠を与える」ことであるとされるが、その
目的は、１）枠の限定により、心的外傷を防ぐ、２）コミュニケーション能力の育成、３）ルール意識
の確立、４）対象の状態に合わせることであるとされる。このような目的に現れているように、SGEは
現代社会における「自己疎外」（孤独や無力感）に対処しようとするものであり、準カウンセリング、予
防的カウンセリングといった傾向をもっている。 SGEは一般的に１）インストラクション（活動の具体
的なイメージをもたせる）、２）エクササイズ（自己理解、他者理解、自己受容、自己表現・自己主張、
感受性の促進、信頼体験）、３）シェアリング（エクササイズの際に体験したことの共有化）というプロ
セスで遂行され、場合によって、４）介入（活動への参加が困難であったり、逸脱や心的外傷のおそれ
があるときには、リーダーが、参加者への促しと褒賞や軌道修正によって、活動に介入する）を伴う。
このように、SGEは、グループダイナミックスについての研究に依拠して、集団での活動を遂行する

ための基本的な手法を整備している。まず、カリキュラムについて、１）参加の度合いを限定されたも
のからより全面的なものにしていく、２）リレーションを徐々に形成する、３）ゆさぶりの浅いものか
ら深いものへと配列する、４）内容的には、リレーションづくりに関わる内容 (oneness)やふれあいの
促進に関わる内容 (weness)から、自己理解に関わる内容 (Iness)へと配列するという風に配列順序を配
慮すべきであるとされるが、このことは集団での活動を遂行するものとして市民性教育にとっても参考
になるものである。また、具体的にどういう場面で介入し、どのように軌道修正するのかという手法の
蓄積が行われており、この点についても注目する必要がある。
ただし、SGEが明示的に取り扱っている内容は限定的である。まず、自分に気づくという課題は、重

要ではあるが、環境の中で自己が抑圧されているという発想にもとづくものであり、取り扱う問題領域
を制約することになる。それにともなって、学校などで行うことを想定したスペシフィック SGEも「居
場所づくり」「心の教育」「生きる力」「ガイダンス機能の充実」といった課題に集中している。そして、
「分かち合い」も基本的に感じ方の自己開示であり、他者理解であるとされる。また、方法論の内在化と
いう観点はあまり見られない。したがって、市民性教育に用いる場合には、個人の心の問題としてのみ
ではなく、社会的な相互作用の中で形成される概念の問題として捉え直していく必要がある。

2.2 「対話」の実践
カウンセリングという文脈においてではないが、哲学的対話を日常的な生活の一部としてとらえる実

践も見られる。その一例として「実践的哲学 (praktische Philosophie)」がある。これは、ドイツの哲学
者レオナルト・ネルソンが「ソクラテス的対話」を社会や政治に応用しようとした活動に端を発するも
ので、哲学カウンセリングにも影響を及ぼしたが、これとは異なりグループでの対話を主眼とし、教育
の分野にも応用されている。「ソクラテス的対話」は以下のような手順で進む。まず、参加者による問題
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設定が行われる。ただし、問題はできるかぎり、自分の体験に根ざすものであり、具体的な問題でなく
てはならない。その上で、その問題について議論が行われるが、その際、１）参加者は権威を引き合い
に出すのではなく、自分の考えを述べねばならない、２）各々の発言の論拠を吟味するとともに、相手
を納得させるように主張することが必要である。そして、対話においては速やかな結果よりも、参加者
の間の納得が重視される。
「ソクラテス的対話」は、ある疑問から出発しながらも、具体的な体験に根ざす事例に遡りつつ、そ
の疑問に関わる論拠を吟味することで、当初の疑問やそれに関わる主張の普遍妥当性を検討する。その
特徴としては、１）具体的な事例に依拠することで、抽象的概念ではしばしば見失われてしまうような
相互連関を生き生きと保持することで、２）普段は吟味しないような前提を自覚化すること、３）しか
も、それを対話として遂行することで、他者の目を利用するとともに、自分を支えるためにも利用して
いることが挙げられる。
「ソクラテス的対話」は教育やセラピーを第一目的としてはいないが、対話によって考えが吟味され
るプロセスは教育そのものであり、かつ、集団での相互に聴き合う関係は自他の尊重につながる。さら
に、そこでの関係性は民主主義の体験そのものであり、その意味で市民性教育に寄与しうる。また、プ
ラトンのアカデメイアにおいて幾何学が重視されていたのと同様に、「ソクラテス的対話」は認識論、倫
理学の問題だけではなく、数学の問題をも取り上げる。これは一見すると奇異な印象を与えるが、数学
のように前提や具体例が自明になり、納得が得やすい問題、感情的になることの少ない問題を取り扱う
ことで、「対話」の流れを経験するという教育的効果がある。これらの点は「子どものための哲学」に対
しても示唆的である。
「ソクラテス的対話」とは独立した流れであるが、哲学的対話を教育に導入しようとした活動として

P4C(Philosophy for children)がある14。この活動は、アメリカの哲学者、マシュー・リップマンやギャ
レット・マシューズによる子どもとの哲学的対話に端を発するものである。リップマンを中心とする「子
どもの哲学研究所 (Institute for the Advancement of Philosophy for Children)」はそのカリキュラムを
整備し、幼稚園から中学校で使用するための教科書とマニュアルを作成した。その内容は、論理、言語、
推論、思考、自然、倫理、社会といった幅広い領域をカバーしている。
マシューズは、子どもたちの抱く疑問がしばしば哲学的な問いであり、偉大な哲学者たちの問いに対

応するものであることを発見し、哲学を高度に知的なものとして子どもを排除してきた発想を問い直し
た。哲学的な問いは子どもたちが自然に抱くものであるにもかかわらず、それについてきちんとした対
応を受けることがないのみならず、学校では「答えようのないもの」としてむしろ抑圧され、「役に立
つ」質問に適応するようになってしまうというのである。そこで、マシューズは子どもたちと哲学的対
話を遂行するという試みに着手した。その際、彼は物語を利用するという手法を採用した15。この手法
はリップマンにも共通しており、上述の教科書は一連の物語からなり、マニュアルはそこで考えられる

14これも「子どものための哲学」と訳することができるが、特定の立場を表すものであることを明確にするためにここでは
Ｐ４Ｃという略号を用いることにする。

15マシューズが例としてあげている物語は事例として興味深いものである。「フレディという子どもが古い船を出帆させると
しよう。その船の材料の板は古くなったので、八五パーセントが取り替えられている。その船に乗ってフレディは「僕はとっ
ても古い帆船のデッキに立っているんだ」と誇らしげに言う。すると、彼のお姉さんがそれを聴いて、得意がるフレディをへ
こまそうとする。「八五パーセントの板が新しくされたんだったら、その船はもう古くなんかないわ。何が『とっても古い帆
船』よ！」（マシューズ『哲学と子ども』6頁）。一方で、素材はどんどん更新されていくが、他方で、船というアイデンティ
ティは持続していく。同様のことは川や人間にも当てはまる。この世のものは流動的なものであるが、カテゴリーが適用され
ると理念的なものとして持続することになる。この両者の齟齬が哲学的な問いを呼び覚ます。すでに古代ギリシアにおいてヘ
ラクレイトスは「同じ川に入ることはできない」と述べていた。この問題はアリストテレスによる問題意識に受け継がれ、移
行という現象についての考察を導く。また、この物語はおそらくはノイラートの船という哲学者にはよく知られたたとえ話を
念頭においたものであろう（ノイラートはウィーン学派の代表的哲学者であり、マシューズの師であるクワインはウィーン学
派から大きな影響を受けている）。このたとえ話は私たちの概念体系は全面的な改訂をすることはできず、選好する概念体系
の材料を利用しつつ、部分的な改訂を重ねていくしかないということを物語るものである。この点で、再帰性を主題化するも
のである。
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哲学的問いについて示唆するものとなっている。
代表的な進行は以下のとおりである。まず、探求の素材を含んだ物語を読む。そして、子どもがその

中から考えてみたいと思った問題を提出する。子どもたちはお互いにその問題に関わる前提、概念、根
拠について討議し合い、信念、感情、価値を練り上げていく。この作業が「探求の共同体 (community

of inquiry)」と呼ばれ、P4Cの核心をなすものである。すなわち、探求は個人的作業ではなく、他者と
の相互関係の中で行われる。自分の考えを定式化して、表明するとともに、他者の考えを傾聴しなくて
はならない。そして、相互の考えを吟味師合う中で、お互いの限界を超えていくような考えを形成して
いく。このような協働の活動は自然な社会性を形成するものである。とはいえ、最初の間は子どもたち
だけで探求を遂行するのが困難なため、ファシリテーターが必要となる。ファシリテーターは「探求の
共同体」の一員として探求の行うべき活動のモデルとなり、子どもたち自身の活動を誘発する。この点
で、知識そのものを教える教師というよりも年長の仲間としての役割を果たす。このような発想は伝統
的な教授法に対するオルタナティブを提案するものである16。
マシューズは子どもが段階的な発達を遂げるという理論に対して批判的である。もちろん、それは子

どもが最初から成熟した存在であるということを意味しているわけではない。むしろ、「個体発生は系統
発生を繰り返す」。つまり、子どもの抱く哲学的疑問はそのときの状況に合わせた仕方で立てられるが、
それはそれで完了するわけではなく、その都度の状況の中で改めて取り上げ直され、より深められると
いうのである。このようにして、世界との関わりは徐々に充実したものとなっていく。このプロセスは
その都度の状況に適切なだけ進む（だけしか進まない）。そのため、大人であっても、状況を越えたよ
うな普遍化には対応できないし、逆に、子どもの中に普遍化の萌芽を見出すことは常に可能である。ま
さに、「移行」が重要なのである。この点において、段階的発達の理論は、プロセスをある様相において
切断し、静止像を与えるという理論化には寄与するが、その動態を記述するには失敗していることにな
る。一方において、このような着想は知識とは習得すればすむものであり、だとすれば、教育はそれを
効率よく注入することであるという近代的な発想（動態を無視した段階的発達の理論や固定的概念に基
づく）を問いに付すものである。そして、他方において、しばしば意識されないこのプロセスを自覚化
することは、様々な再帰性について安定したイメージを持たせることに寄与する。
一般論として、P4Cは形式でしかなく、その具体的な方向性が示されているのはテキストの内容にお

いてである。しかし、市民性教育が求めるのは、哲学一般ではない。形式の点では参考になるが、内容
を精選する必要がある。最初の教科書は論理的な問題に中心を置いており、「市民性教育」に深くかかわ
る社会的な問題が登場するのは、中学生を対象とする最後の巻『マーク』においてである。ただし、論
理的な問題は議論の仕方やそこで用いられる手法に慣れるための導入的なものとしてはやはり必要であ
り、両者の接続について配慮する必要がある。『マーク』は、教室を荒らすという事件の嫌疑をかけられ
た少年が、クラスメートや周囲の大人と社会や民主主義について議論しあう中で、社会問題の現実や、
対立と和解などを体験するという物語を提供し、そのマニュアルはその物語を契機として考えられる主
題や議論の例示を示している。例えば、自由、民主主義、正義、社会、経済といった普遍的で教科書的
な主題だけではなく、友だちとの和解、青少年の社会的逸脱といった生徒にとって身近だが、教科書的
には取り扱いにくい話題、さらに、自己を関係性の編み目ととらえる現代思想的な内容も含まれている。
これらのリストは市民性教育にとって参考となるものである。ただし、この物語は、アメリカ合衆国の
社会を前提としたものであり、そのことが物語の進行やその内容を規定しているため、この教科書をそ
のまま使用することは困難である17。だとすれば、マニュアルで挙げられた主題のリストを参照しなが

16 P4Cは、知の権威である教師が、議論の余地のない事実を無知な受け手である生徒に分け与えるという「伝統的な教授
法」（ラービ前掲書 365頁）に反対して、「ソクラテス的・弁証法的方法」を試みる。それは、「探求の共同体」「参加者……が、
自分自身の考えを発展させ、お互いの考えを参考にできるようにし、自分がなぜそのような見方をするのかを探り、仮説を探
求し、自立して考え、そして、発見し、発明し、解釈し、批判することができる場」（ラービ前掲書 365頁）を形成すること
である。

17低学年で用いられる教科書は英語特有の論理に依拠する傾向が見られたり、高学年で用いられる教科書でも具体的な問題
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らも、独自な配列を検討しなおすことが必要となろう。その際、具体的な内容の検討をしつつ、同時に、
方法論の形成とが平行するようなやり方をとる必要がある。

2.3 哲学的諸活動の成果と課題
以上において哲学的活動の実践を概観してきたが、そこから、哲学的活動が市民性教育において一定

の役割を果たすことができることが分かる。まず第一に、人間はその都度の状況の中で自分の行動を意
味づけているが、哲学的活動はその意味づけのあり方を問い直す。しかも、それを具体的な仕方で遂行
しようとする。近代においては専門化が進み、体験よりも知識という仕方での適応が求められる。その
ため、意味づけが脆弱になり、空疎な適応になる傾向が見られる。哲学的活動は具体的な事例に依拠し
て考えることで、抽象的概念ではしばしば見失われてしまうような相互連関を生き生きと保持し、知を
充実したものとする。そのことは学び一般にとって重要なことであり、知識の蓄積にも寄与するもので
ある。第二に、哲学的活動は、対話という手法をとることによって、自分の考えを他者の視点にさらし
吟味する批判的思考のみならず、感情表現やコミュニケーション能力もまた育成することができる。こ
れらのスキルは市民性教育の目的と合致している。第三に、哲学的活動は、スキルの育成という理知的
な役割を果たすだけではなく、心理的な問題の解消に対しても寄与することができる。まず、理性感情
行動療法が指摘しているように、不合理な信念への固執が心理的な問題を引き起こすことがある。特に、
個人化が進行すると、このような傾向が強まるが、哲学的吟味は、そのような問題の解消に寄与し、自己
の不安感を低減させる役割を果たす。これと並行して、集団での相互に聴き合う関係は自他の尊重を促
し、社会性の育成に寄与する。さらに、以上のような仕方で根付いた思考を経験することは学びや生活
に対する意欲の育成につながる。第四に、理性感情行動療法、SGEは思考法や対処法のリストを集成し
ていた。このリストがパターンとして受け止められれば形骸化という危険をもたらすが、具体的な問題
を考える際の手がかりとして理解されるならば、各自が自分の仕方で考えるための方法を形成するきっ
かけとなることができる。哲学的活動には、議論の経験を蓄積することによって、将来に出合う問題に
対してどう考えればいいのか、そもそも、自分でどのように考えればいいのかを身につけることができ
るという教育的効果がある。同時に、しばしば意識されないこのプロセスを自覚化することは、様々な
再帰性について安定したイメージを持たせることにも寄与する。
しかしながら、従来の哲学的活動は「市民性教育」という観点からは限界もあった。第一に、カウン

セリングには、問題を心理学化してしまい、それに対する対処も個人の問題に還元してしまう傾向があ
るため、社会問題のように、むしろ、状況を変えるべきだと考えられるような場合には、限界がある。
市民性教育に用いる場合には、個人の心の問題としてのみではなく、社会的な相互作用の中で形成され
る概念の問題として捉え直していく必要がある。第二に、「ソクラテス的対話」は、具体的な問題から出
発したり、数学的問題を含めるといった教育的配慮を行ってはいるものの、具体的な議論に集中するた
めもあって、方法論の点で整理されているとはいえない。理性感情行動療法や SGEに見られるように手
法の蓄積や配列の工夫といった着想を取り入れていく必要がある。その点で、P4Cはテキストやマニュ
アルを整備しており、この点での工夫が見られるものの、その妥当性には吟味が必要であった。
哲学的諸活動を「市民性教育」という観点から相互に比較し、その成果と制約を検討することを通し

て、「子どものための哲学」を「市民性教育」として用いるために残された課題が明らかになってきた。
まず第一に、市民性教育の原理の転換が必要である。従来の公民教育は公民にとって必要な概念を教授
し、理解させるという仕方で行われてきたが、グローバル化の中でその概念が変容しつつある。また、
知識とは習得すればすむものであり、教育はそれを効率よく注入することであるという近代的な発想も
また揺らいでいる。むしろ、現代における市民と社会環境との具体的な絡み合いの中での両者の相互作

として取り上げられているのがアメリカにおける事例であり、そのままでは応用しにくい部分があるからである。
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用に注目することが必要となる。人間は概念の相互作用的構築を経験するなかで、その方法論を析出し、
身につけていっている。具体的な内容の検討をすることが、同時に、方法論の形成につながるのである。
だとすれば、現代社会における「移行」のモデルを提示する必要がある。もちろん、このモデルは、具
体的なものでなくてはならないが、同時に、考え方を提示するものとして「準超越論的なもの」でなく
てはならない。
第二に、問題のリストと考え方のパターンの蓄積を行い、方法論的な序列について工夫するとともに、

諸問題を適切な仕方で配列することが必要である。たとえば、近代的な学習の枠組みの中では、対話は
根付いたものになっておらず、入り口のところで躓くことにもなりかねない。したがって、「移行」の
モデルは、子どもがおかれた状況から出発して、その内在的論理に従って、徐々に求められる社会的活
動に至るという風に、個々の主題を配列し、カリキュラム化することが必要となる。その際、P4Cのマ
ニュアルなどで挙げられた主題のリストは参考になるが、むしろ、それをどのように配置するのかが課
題となる。ただし、その際、具体的な内容の検討をしつつも、それが同時に方法論の形成に寄与するこ
とを常に配慮する必要がある。
もちろん、哲学は市民性教育が必要とするすべてを提供することはできない。そもそも、哲学は、教

科において教えられる諸概念を日常生活と結びつけることや、その立場から概念を吟味しなおす作業で
あり、知識を提供する教科を前提としている。また、哲学は、政治やボランティアへの参加に先立って、
概念枠組みを構想することはできるが、行為そのものを提供することはできない。しかし、哲学は、再
帰性に対する耐性を養うとともに、再帰性を考える際のツールを提供することができる。このようにし
て、哲学は市民性の中心となる公共性への参加の前提条件を整備する役割を果たすことができる。



31

第3章 哲学的「移行」と新しい公共性

第３章の課題は、「市民性教育」の具体的なカリキュラムを考えるための準備として、現
代社会における「移行」がいかなるものであるのかを解明することである。まず、哲学の歴
史を振り返ることで、「移行」がどのように考えられてきたのかを考察する。このような「移
行」の概念は現代の哲学においても知のあり方の基本的な形態として再び注目を集めている
が、このことは、現代において発生している「知の再帰性」という事態に対応したものであ
り、市民性教育において主題化されるべき再帰性の概念のモデルを提起している。そして、
このような「移行」の概念は、知そのもののためにではなく、全体としての生のためのもの
として捉え直すことができる。すなわち、「知の再帰性」を経験することは「自己の再帰性」
に対応することにつながる。その上で、「移行」の概念に基づくとき、社会のあり方とはど
のようなものとして考えられるようになるのかを検討することにする。この社会像が「関係
性の再帰性」に対処するものであり、グローバル化した社会における「市民性教育」におい
て主題化されるべきものとなる1。

3.1 哲学の課題
第１章において、子どもたちに哲学することを教えること（「子どものための哲学」）を市民性教育の

一貫として活用するための準備として、市民性教育をとりまく問題を解きほぐし、その解決の方向性を
見出すことを試みた。後期近代にあっては、知、関係性、自己は再帰的なものとなることを要求される
が、そのような要求は様々なアポリアを引き起こし、適応困難を引き起こしている。この問題を解決す
る鍵は、基礎的信頼と試行錯誤との間の「よい循環関係」を形成することにあるが、それこそが市民性
教育の基盤となる。ウィニコットによれば、基礎的信頼を形成するためには、環境と自己の間の協働と
いう「奇蹟」が成就する経験を試行錯誤の中で積み重ねていくことが必要となる。そして、ノディング
ズは、いまや学校こそが、このような環境と自己の間の再帰的関係をケアする場所となるべきだと主張
している。このような課題に取り組もうとするとき、教育内容もまた変貌することを迫られる。まず、
知識を生活経験に根付かせつつも、そのようにしてえられた知識から生活へとフィードバックさせると
いう試行錯誤のプロセスそのものを主題化することが必要となる。そしてそれと同時に、そのような方
法論を自覚化させ、子どもたちが自ら意識的に遂行できるようにするのでなくてはならない。市民性教
育をこのようにとらえるならば、再帰性のあり方を主題的に取り扱ってきた哲学を体験させることは市
民性教育の基盤としての役割を果たすことができると考えられる。
実際、基本的信頼を育成し、再帰性に耐える自己を養うために哲学を用いる活動は、学校教育に限定

しなければ、様々な仕方で行われてきた。第２章は、これらの哲学的活動を「市民性教育」という観点
から検討し、以下のような点において蓄積があることを示した。まず第一に、哲学的活動は具体的な事
例に依拠して考えることで、抽象的概念ではしばしば見失われてしまうような相互連関を生き生きと保
持し、知を充実したものとする。第二に、哲学的活動は、対話という手法をとることによって、自分の

1本章は、森　秀樹「哲学的「移行」と「新しい公共性」�グローバル化時代の市民性教育としての「子どものための哲学」
（３）�」『兵庫教育大学研究紀要』第 36巻, 2010: pp.89-102に基づく 。
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考えを他者の視点にさらし吟味する批判的思考のみならず、感情表現やコミュニケーション能力もまた
育成することができる。第三に、哲学的活動は、スキルの育成という理知的な役割を果たすだけではな
く、心理的な問題の解消に対しても寄与することができる。第四に、哲学的活動には、議論の経験を蓄
積することによって、将来に出合う問題に対してどう考えればいいのか、そもそも、自分でどのように
考えていけばいいのかを身につけることができるという教育的効果がある。そして、しばしば意識され
ないこのプロセスを自覚化することは、様々な再帰性について安定したイメージを持たせることにも寄
与する。しかし、従来の哲学的活動は「市民性教育」という観点からみれば限界もあった。まず第一に、
哲学的活動に依拠するカウンセリングは、問題を心理学化してしまう傾向がある。市民性教育において
は、問題を社会的な相互作用の中で形成されたものとして捉え直す必要がある。そして第二に、哲学的
活動を目的とする諸実践は方法論の点で整理されているとはいえない。理性感情行動療法や SGEに見
られるように手法の蓄積や配列の工夫といった着想を取り入れていく必要がある。
哲学的諸活動を「市民性教育」という観点から相互に比較し、その成果と制約を検討することを通し

て、「子どものための哲学」を「市民性教育」として用いるために残された課題が明らかになってきた。
まず第一に、市民性教育の原理の転換が必要となる。従来の公民教育は公民にとって必要な概念を教授
し、理解させるという仕方で行われてきたが、グローバル化の中でその概念が変容しつつある。また、
知識とは習得すればすむものであり、教育はそれを効率よく注入することであるという近代的な発想も
また揺らいでいる。むしろ、現代における市民と社会環境との具体的な絡み合いの中での両者の相互作
用に注目することが必要となる。人間は概念の相互作用的構築を経験するなかで、その方法論を析出し、
身につけていっている。具体的な内容の検討をすることが、同時に、方法論の形成につながるのである。
すると、自己が環境との交わりの中で何かを学び、成長していくプロセスそのものを主題化し、可視化
することが重要な課題となる。これまで、このような「移行」は無意識のうちに遂行され、教師はそれを
自覚的に遂行させようとしていたにしても、それだけでは子どもたち自身はそれに無自覚なままであっ
た。むしろ、形式の点でも内容の点でもこの「移行」が自覚化されねばならない。「市民性教育」は、現
代社会における「移行」の具体的なモデルを提示し、それを経験させるものとなる必要がある。もちろ
ん、このモデルは、具体的なものでなくてはならないが、同時に、考え方の枠組みを提示しうるのでも
なくてはならず、その意味で「準超越論的なもの」でなくてはならない2。そして第二に、現代社会にお
ける「移行」という主題に即した問題のリストと考え方のパターンの蓄積を行い、方法論的な序列につ
いて工夫するとともに、諸問題を適切な仕方で配列することが必要となる。たとえば、近代的な学習の
枠組みの中では、対話は根付いたものになっておらず、入り口のところで躓くことにもなりかねない。
したがって、「移行」のモデルは、子どもがおかれた状況から出発して、その内在的論理に従って、徐々
に求められる社会的活動に至るという風に、個々の主題を配列し、カリキュラム化することが必要とな
る3。
第３章の課題は、「市民性教育」の具体的なカリキュラムを考えるための準備として、現代社会におけ

る「移行」がいかなるものであるのかを解明することである。まず、哲学の歴史を振り返ることで、「移
行」がどのように考えられてきたのかを考察する（3.2節）。このような「移行」の概念は現代の哲学に
おいても知のあり方の基本的な形態として再び注目を集めているが、このことは、現代において発生し
ている「知の再帰性」という事態に対応したものであり、市民性教育において主題化されるべき再帰性
の概念のモデルを提起している（3.3節）。そして、このような「移行」の概念は、知そのもののために
ではなく、全体としての生のためのものとして捉え直すことができる。すなわち、「知の再帰性」を経験

2カント以来、哲学の歴史において思考の枠組みは「超越論的なもの」と呼ばれてきたが、それはしばしば抽象的なもので
あり、直接、体験の対象とはなりにくいものであった。それに対して、ここで求められる考え方の枠組みは物語の中で提示さ
れうるような具体的なものでなくてはならない。このようなものを、シュライエルマッハーは「個別的普遍性」と表現したが、
ここではデリダにならって「準超越論的なもの」という名称を用いることにする。

3この課題については、稿を改めて論じることにする。
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することは「自己の再帰性」に対応することにつながるのである（3.4節）。その上で、「移行」の概念
に基づくとき、社会のあり方とはどのようなものとして考えられるようになるのかを検討することにす
る。この社会像が「関係性の再帰性」に対処するものであり、グローバル化した社会における「市民性
教育」において主題化されるべきものとなる（3.5節）。

3.2 哲学における「移行」
3.2節においては、市民性教育において主題化されるべき「再帰性」のあり方を明確にするための準

備として、哲学における「移行」について検討する。哲学は、内容の点でも形式の点でも「移行」に関
わってきたからである。まず、哲学の歴史を振り返り、そこで「移行」がどのように思惟されてきたの
かを概観し、哲学における「移行」の概念を析出することにする。
哲学はギリシアにおいて始まったが、そこでの主題は存在と非存在の間の関係であった。一方におい

て、パルメニデスは存在するものは存在するのであって、非存在ではないとする。だが、このような悟
性的な考え方は、生成変化という日常的な経験にそぐわない。そこで他方において、ヘラクレイトスは
万物を生成という相において見るべきだとした。しかし、存在は非存在になることはないし、これらの
存在の概念系は変化の概念系とは交わることがない。存在か非存在かというできあいの概念に基づいて
考えるかぎり、この二つの立場の対立を調停することはできないことになる。
この問題を主題化しているのが、プラトンの『ソフィスト』である。この対話編は本来はソフィスト

とは何かを明らかにすることを目的としている。さしあたり、ソフィストとは「実物を真似てその似姿
を作るところの一種のいかさま師」(324A)（藤沢令夫訳）であり、「そう見えたり思われたりするが、実
際にはそうではない」ことがらを語り、人々にそう信じ込ませる者のことであるとされる。しかし、こ
の「そう見えたり思われたりするが、実際にはそうではない」ものはいかなるあり方をしているのかが
問題になる。さしあたり、これは「実際にはそうではない」ものとして非存在であるとされるが、非存
在が全くの無であるならば、それについて語ることなどできはしないであろうし、それを信じるという
こともありそうにない。その意味では、非存在といえども、何らかの意味で「ある」のでなくてはなら
ない。「それは、ほんとうにあるものではないけれども、われわれが似姿と呼ぶものでほんとうにある
のだ」(240B)。とはいえ、非存在が存在でもあるという結論は混乱を引き起こす4。言い換えれば、あら
ゆる思いなしは「そう思われる」という点において何らかの根拠があるはずである。その意味では何ら
かの点で真実であることになるが、そうなると今度は、思いなしは全て真実であることになってしまう。
逆に、思いなしには根拠がないということになれば、そもそも「そう思われる」ということもまたあり
えないことになってしまう。かくして、プラトンは「父なるパルメニデスの言説を吟味にかけて、〈あら
ぬもの〉（非有［非存在］）が何らかの点であること、他方逆に〈あるもの〉（有［存在］）が何らかの仕
方であらぬということを、力ずくででも立証しなければならない」(241D)というアクロバティックな目
論見を企てる。
まず、プラトンは、存在についてどのようなことが語られてきたかを検討する。存在についてはそれ

が多様であるという者もいれば唯一であるという者もいる (242D以下)。しかし、存在が多様であると
すれば、それぞれの多様を存在たらしめている何かがあるのでなくてはならず、そのようなものこそが
存在と呼ばれるに相応しいであろう。そうなると、存在は唯一であるというエレア派の考えが登場する
ことになる。だが、存在が唯一であるならば、今度は現実に存在する多様をどうやって説明するのかと

4「あらぬもの」について語ることは、「あらぬもの」を「あるもの」であるかのように見なしている点で矛盾しているとい
う議論は一見したところ馬鹿げたものに見える。とはいえ、言語が矛盾したものまで言及してしまうという問題は、集合論の
ラッセルのパラドックスの原因である。集合論が首尾一貫したものになるためにとった方策は、階層を異にするものを元とし
て含む集合を制限することであった。それは矛盾した概念は用いないようにするということであり、「あらぬもの」については
言及しないというやり方である。
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いう問題が生じることになる。この問題を処理するために、物質と形相という対比が導入される。現実
に存在する家は多様であり、生成変化するが、それにもかかわらず、家は家として同一でなくてはなら
ない。ということは、存在は、一方において、多様であり、生成変化する物質的なものであるが、他方
において、同一的なものとして、物質に還元できない形相的なものでなくてはならない。しかし、ここ
において再び、存在とは物質なのか、形相なのかといいう問題が再燃することになる。
このように諸カテゴリーが同じか違うかという観点からみている限り、この問題を解決することは不

可能であり、むしろ必要なのは諸カテゴリーの間の関係を適切に整理することであることが確認される
(252B)。現実問題として、同と異、動と静といった現象がある（有る）。存在を含めたこれら５つのカ
テゴリーは相互に区別されるが、だからといって、まったく関係しないというわけでもない。存在をど
のように考えるにしても、この問題に応えなくてはならない。まず、異は存在するものについて語られ
る。例えば、美しくないものもまた存在する。存在するという観点では同であるものどもが、美という
観点においては異とされるのである。アポリアを回避するためには、このような観点の間の区別をする
ことが重要となる。同様の仕方で、動と静についても語ることができよう。すなわち、ある観点におい
て同であるものが、別の観点において異となることが動であり、そうではないことが静である。このよ
うな着想に基づけば、非存在といえでも全くの無ではなく、存在の中に位置づけられうるようなもので
あるということになる。存在の中には真実があるが、それとは異なることを語ること、「あらぬものをあ
るものとして」語ることが非存在であるとされているのである。このようにして、ソフィストは真実と
は異なる偽について語る者のことであるとされ、ソフィストとは何かについて結論が下されている。
なるほど、もっともな議論である。しかし、このように言葉を整理して問題が片付くとは思えない。

多くの人にとっては、プラトンの議論そのものが詭弁のように思われるかもしれない。まず、真実と主
張する者の言い分がもっともであるように、虚偽を言い立てる（とされる）者にも言い分があるのでは
ないだろうか。というのも、全く根も葉もないことを信じ込むことなどありえないであろうからである。
そもそも、『ソフィスト』においても、ソフィストの本質は単一の分割法では規定することができないこ
とが確認されていた。すなわち、一つの物事には様々な側面があるのであり、そのうちの一つだけで規
定することはできないし、かつ、場合によっては、それぞれの観点が矛盾したことをいうことだってあ
るのである。そうなると、根も葉もないわけではないわけではないものと真実とされることとを区別す
る規準は何かという疑問が生じる5。ここで、存在と非存在の問題が再燃することになってしまう6。
この難問に取り組んだのがアリストテレスであった。彼は存在を多義的なものと解釈することで、こ

れらのアポリアを回避しようとする。アリストテレスは存在の多様性について幾つかの箇所で触れてい
る。まず、「この端的に言われる存在にも多くの意味がある……、すなわち、その一つは（一）付帯的な

5この著作はソフィストとは何かを明らかにすることを目的としていたが、このような問題が発生するのは、ソフィストと
哲学者とが区別しがたいからであった。「その哲学者の種族というのは、ほとんど神の種族と同じくらい、それと見分けるのが
きわめて容易でないといえるのではないでしょうか。何ぶんにもこの人たちは-贋ものではなく本ものの哲学者たちのことです
が、-ほかの人々が無知であるために、じつにありとあらゆる姿をとって現れながらも、「国々を訪れ」ては、上方から下界の
生活を見守るのですからね。彼らは、或る人々からはまったく無価値の者と思われ、或る人々からは絶大な価値ある者と思わ
れる。或るときは政治家のような外見で現われ、或るときはソフィストのような外見で現われ、また或るときは、まったく気
が狂っているのだというふうに、一部の人たちに思わせるものです」(216C)。そうなると、ある立場の人々にとって、哲学者
なるものは存在せず、それはソフィストの如き存在であるということになってしまうが、別の立場の人々にとって、両者の差
異は歴然としたものだといういうことになる。この両者の立場の間の移行はどのようにして可能となるのであろうか。実際、
『ソフィスト』においては技術を分割していくことによってソフィストを規定しようとしている。しかし、ソフィストの本質は
単一の分割法では規定することができない（しかも、その内の一つはむしろ哲学者の定義となっている）。これは対象の本質
を見極めることができないために陥った混乱であるとされているが (232A)、もしかしたら、一つの物事には様々な側面があ
るのであり、そのうちの一つだけで規定することはできないし、かつ、場合によっては、それぞれの観点が矛盾したことをい
うことだってあるのではないか。だとすれば、様々な文脈の語るところに依拠しつつ、事柄を語り直していくことが必要とな
る。それをしないとき、見せかけだけの語りになってしまう。それがソフィストの語りである。これに対して、哲学者の語り
は様々な文脈に依拠して吟味したものとなっている。

6アメリカの「こどものための哲学」はこのような論理学的な議論をカリキュラムの最初に置いている。また、ドイツの「ソ
クラティック・ダイアローグ」はプラトンにならって数学的議論を導入として用いる。
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意味での存在であり、他の一つは（二）真としての存在と偽としての非存在であったが、これらのほか
になお（三）述語の諸形態……があり、さらにこららすべてとならんで（四）可能的な存在と現実的な
存在がある」(『形而上学』1026a33）と述べている。そしてさらに、（三）に関しては、実体と諸カテゴ
リーが含まれているとし、これらに関しても、多義性を認めている。例えば、『形而上学』第四巻におい
ては「存在」というのにも多くの意味があるとし、様々なカテゴリーを列挙している。
近代になると、このような存在の多義性の主張はしばしば単なる列挙でしかないと批判されるように

なっていたが、ブレンターノは、多義性の分化には一つの原理があるする解釈を提案した7。実際、アリ
ストテレスは存在の多義性について語っているのみならず、さらにその多義性の原理についても言及し
ている8。
ブレンターノは、存在の諸義が単一の範疇に還元できないにしても、だからといってそれらが全くの

無関係ではないとする。そして、アリストテレスによる存在の多義性の分類法とその分類の原理とを整
理することで、存在の諸義がいかなる原理に従って派生してきたのかを分析しようとする。ブレンター
ノは、同名異義の間に段階を区別することで、見かけ上の矛盾を解消しようとする。すなわち、同名異
義だからと言って、ただちに（相互に関連をもたない）偶然的な同名異義とは限らず、それらの間に類
比が成立していることもありえるというのである (Brentano: 91)。このように考えるならば、アリスト
テレスによる「「存在」というのにも多くの意味がある。しかしそれらは、或る一つのもの、或る一つの
自然〔実在〕との関係において「ある」とか「存在する」とか言われるのであって、同語異義的にでは
なく、あたかも「健康的」と言われる多くの物事がすべて一つの「健康」との関係においてそう言われ
るようにである」（『形而上学』（出隆訳）1003a33）という表現も了解可能となる。一般に類比という事
で通常理解されているのは、数学的比例関係のことであるが、アリストテレスが類比的であると考えて
いる事例はそれに尽くされない。むしろ、同一の名称に関係づけられるという以上の関係が存在しない
例も見られ、存在の諸義はむしろこれに当てはまる。すなわち、同一の概念［実体］に関係づけられて
いるがゆえに同一の名称［存在］が与えられていると考えるのである（『形而上学』1045b25, 1061a8を
参照）。かくして、ブレンターノは以下のように結論づける。「１）範疇の諸形式に従って分類されるオ
ンは、種に分かたれる類のように同義的な概念ではなく、その意味によって区別される同名意義語とし
てある。２）オンは、異なった範疇にとって、たとえ同名意義的であるにしても、だからといって、そ
れは単に偶然的な同名性ではなく、むしろ、それらの間には類比による統一がある。３）最後に、それ
らの間にある類比は二義的である。すなわち、ただ比例性の類比であるだけではなく、同一の名辞への
類比でもある」(Brentano: 85)。ブレンターノによれば、存在の多様性は実体への関係の多様性を反映
したものである。すなわち、実体への関係が多様であるのに応じて、存在も多様な仕方で語られるとい
うのである9。結局、ブレンターノは存在の多様性（諸存在の間の類比的関係）を実在論的に解消してい
ることになる。
しかしながら、類比（＝述語づけ）による範疇分化の基礎づけは実在論的解釈を逸脱する可能性をは

らんでいる。確かに、ブレンターノはそれが恣意的なものではなく、実体に即したものであることを強
調している (Brentano: 114)。しかし、このような発想は、範疇論が判断と関連するということを示して
いる。そして、実際、関係の範疇のように判断者が恣意的に設定しうるような場合も考えられる。また、

7Vgl. GA1: 287, Brentano, Franz, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, 184f.
8ただし、それらは一見すると互いに矛盾しあっているように見える。まず、「一も存在者も存在するものにとっての類であ

ることはできない」（『形而上学』998b22、訳文は岩波文庫版による）とし、存在の様々な意義を単一の類や範疇に還元できな
いとしている。すると、存在という語は同一の語でもって別々の意義を指しているということになり、同名異義的であるとい
うことになる。しかし同時に、アリストテレスは存在の多義性は同名異義的ではないとし、アナロギー的関係を認めている。
「「存在」というのにも多くの意味がある。しかしそれらは、或る一つのもの、或る一つの自然〔実在〕との関係において「あ
る」とか「存在する」とか言われるのであって、同語異義的にではなく、あたかも「健康的」と言われる多くの物事がすべて
一つの「健康」との関係においてそう言われるようにである」（『形而上学』1003a33）。

9存在のあり方が実体への関係によって規定されるということは、存在が自己完結的なものではもはやなく、人間との相関関
係の中で出現するようなものであることを示している。人間と物との関係性の回路（文脈）こそが存在を生み出すのである。
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ブレンターノによれば、存在の類比を成立させているのは、存在の諸原理である。その意味では、ブレ
ンターノが諸範疇を実在的なものと考えたのは理解できる。しかしながら、それらの諸原理が認知され
るためには何らかの原初的な経験が前提されるのでなくてはならない。このような観点から、アリスト
テレスを読み直すとき、アリストテレス自身の内に循環が見られる。同時代の論理学が巻き込まれてい
たのはまさにこのような問題であった。
アリストテレスは、存在の多義性を実在への関係のあり方の多様性から説明し、同様な多義性の例と

して「健康」を挙げている。すなわち、「健康」には様々な意味があるが、それらは全て「健康」に関わ
るが故に「健康」と呼ばれるというのである (『形而上学』1003a33)。まず、本来的な意味での「健康」
が想定されている。例えば、病気や怪我をしておらず、日々の営みに支障が無いことはしばしば「健康」
であるとされる。このような「規則」に従って、「私は健康である」とか言われる。しかし、「健康」と
いう語はこの「規則」を逸脱した仕方でも用いられる。例えば、「粗食は健康である」と言うことができ
る。この場合、粗食は「規則」に従えば、「健康」たりえない。しかし、粗食をする者の健康を保つ。こ
のような意味で、「粗食」や「温暖な気候」なども「健康」であるとされる。あるいは、「適度な運動は
健康的である」と言うこともできる。これも「規則」から逸脱しているが、「健康を保つ」という意味で
理解することも、「健康をもたらす」という意味で理解することもできる。また、「健康な顔色」という
表現もある。これは「規則」に従ったものでも、「健康をたもつ」わけでも、「健康をもたらす」わけで
もない。これは「健康のしるしである」という意味において「健康」であるとされる。さらに、アリス
トテレスが挙げている例以外にも、「この歯は健康である」という表現がある。歯そのものが日々の営み
を行うわけではない。そのため、この表現において、先の「規則」をそのまま適用することはできない。
しかし、歯の持ち主はこの歯のせいで日々の営みに支障を感じる場合がある。そこで、「この歯」に関し
ては、「健康」かそうでないかという区別をするとすれば、「健康」と呼ぶべきだということになる。「健
康」の新たな意味、「その持ち主に健康をもたらすこと」が派生することになる。あるいは、「この精神
は健康である」、「この判断は健康である」という表現も可能である。この場合も、適用対象が人間では
なく、「規則」を逸脱している。しかし、この場合、「異常ではない」、「逸脱してない」という点で、人
間：健康＝精神：健康という類比は理解可能である。以上のような思考に従うならば、通常の語法から
逸脱するような事例であっても、「健康」か「不健康」かという区別は何らかの意味を示しうるというこ
とになる。「不健康な三角形」という表現は、通常なされない。しかし、詩的な表現として理解すること
や、幾何学において球面上にあるため内角の和が二直角よりも多い三角形のことを指すと理解すること
も可能であろう。
人は「健康」という語の根本的な経験を持つ。ただし、その根本的な経験に即した場合にのみ、この

語を用いるわけではない。むしろ、それを様々な状況に適用してしまう。確かに、「規則」にはかなって
いないかもしれないが、新しい状況において適用することで理解されうる場合もある。新たな意味が発
見されるのである。場合によっては、このような新しい適用も普通の使用法として定着していくことが
ありうる。このように「健康」の概念が拡張されることによって、本来的な意味での「健康」の意味も
変化することが考えられる。例えば、身体的な健康だけでは不十分であり、精神的な健康も併せ持つと
きはじめて「健康」であると見なされるようになっている。
このような問題は本来的な意味が抽象的になるほど発生する。例えば、アリストテレスは「よい」と

いう語も類比的に用いられるとしている。「さらにまた、「善（アガトン）」ということは、「有［存在］
（オン）」というのと同じだけの多くの仕方で語られるがゆえに、（すなわち、本質にあたってはたとえ
ば神や知性（ヌース）が、質にあたってはもろもろの卓越性（徳）が、量にあたっては適度が、関係に
あっては有用が、時間にあたっては好機（カイロス）が、場所にあっては適住地がというふうに、それ
らがいずれも善だとされる、）」（『ニコマコス倫理学』（高田三郎訳）1096a23)。これらの事例において
も、先程の原則が成立している。すなわち、根本的な経験に即して用いられるだけではなく、新しい状
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況においても適用され、新たな意味を獲得するに至っている。そして、それらを通して、「よい」という
概念が拡張され、新たな規定を受けるようになっている。
アリストテレスは「存在」も類比に従って統合されるようなものであると考えている。すなわち、「存

在」に関しては根本的な経験がある。恐らくそれは身の回りにある物であろう。ウーシアとはもともと
は資産を意味していたと指摘されている10。ウーシアはその実体性を資産が属する世界から得ていたと
いうのである (PIA: 26, 50) 。その根本的な経験から析出した見方に従って、人間はそれ以外のものにも
「存在」の概念を適用するようになり、新たな物事が「存在」であると見なされるようになる。そして、
それにともなって、本来的な「存在」の概念も変容をとげる。例えば、アリストテレスにおいて、ウー
シアはもはや資産という意味では用いられず、抽象的な実体性あるいは本質 (Was-sein)を表すものとし
て理解されている (PIA: 26)。私たちはそのような多義性の内で「存在」を思惟しているのであり、今後
も「存在」の名のもとにそれを続けているのである。このように考えてくると、アリストテレスが「実
体」と見なしたものすら、自明なものではなく、類比的なあり方をしていると考えることも可能になる。
以上において見たように、ブレンターノが「同じ名辞への類比」と整理している類比の背後には循環

的な思考の働きが見られる。まず、何らかの事柄に関する本来的な経験がある。そして、その発想に基
づいて、本来的な意味が必ずしもそのまま適用できない他の場合においても、類似した使用法が新たに
派生する。このような新たな使用法は、本来の意味に付加されるだけではなく、本来の意味に変容をも
たらことすらある11。
哲学は「存在とは何か」という問いとともに始まったが、存在が問題となりうるためにはまず、ある

特定の仕方での「存在」のあり方やそれへの関わり方の受容が必要である。そして、このような受容に
依拠して行われる諸事物との交渉関係の経験は他の事物への関わり方のモデルとなることができる。先
行する存在理解に即して、「存在」への関わりが遂行されることになる。しかし、そのような諸々の関わ
りは、当初の仕方での「存在」のあり方に還元しえないものへの出合いをももたらし、「存在」の新たな
あり方や新たな関わり方を発見させることにつながる。そして、このことは、それと同時に、当初の事
柄についての関わり方を変様させたり、豊富にしたりする可能性をはらんでいる。このように、「存在」
の理解は、根本的な経験とその適用との相互循環関係の中を動いている。一般的な「存在」概念に依拠
しながら、この関係の中に入っていき、当初の「存在」概念の変様を経験することが「存在」に接近す
ることなのであり、存在への接近は不可避的に再帰的な「移行」として遂行されることになる。

3.3 「移行」の体験に基づく知
3.2節においては、哲学の本来的な主題が「移行」であったことを見たが、現代のポストモダン的状

況の中で「移行」の概念は再び主題としての位置を取り戻すに至っている。現代において「知の再帰性」
が問題となっていることがこのような再主題化をもたらしたと考えることができる。3.3節では、現代に
おける「移行」の再主題化は、「移行」一般のモデルを提供することで、知の再帰化という新しい状況に
対する対応の役割を果たしうることを示すことが課題となる。

10Martin Heidegger, �Phänomenologische Interpretation zu Aristoteles�, Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und
Geschichte der Geisteswissenschaften, Bd. 6, 1989: 26, 50.

11プラトンは、二分法を駆使して、これ以上、差異化できないところまでいくことによって、定義が得られるとしている。
「いまや君と私とは、〈魚釣師の技術〉ということについて、ただその名前についてだけ合意しているのではなく、その事柄自
体を規定する言論（定義）をも、充分に捉えたことになる」(221A)。なるほど、その内容について区別できなくなることによ
り、異なった対象について議論しあっているといった問題は回避できる（不可識別者同一の原理）。しかし、そのことは内実の
理解に至っているとは限らない。むしろ、その対象について、体験と結びついた文脈を獲得しているかどうかが重要である。
それが de�nitioである（ハイデガーのアリストテレス解釈における「定義」の議論を見よ）。ただし、プラトンの二分法によ
る議論は、単一の尺度だけに依拠していない（例えば、ソフィストの技術は多重の文脈の中で規定されている）ため、この問
題を回避しており、経験と結びついた文脈を与えることに成功している。
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3.2節においてみた「移行」の着想はその後の哲学の歴史の中でも繰り返し論じられた。中でも、知
の基盤が揺らぎ、その基礎づけの再構築が求められるようになった 現代の思想においては「移行」が中
心的な主題となっている。ここでは、このような「移行」の哲学史を詳細に記述することはできないが、
現代思想の揺籃の地となった２０世紀初頭のドイツの状況に限定して、「移行」の問題がどのようにして
再主題化されていったのかを見ておくことにする。２０世紀の初頭のドイツ哲学は、観念論と実在論の
間の対立によって規定されていた。すなわち、一方においては、「カントに還れ」という言葉に象徴され
ているように観念論的傾向が強かった。他方において、ラスクは、真理は主観が受け容れるべきものと
して、主観の前に現れ、それを受容し、分析することが主観の役割であると主張し、観念論には実在論
的基礎が必要であるとした12。
とはいえ、ラスクは素朴に実体を想定するような素朴な実在論に回帰することを主張したわけではな

かった。むしろ、判断を下す主観が被らざるをえない事実性の次元を指摘しようとしていた。判断にお
いて主観が果たす役割は、「対象そのもの」を受容し、それを分析することである。この役割を果たす
際、主観は二重・三重の事実性にさらされる。まず第一に、質料を媒介として形式同士が結合している
という事実性があり、主観はそれを引き受けざるをえない。「対象そのもの」における質料と形式との結
合は偶然的なものでありながら、引き受けざるをえない事実性として立ち現れる。そしてさらに、この
形式は、これが向妥当する質料を媒介として、さらに他の形式とも結びついていく。そのような意味で、
「対象そのもの」は、顕在化しないまま、他の「形式」との関係を隠し持っている。そして第二に、判断
は主観と「対象そのもの」との偶然的な遭遇という事実性の中で遂行されざるをえない。すなわち、ラ
スクは主観として超越的なものを考えておらず、単なる個別的な存在者を考えているのであるが、その
ような一存在者としての判断主観は、対象との遭遇状況の中で、以上において見たような潜在的な関連
を引き受け、それを顕在化させてゆかねばならない。
その際、ラスクによれば、「反省的範疇」が、対象を構成する範疇を発見するための「発見的原理」と

して機能する。「反省的範疇」とは、例えば、「同一性」のように、客観のあり方とは無関係に主観が客
観に適用する範疇のことで、客観の内実を構成する「構成的範疇」と対比される。さしあたり、反省的
範疇は対象のあり方とは無関係であるが、潜在的な関連を顕在化させるのに役立つ。まず、主観は、「構
成的範疇」の内実とは無関係に「反省的範疇」を勝手に対象に適用する。だが、このような「反省的範
疇」は両者の間に共通する要素の代用品として機能し、両存在者の間に共通する要素が析出されるきっ
かけとなる。このように、反省的範疇を適用することによって、新たな構成的範疇が発見され、新たな
認識へと促すことになる。ラスクは「単なる反省的な関係性の数だけ、その背後にあり、見落とされて
きた本来は構成的な形式がある。反省的な関係もまた、諸領域に共通していながらも、排除された規定
的内容契機を指し示している。この内容契機には、構成的内容の抽象しうる共通なものが対応している」
(L2-163)と述べている。以上においてみたように、判断は主観と客観との事実的な関係において繰り広
げられる事実的な交渉関係において成立するのである。
このような着想はハイデガーによって受け継がれ、さらにデリダの「代補」の理論によって明確化さ

れる13。代補とは、〈欲望の対象となりながらも、未だ獲得されていないようなものの代理をなすもの〉
のことである。この対象は欲望されつつも、それ自身としては不在であるため、その具体的な内実は未
規定なままである。この対象は、代補されることによって理念化され、そのことによってさらなる欲望
を駆り立て、追求されることになる。そして、この追求の過程において、その内実が徐々に具体的に規
定されるようになっていく。ここにおいては、代補が先行しており、具体的な内実の充実は後からやっ
てくるとされる。この論理は記号においても当てはまる。すなわち、記号において意味されるものは、

12この点については拙論「新カント派挫折の意味」関西哲学会『アルケー』No.9, 2001: pp.106-120を参照。なお、ラスク
からの引用は Lask, Emil, �Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre�, Gesammelte Schriften in drei Bänden,
Band. 2, 1923/24の頁づけによる。

13Derrida, Jacques, De la grammatologie, 1967: 207f.
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本来形式的なものでしかなく、記号を介して語られ、具体的に用いられる中で、その内実が充実されて
くるようなものなのである14。デリダは正義や民主主義といった理念をそのような仕方で考えている。
このような着想は様々な対概念のアポリアを回避するすべを教えてくれる。１）主観と客観について

は、主観と客観が形成される状況へと回帰することが必要となる。２）能動と受動に対しては、能動と
受動が区別されるような図式を支えているものへと遡及することが必要となる。３）感性か悟性かとい
う対立に対しても、両者がどのような状況で生み出され、どのような状況で対立しあっているのかを考
えることが必要となる。４）個別か普遍かという対立については、個別や普遍という対比を生み出した
文脈を考え直すことが不可欠となる。これらのことは、状況的思考、中動相、判断力、典型といった方
法論的概念によってまとめることができる。いずれにしても、「移行」が現代思想の中心的な主題となっ
たことは明らかに見て取ることができる。このように、哲学における存在への問いは、「存在」を能動と
受動、対象と方法とが区別しがたく交錯する「移行」の中で生成するものとして理解させる途を切り開
いたのである。そして同時に、このような事柄の「内容」についての経験が、方法論として活用される
に至った。
以上のような諸議論はあまりにも抽象的なもののように思われるかもしれないが、これは生物が自然

の中で生きることとさほど異なっているわけではない。上で見たように、〈思考〉とは相互作用の中で新
たな関係性［＝回路、記号］を紡ぎ出すことであったが、その領域は、生命一般のみならず、物質の領
域にまで連続的に広がっていると考えることができる。だとすれば、〈思考〉とは存在の生成のあり方で
あるということになり、逆に、存在の生成は〈思考〉によって達成されるということになる。ここにお
いて、〈思考〉と存在とは相即的な関係にあることになり、同一の相互作用のネットワークを、文脈に応
じて、〈思考〉としても、存在としても解釈することが可能となる。その総体こそが最も全体的な思惟
としての本来的な意味での〈ロゴス〉ともでもいうべきものであり、そのあり方は存在のあり方と合致
することになる。私たちに可能なのは、思考の世界に沈潜しながらも、試行錯誤を繰り返す中で〈ロゴ
ス〉を望見することだということになる15。ここにおいて、「知」は存在論的に再帰的なものであると見
なされるに至ったのである。
さて、ギデンズは後期近代社会においては、一方において、知の専門化が進みながらも、他方におい

て、その専門的知識は狭隘化し、全体としての信頼性を喪失しつつあるというアポリアが発生すると指
摘していた16。このような状況の中では、個人はもはや専門家の提供する知をたやすく鵜呑みにするこ
とはできず、その都度の状況に応じて吟味することが求められる。その方策を提供することが「市民性
教育」の課題となっていた。以上において見てきたように、哲学は「移行」を主題としてきたが、中で
も、知の基盤が揺らいだ現代においては「移行」が知の基礎づけに代わる役割を果たすに至っていた。
だとすれば、現代思想における「移行」の主題化は「知の再帰化」の進行という状況に呼応するもので
あると同時に、それに対する対応を提供するものであると解釈することができる。なるほど、知のアポ
リアに各個人が完全に対応することは困難ではある。しかし、哲学の経験が示しているように、「移行」
に慣れ親しむことは対処法の手がかりをもつことであり、そのことによって不安を緩和することが期待
されるのである。このような意味で、哲学の「移行」を学ぶことが「知の再帰化」に対応するものであ
り、市民性教育において基盤の役割を果たすことができるのである。

14Derrida, Jacques, La Voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl,
1967: 98-99.

15デリダといえどもその運命を免れない。脱構築という思考法は音声中心主義からこぼれ落ちるものに注目しようとするが、
それとても、そのような思考がいかなる帰結を及ぼすのかを見通しているわけではなく、むしろ、新たな〈回路〉を提示する
ことで〈ロゴス〉の生成に寄与する営みなのである。プラトンやアリストテレスの時代、ギリシア人は「日常性」に没頭し、
それに導かれてしまうという停滞状況に陥ってしまった。このような危険性に抗するために、ギリシア人は哲学や弁論術を提
起し、言葉を取り戻そうとした (108f.)。これにならうならば、語ることを通して〈ロゴス〉を生き生きとさせること、それこ
そが人間に課せられた役割であり、現在においてもそのことに変わりはないのである。

16この点については拙論「再帰的近代のアポリアと市民性教育の課題」を参照。



40 第 3章 哲学的「移行」と新しい公共性

3.4 「移行」による「自己」の縫い直し
3.3節においては、哲学が主題とする「移行」の概念が「知の再帰性」という状況に対応するものであ

ることをみた。しかし、哲学における「移行」は知のあり方のみに関わるわけではなく、知を遂行する
人間の生のあり方にも密接に関連している。そこで、哲学における「移行」が「自己の再帰性」という
問題に対応するものでもあることを示すことが 3.4節の課題となる。
以上において見たように、哲学は「移行」を主題としてきたが、それと同時に、哲学はその営みそれ

自身が「移行」でもあった。すなわち、哲学は、その内容においてのみならず、その形式においても、
「移行」であった。実際、「移行」を体現するプラトンの対話篇は哲学的思考の典型例であると見なされ
た。哲学において対話が重視されるのは、一方的な論証は相手の存在を無視してしまうからである。「…
こうしていま初めてお会いしたというのに、短い言葉のやりとりで討論を進めることをしないで、まる
で弁論を披露するような調子で―自分だけで話すにせよ、他の人を相手に話すにせよ―長々と長口舌を
くりひろげるのは、私としては何となく憚られるところです」(217D)」17。そしてさらに、プラトンの
対話編に見られるように、哲学の出発点は日常性ないしドクサの吟味に始まる。なるほど、それは普段
慣れ親しんだものの見方に対する批判である。その意味では、習慣にしがみついている人にとっては不
愉快な経験である。実際、ソクラテスに問いかけられた者は困惑し、場合によっては、怒り始める。ま
た、徹底的な懐疑はあらゆるものを破壊することが可能であり、ニーチェが記述しているようなニヒリ
ズムにまで至りかねない。その意味では、反社会的である。これらの事例からすると、哲学は人を不安
にするものでしかないように思われる。しかしながら、哲学において、吟味は目標ではなく、手段であ
る。哲学が目ざすのは真理であり、根源的なものであり、さらに、将来の諸可能性である。そのことは
懐疑論やニヒリズムにおいてすら当てはまる。デカルトの方法的懐疑は確かなものへと回帰するために、
不確かな習慣を否定していく。つまり、習慣へのしがみつきの背景にはニヒリズムに対する不安がある
が、そのような欺瞞を解消することが必要だというのである。哲学は常に肯定を目ざす。ただし、それ
は習慣へのしがみつきに堕してはならないため、往還が求められる。一方において、哲学は再帰性その
ものである。確かに、それは不安を呼び覚ますものかもしれない。しかし、哲学はその中で肯定を求め、
さらに、往還を重ねる中で、もはや否定できないものを堆積させていく営みである。例えば、理論的懐
疑は行為によって飛び越されてしまう。哲学においてはそのような経験が反復される。哲学は「経験の
回復」であり、「経験の隔離」に対する抵抗となる。したがって、他方において哲学は再帰性に対する耐
性を構築するものでもある。
したがって、「移行」としての哲学はなにも知に関わるだけではなく、むしろ、知という営みを行う者

の変様、しかも、治癒的変様にも関わってくることになる。ヘレニズム時代、ローマ時代において人々は
グローバリゼーション（の最も初期の形態のうちの一つ）という危機を経験しており、その意味では現代
の私たちと同様の問題に直面していた。その中で、その危機に対処する役割を果たしたのが哲学であっ
た。ピエール・アドによれば、ヘレニズムやローマ期の哲学にとって、哲学とは「生き方 (une manière de

vivre)」を意味していた18。しかも、それは、知の獲得や徳の実践といった状態に還元されない、「あり
方の根源的転換や根源的変様を要求する魂の進歩の方法」であった (Hodot:290)。その意味では「移行」

17「もしかして議論が長くなるために君が苦労して、つらい思いをするようなことがあったら、その責任はこの私にあるの
ではなくて、ここにいる君の仲間の人たちにあるのだと思ってくれたまえ」(218A)。ここには、対話のコスト（つらさ）は誰
かの個人に帰せられるのではなく、参加者が全員で担わねばならないことが示されている。
また、対話は、その対象についてのみならず、そのあり方の指針をも含んでおり、自己言及的なあり方をしている。対話の

ルール自身が対話の中で形成される。「およそ重大な仕事が首尾よくなしとげられなければならない場合には、そのような事
柄については、当の最も重大な事柄に入る前に、まず些細で比較的容易な事柄においてそのやり方を練習しなければならない
というふうに、古来からすべての人に考えられている」(218D)。対話には方法論を練り上げるという方法論的側面が含まれて
いる。

18Hadot, Pierre, Exerces spirituels et philosophie antique, 19933, Hadot, Pierre, La Philosophie comme manière de
vivre, 2001.
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の実践ということができる。その際、出発点として想定されているのが、世界との生き生きとした交渉
関係を喪失して硬直化してしまい、不安に満ちている日常生活である。哲学はそこから脱却し、「魂の平
静さ（アタラクシア）、内面の自由（アウタルケイア）、宇宙的意識」を求める営みである (Hadot:291)。
その意味で、哲学は「不安を癒すことを目的とする治療」でもある。ヌスバウムもまた同様の文脈か

ら「人間の生の医師」であるとしている19。哲学はその営みを通して魂を病という現状から健やかな状
態へと移行させることを目ざす。なるほど、ストア派に代表される当時の哲学には魂の平和を確保する
ために、世俗的な事柄から距離を取ることを勧めているが、それで問題が解決するわけではなく、むし
ろ、人々を引き裂く様々な諸要求とどのように関わっていくのかに哲学の課題が現れてくることになる。
アドと同様に、ヌスバウムは当時の哲学が諸要求の間の様々な緊張関係の調停に取り組んでいたことを
具体的に示している。
ヌスバウムは以下のような四つの緊張関係を挙げている。まず第一に、仲間に対する冷静な観察と共

感の間に緊張関係がある。例えば、医者は冷静な観察者でなくてはならないが、癒すべき患者の個別的
な状況に触れるためには共感を必要とする。仲間との関係においても同様である。人間が目指す幸福は
複雑な現象であるから、冷静な観察が基づく理論はドグマになりかねない。かくして、理論と実践の間
の循環的な態度が求められることになる。さらに第二に、感情からの自由と共感との緊張関係がある。
確かに、物事への固執という感情に囚われるべきではなく、哲学はそのような感情から自由になること
を説いている。しかし、だからといって、すべての感情から脱却せねばならないということまではいえ
ない。そもそも、感情から全くの自由であるということは孤立を意味し、それは人間の幸福とはいえな
いであろう。心惑わされるべきではないささいな事柄にとらわれないでいることは、全てから超然とし
ていることとは異なっている。後者は神のごときあり方であり、前者こそが人間の本性にかなっている。
人間にいやおうなく降りかかってくる苦悩は根絶しがたいのであり、だからこそ、それを癒すための仲
間が必要であり、配慮が必要である。そのような人間の条件の中での完成こそが求められるべきもので
あろう。だとすれば、共感は不可欠な事柄となり、それが自己の幸福を支えていることになる。第三に、
アタラクシア（心の平静）とコミットメントの間にも緊張関係がある。しかし、考えてみるということ
ですら、一種のコミットメントである。また、一緒にいるという他者へのコミットメントが無ければ、
求められるべき課題も消失してしまうであろう。だとすれば、一生懸命考えることや仲間をもつという
ことはなるほどリスクかもしれないが、同時に、幸福のための条件であるということもできる。これら
のことから全く離れてた人生はありえないのである。だとすれば、目ざすべきものはこれらの有限性を
ひきうけつつのものでなくてはならない。この問題は第四の個人と政治の間の緊張関係につながってい
る。なるほど、当時の哲学は個人主義的な印象を与える。しかし、その個人の感情といえども社会的に
構築されるのであるから、政治の次元から切り離されるべきではない。例えば、教育がなければ徳もま
たありえないが、教育は社会的な営みである。したがって、政治の次元から全く超然としていることは
できない。むしろ、幸福が可能となるような社会条件を考慮することは幸福にとって不可欠のこととな
る。そもそも、感情を個人的なものと見なす近代的な文脈（＝ストア派を個人主義的に解釈する文脈）
に問題があることがわかる。むしろ、感情に社会的文脈を取り戻すことが必要なのである。
このように、哲学は、様々なしがらみからの脱却を検討してみることによって、逆に、様々な事柄と

の関係性の内において自己を配慮することを教えていることになる。ヌスバウムは以下の点を成果とし
てまとめている。１）まず、個別的なニーズや動機に注目し、それを配慮する必要がある。２）相手との
関係をつくる語りや書き方は単なる手段ではなく、それ自身重要な役割を果たしている。３）良き選択
のためには個別状況への配慮が不可欠となる。４）人を左右する感情は社会的な構築物であり、状況に
よって変様しうる。５）表面的な欲求と深い意味において求められるべきものとを区別していかねばな
らない。ただし、両者の間には絡み合いの構造があるので、それらを解きほぐしながら、より高次な次

19Nussbaum, Martha, The Therapy of Desire, 1994: 484f.
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元での達成を求める必要がある。６）治療と真理は対立することがあるが、重要なのは両立である。７）
生徒を教導するためには生徒の自律性を発揮させねばならない。なるほど、生徒は様々なものに囚われ
ているので、教導が必要であるが、その教導は他律的であるよりも、自律的であった方が効果的である。
すなわち、自己批判こそが病を癒す最も強力なやり方である。この結論は、「古代の哲学は、探求、助け
合い、魂の支えの共同での努力や共同体を想定していた」(303)というアドの主張とも一致している。
このように、哲学は単に知の次元における移行に関わるだけではない。哲学における移行は自己のあ

り方の移行でもある。すなわち、日常生活において、人間は様々な営みに没頭し、引き裂かれているが、
それらの間の関係を問い直すことによって、それらとの関係を再調整することが可能となる。このよう
に、哲学は、認識を自分の幸福を達成するという文脈のもとに位置づけなおし、それらとの関係を再調
整することを目ざす営みなのである。
ここにおいて、再帰的近代における哲学の独特な役割が明確になる。近代は手に負えないものを隔離

し、専門家の手にゆだねてきた。なるほど、そうすることによって個々の問題に関するリスクを低下さ
せることはできるかもしれない。しかし、諸問題に対応する個人の能力を低下させるとともに、個々の
問題をより全体的な視野から見る機会を奪ってきたともいえる。さらに、専門家の知識の受動的な受容
は、自己とは無関係なものに適応させることであり、自己を空しいものとしてしまう。個人は周囲への
適応に安心を委ねてしまているが故に、自分の置かれた状況（土着性）へのまなざしを喪失してしまっ
たのである。これらの結果として、近代は個人を自律させるというよりは、個人の自閉を押し進めてき
たのである。このような近代の趨勢に抵抗しつつ、個人に対して自閉からの開けを要求することが必要
となる。
とはいえ、自閉からの開けは不安を呼び覚ますものであるように思われる。これに対して、ハイデガー

は、哲学とは「土着性」という根源へと還ることであるとし、移行と土着性とは相即するとしている。
彼にとって、哲学は日常の営みからの離脱ではない。むしろ、日常の営みを可能ならしめている状況へ
と還帰することである。それは、その状況が、絡み合いとして構築されていることに直面することであ
ると同時に、そこへと巻き込まれていることによって、支えられてもいることの発見でもある。状況へ
と巻き込まれ、そのなかでの様々な事象との交渉関係を繰り広げることが、同時に、物の見方や考え方
の「移行」の条件となる。このように考えるならば、移行と安心は相反するものではなくなる。むしろ、
巻き込まれた状況の中で様々な関わりを練り上げていくこと（移行）こそが慣れ親しんだ日常性を形成
することにつながる。ここにおいて、（吟味や批判を前提とする）創造性と基本的信頼は相反的なもので
はなくなる。しかも、空しい自己による適応ではない仕方での充実が可能となる。
後期近代においては再帰性が重要になっており、また、それが問題を引き起こしているにもかかわら

ず、再帰性そのものがそれとしては教えられてこなかった。それに対して、哲学は、再帰性を主題化し
て扱ってきた蓄積をもっており、この問題に寄与することができる。まず第一に、「移行」を自覚的に遂
行することで、再帰性を自覚させることができる。そして第二に、「移行」は自己が置かれた状況を自
覚化させることでもあり、そのことは、再帰性を支える信頼を形成することにつながる。子どもは積み
木を組み立てたり、壊したりすることを反復する中で、自信と創造力を形成していくが、それと同様に、
哲学は、観念を壊して組み立てることを反復することで、再帰性への耐性を養い、再帰性の旅へと誘う。
哲学とは今、ここにおいて、生きなおすことなのである。

3.5 「移行」による、公共性の再構築
3.5節においては、「移行」をめぐる以上の議論を踏まえた上で、「移行」という発想が市民性教育とい

う領域においてどのような視座を切り開くことができるのかについて論じる。まず、市民の活動空間で
ある「公共性」のあり方が、そのモデルとなった市民社会における「公共性」と比べて、変容し、袋小
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路に入っていることを、ハーバーマスの議論に依拠しながら考察する。そして、公共性の行き詰まりを
再編するための概念枠組みをフーコーの議論から析出する。その上で、メルッチを参照しながら、「公共
性」を「移行」という発想から捉え直すことで、市民性教育で考えられるべき「公共性」の概念を形成
することにする。
あらゆる事柄（たとえば、私的な体験から形而上学的な問題に至るまで）を「移行」という観点から

論じることができる。そして、その多様な事柄を論じることにおいて「移行」は成立しうる。しかし、
今、ここにおいて、生きなおすにあたって、その基盤となるべき事柄がある。「移行」すべき者どもが生
きている場そのものである。もちろん、それとても多様なものごとが関わっているが、それらこそが多
くの者にとって共通の関心事となるはずである。その意味で、「公共的な事柄」ということもできるかも
しれない。もちろん、生きている場は自然的なものでもありうるが、その場合でも、その主題は私たち
をとりまくものとして公共的な意味を帯びることになろう。
ハーバーマスは民主主義の基盤をなすものを公共性であるとし、『公共性の構造転換』においてその成

立と凋落について語っている20。彼に記述に基づいて、まず、市民性教育の目標となる「公共性」が本
来どのようなものであったのか、そして、「公共性」はどのようにして凋落していったのか、その上で、
現代における「公共性」の可能性について検討することにする。
近代的な意味での政治とは従来の封建的な権力者と新たに勃興してきた市民層との権力闘争として始

まった。当時、裕福な市民層は経済を通しての影響力を行使することは可能になったが、政治参加への
道は開かれていなかった。従来の公権力に対抗するための方策そのものが考案されねばならなかった。
そのような試行錯誤は新聞、雑誌や結社 (Assoziation)、サロンにおける議論の中で遂行されたが、それ
こそが「公共性」と呼ばれるものであった。ただし、このような政治的な機能をもった公共性は突然出
現したわけではない。ハーバーマスによれば、政治的公共性には文芸的公共性が先行していた。文芸的
公共性とはサロンやカフェでかわされる文化一般についての「おしゃべり」であり、もともとは宮廷に
おける生活として営まれていた活動を裕福な市民層が模倣したものである。しかし、このような「文芸
的公共性」は１）「社会的地位を度外視する社交様式」、２）「それまで問題なく通用していた領域の問
題化」、３）「公衆の原理的な非閉鎖性」（ハーバーマス 56頁）をもたらした。そして、それは「それ自
身の内部で旋回する公共の論議の練習場であり、これは民間人が彼らの新しい私的存在の直接の経験に
ついておこなう自己啓蒙の課程であった」（ハーバーマス 48頁）。このような文芸的公共性での「練習」
に基づいて公共性は政治をも主題とするようになっていった。
その際、政治を規定する基本的イメージが変容することになった。というのも、それ以前の政治のモ

デルとなっていたのは、封建的な権力者による統治、あるいは、権力者間の闘争であった。それに対し
て、新たに誕生した公衆は自らの属する「小家族的私生活圏」をモデルとして政治的空間を考えるよう
になっていった。ハーバーマスは、それを（現実との葛藤はあったとしても）「自由と愛と教養という理
念」（ハーバーマス 69頁）の場であったとしている。新たに成立してきた市民層の生活感覚が新たな政
治のあり方を内容的にも形式的にも規定することになったのである。すなわち、政治の内容は「親密化
された私生活圏の権利経験をいわば後楯にして、規制の国王的権威に反抗する」（ハーバーマス 73頁）
こととなる。また、政治の形式とはまずもって、権威の吟味であり、批判（批評）であり、教養ある者同
士による「議論」であった。やがて、この議論は、市民層の勃興を背景として、「常識」ある人々の「公
論」として認められるようになり、その延長線上に、議会が公論の場として理解され、公権力に対応す
る役割を担うようになっていった。ここから読み取れるのは、政治的公共性の形式と内容の歴史性であ
る。それは（市民生活という）特定の生活感覚に依拠した形式によって、（王権に対抗するという）具体
的な内容を主張するものであった。その意味では、公共性の成立には多様な人々の平等な参加という大
きな意義を認めることができるが、同時に、それを支えるものは特殊なものであり、普遍性を備えてい

20ユルゲン・ハーバーマス（細谷貞雄・山田正行訳）『公共性の構造転換』19942 [=Habermas, Jürgen, Strukturwandel der
Ö�entlichkeit, 1990]。以下、同書からの引用は翻訳による。
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たわけではない。
したがって、公共性の概念は時代背景の変容ととともに凋落を経験することになる。ヘーゲルやマル

クスによる批判に現れているように、現実の公論は特定の人々による特定の利害関係の主張でしかなかっ
た（イデーはイデオロギーに転化してしまう）。そこから排除されている人々もまた公共性の中へと入っ
てくることを主張する。先行する階級がモデルとなって権力の拡大が行われることになる。ここにおい
て、政治の事柄は、もはや公権力への抵抗ではなくなり、財の分配となる。福祉社会の成立である。「福
祉国家では、なによりも管理と配分と保障がおこなわれるが、このような国家では、たえず行政行為に
包摂される国民の「政治的関心」は、主として職業別に拘束された要求項目に限定されてしまう。しし
て彼らはこれらの要求の効果的代弁を、大組織に委託することになる」（ハーバーマス 279頁）。なるほ
ど、ここでの公共性もまた（財の独占者に対する批判と抵抗という）先行する図式の上で遂行されては
いる。しかし同時に、担い手の生活感覚や要求の事柄は大きく変貌している。まず、担い手は持たざる
者であり、その意味では、一般大衆という不可視の存在である。また、私有財産という自己抑制の原理
も機能しにくいため、相互吟味が機能しにくくなる。そのため、無制限で無責任な要求へと転化しかね
ない（福祉社会という無責任社会）。これと並行して、内容面での変容が生じる。私的所有の事柄、例
えば、企業は公的なものと見なされるようになり、政府との違いは小さくなっていき、逆に、家庭のこ
とがらは私的な事柄とされ、議論の場から排除されていく。このような社会と個人との二極分化の中で、
私的なものと公的なものとの間の生き生きとした関係が失われていく。それは、かつて公共性を担い支
えていた市民層の社会的＝家族的ネットワーク（＝媒介としての公共性）が痩せ細るということを意味
する。公共性を支えていた絡み合いが見えなくなってしまう。かくして、議論されるべき事柄の多くは
制度と化してしまう。このように、実は公共性はきわめて歴史的な存在物であり、その文脈から切り離
しえないものであったのである。なるほど、現実には制度や理念として存続していった。しかし、その
後は、それを支える現実（市民と国王との対決）から切り離されたため、形骸化していった。すなわち、
私的権利が保障され、語る場や居場所が保証されてしまえば、公共性へと出かけていくコストが支払わ
れなくなってしまう。公共性の役割を代行するようになったのがマスメディアである。それはあらゆる
議論を代行し、人々の思考をのっとることになる。「批判的公開性は操作的公開性によって駆逐される」
（ハーバーマス 234頁）。結局、すべてはシステムとなる（マスコミに踊らされる全体主義的な公共圏と
市民社会的公共圏の対比）。このようにして、公共性の空疎化はシステムによる独裁に対する抵抗力を
失ってしまう。経済成長が続くかぎりはこのような蜜月は続くが、気まぐれな金融市場は自己制御でき
ないものとなり、人々の暮らしを大きく左右するようなものになってしまった。それに対して、空疎化
した公共性はなすすべもないのである。
以上のようなハーバーマスの議論が示しているのは、公共性が有意義でありうるための条件である。

公共性は、主題化されるべきでありながら、未だ光が当てられていない事柄について論じ、それを「あ
らしめる」、「出現させる」場合には有効でありうる。しかし、そこで論じられるようになった事柄は固
定化し、自明化していくとき、凋落していくことになる。近代における「公共性」は、分配の政治を主
題化したが、やがて、それはシステムへと変貌していき、その生き生きとしたあり方を喪失してしまっ
たのである。
公共性において語られている事柄と、語られるべき事柄（＝政治的なもの）の位置がずれている。こ

のずれを修正しないと、人々を公共性へと呼び戻すことはできないし、また、その公共性は有効ではあ
りえない（形象化するというその役割を果たせない）。一方において、人々の「（私生活への撤退からの）
移行」が必要であるし、他方において、公共性の「（狭義の意味での分配の政治からの）移行」が必要と
なっている。このことが、「市民性教育としての哲学」の課題となる。
もちろん、ハーバーマス自身が公共性の再生について取り組んでいる。その際、そこに立ちはだかっ

たのが、ルーマンのシステム論である。その主張によれば、システムの駒はシステムを俯瞰的に見るこ
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とはできず、それゆえ、システムの包括的な改革はできない。この論点に直面して、ハーバーマス自身
もまたマルクス主義（社会を大きな主体として見ること）を放棄している。全体を俯瞰することはでき
ないし、そもそも、そんなことを主張するとすれば、全体主義になってしまう。ここから、ハーバーマ
スは公共性を手続きとして見るようになる（討議倫理学）。しかし、そうなると、討議もシステムの一つ
でしかなくなってしまう（討議システム）。そして、実際、現代における議会制民主主義の凋落はそのシ
ステム化と無縁ではない。
しかしながら、議論の内容か形式かという二分法は成立するであろうか。また、システムに巻き込ま

れているということはただちにオートマティズムを意味するのであろうか。このような問いを立てると
き、ハーバーマスの手続き民主主義の問題が見えてくることになる。というのも、議論の内実は論争の
中で確立されていくからである（デリダによる代補の論理）。その意味で、手続きは単なる手続きではな
く、内実の生成でもある。合意ではなく、新たな観点や誘惑的なものの産出が重要である。その意味で、
形式か内容かという二分法は成立しない。ハーバーマスは真理を命題真理に限定し、真理の開示性（絡
み合いによって成就すること）を考慮に入れていない。また、普遍性ということで共有的なものを考え
ており、形成的普遍性について考慮に入れていない。このような限界ゆえに、主体とシステムを対比的
に考える結果になってしまい、袋小路に入り込んでいる。むしろ、主体についての解釈を改める必要性
がある。主体といえども自ら全てを意識するわけではない。むしろ、諸意識による調整によって全体が
可能となる。センサーとしての各個人の感覚を全体へとフィードバックさせ、すりあわせをする必要性
があるのである。逆の言い方をすれば、人間のような社会的存在にあっては、システムといえども、議
論によるフィードバックを組み込んだものになっていなくてはならないのである。なるほど、それが全
面的な改革である保障はないが、少なくとも、全体的な改善を志向するものではありうる。
そのように考えるならば、公共性の凋落の問題はシステム化と結びついているが、特に、空疎なシス

テム化（フィードバックの喪失）がネックになっていることがわかる。一方において、公共性における
議論がシステム内的なもの（できあいの論理）になってしまっている。そして、他方において、語られ
るべき主題が公共性からこぼれ落ち、かつ、こぼれ落ちた言説は公共性ではない空間を形成し、そこに
自閉してしまう。公論はロゴスによって制約されたものでなくてはならないが、それが可能であったの
は、語る者が見られる者でもあったからである。公衆の大衆化、マス化は語る者を見えなくしてしまう
（批判者の目を逃れ、自分たちで自己完結できる空間を作ってしまう）。その結果、ロゴスによる制約に
服さない言説が流通することになってしまう。公共性からこぼれ落ちる言説を公共性に取り戻し、かつ、
その言説をロゴスの制約にさらさねばならない。このように、「（私生活への撤退からの）移行」の必要
性と公共性の「（狭義の意味での分配の政治からの）移行」の必要性は同一の出来事の両面なのである。
ここでフーコーによる権力論が重要な意味をもってくる。一般的に、権力とは一部の有力者が所有す

るものであると理解されてきた。それに対して、フーコーは権力は関係性の中に宿るものであることを
示した21。すなわち、権力者が権力をもちうるのは、権力を振るわれる側の者たちがその権力を「承認」
しているからである。たとえ最も生々しい暴力ですら、死をも恐れない人々に対しては権力としては機
能しえない。そもそも、暴力は最も効率の悪い統治である。むしろ、各人が自ら進んで制度に従うなら
ば、無用な軋轢を回避することができ効率的である。かくして、権力は、一方において排除という仕方
で方向性を示しつつも、他方において、主体化を推進することで、成立するようなものなのである（そ
の主体化において排除が現実化される）。したがって、フーコーは訓練のみならず言説（ディスクール）
の流布もまた権力の発生元であるとする。すなわち、語らせ、聞くことの中で主体形成が行われ、それ
が権力関係を産出するというのである。このようにフーコーは権力論の転回を行った。このように部分
的なもの（アナトモ・ポリティック）と全体的なもの（ビオ・ポリティック）とは絡み合っている。私生
活への撤退と公共性の自閉とは相互に関連しあった布置であることが分かる。

21Foucault, Michel, Surveiller et punir, 1975, Foucault, Michel, La volonté de savoir, 1976.
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ただし、このような着想は可能性をも切り開くものである。なるほど、フーコーはコントロールとし
て語るが、それはシステム化した権力関係を転回する可能性をも示唆している。そもそも、権力関係は
一方的な搾取や抑圧ではなく、様々な必要性の両立の可能性を模索するものであり、その可能性の実現
の一つのあり方ではある。重要なのはそれを全面的に否定することではなく、再編することなのである。
その意味では、権力の問題との格闘（権力の批判）はそれ自体、権力関係の中で遂行されるようなもの
である（絡み合いの外にあっては有効ではない）。フーコーによればまずは語らせ、それを聞くいこと
が主体形成であり、権力への巻き込みである。しかし、そこを出発点としなくては権力はもちろん、そ
の批判もまた不可能となってしまう。フーコーは、アルチュセールが使い始めた déplacementという概
念を用いて、権力への巻き込みを語っているが、そこからの離脱もまた déplacementとして可能となる
（移行、転調）。権力関係の固定化に対抗するためには、権力の生成のメカニズムについて自覚的になる
ことが必要である。一方で、権力関係は自己に生きる場を提供するが、他方において、自己を制約しも
する。まず第一に、自己の内面に自閉するのではなく、両側面の絡み合いを意識化することが必要とな
る（セルフ・モニタリングとフィードバック）。その上で、絡み合いをずらしていく可能性が検討課題と
なることができる。
イタリアの社会学者メルッチはミラノにおいて社会運動のフィールド・ワーク調査を行い、それらの社

会運動のあり方が以上においてみてきたようなフーコー的権力のあり方によって編成されるようになっ
ているということを報告している22。これは伝統的な公共性の概念に代わる、新しい公共性のあり方を
示唆するものである。
メルッチは、７０年代以降、従来の運動が衰退し、「新しい運動」が勃興しているという。ここで従来

の運動とは、政党や組合に代表されるように、何らかのイデオロギーや動機を共有しあった人々がその
目的を達成することを目ざして、組織化を行うというものである。このような運動観に基づいて、従来
の運動研究は、ある集団の社会状況を分析し、そこから集合行為の原因を演繹するのが常であった。こ
こでは、動機や目的は安定した定項として取り扱うことができると想定されている。これに対して、メ
ルッチはエコロジーやフェミニズムの運動を例に取り上げ、上記のような運動観によってはうまく分析
できないような運動が広まっているとしている。「運動の社会的空間はシステムのなかの別個のエリア
となり、もはや伝統的形式の連帯組織とは合致しないし、また従来型の政治的代表者のチャンネルとも
合致しない」(ix)。メルッチはその背景として、「高度に差異化された複合社会に典型的な生活様式への
関わりが増大するにつれて、人々は生存の痛みにさらされるという事実」(v)を指摘している。グロー
バリゼーションは諸制度の変容を迫り、様々な緊張を生み出している。これに対して、人々は「緊張を
コントロールしようとして反応する」が (viii)、複雑な社会においては、全面的なコントロールは不可能
であるため、運動は目的を目指して一直線に活動するようなものではありえず、一種の「記号」となる
(viii)。だが同時に、このような運動は参加者に居場所を提供することで、緊張を緩和する役割を果たす。
このような仕方で、「人間が自らの人生を意味あるものにしょうとして利用する隠れたネットワークと、
人間が権力と対決して自らの主張、要求、苦情を表現する公的動員」(v)とが関係するようになる。「今
日の運動では、もはや外的目標は内的形態から分離され得ない」(83)。このことは、運動の顕在的側面
を可能ならしめるためには、潜在的な側面が必要となるということを意味している (77)。「意味のオー
ルタナティヴなフレームワークを日常的に生産することにより集合行為が育まれる」(77)。
これらの運動においては、動機や目的はアプリオリなものではなく、むしろ、プロセスの中で形成さ

れていくという側面が強くなっている。すなわち、一方において、参加者は運動に参加することで個人
的インベストメントを求める。そうなると、単に目標達成のための「道具的」存在ではなく、運動自体
が目標になる。「それ［現代的な運動］は、もはや単に目標達成のための「道具的」存在ではなく、そこ
ではその運動自体が目標となっている」(64)。

22アルベルト・メルッチ（山之内靖他訳）『現在に生きる遊牧民』（岩波書店）1997 [=Melucci, Alberto, Nomads of the
present, 1989] 。以下、同書からの引用は翻訳により、頁づけのみを記す。
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しかし、他方において、運動が運動である以上、それは趣味のサークルとは区別され、何らかの意義
ある達成を求めるものでもある。「運動が要請するのは、アイデンティティーと合意を生み出すような調
整装置によって、人々の日常的生存に適用されるコントロールを増大すること」(xvii)である。このよう
に、運動において行為の意味の個人的および集合的な再獲得が中心課題となる。目的、動機といったそ
れぞれの軸に照らし合わせて、運動のあり方は、学習プロセスにより、何度もモデル化し直されること
になる。「その運動組織は自己言及的 (self-referential)性格を有している」(65)。その結果、「運動とは、
イデオローグがそれに課する整合的な統一目標に従って動く実体ではない。それは、行為のシステムで
あり、社会的行為の様々に異なるレヴェルと意味との間で揺れ動く複合的なネットワークである。運動
のアイデンティティは、与件でもなければ本質でもない。行為者間の交換、交渉、決定、紛争の結果で
ある」(x)。紛争は、生物的・愛情関係的・シンボル的局面とかかわるところの、また時間や空間や「他
者」と関わるところの、自我の定義へと及んでゆく。個人と情報が循環する交換システム。運動組織は
自己言及的性格をもつにいたる。
ここにおいて重要なのは、参加者自身がこれらの絡み合った相互関係に対して意識的となっていると

いう点である。「人々は行為し計画する能力自体へと行為する。社会システムは、開放的「可塑的」であ
り、かつ自己言及的な行為に向かうシステム的能力を発見したのである」(45)。このことにより、一方
において、当たり前の与件だと見なされていたことですら、状況次第では変貌しうるものとして、交渉
の余地のあるものと見なされるようになる。すなわち、「かつては社会の「自然的」特徴の再生産と見
なされていたものが、社会的介入の場となり、かつての自然法則は社会行為の対象へと変貌する」(46)。
例えば、ジェンダーは自然的与件の問題ではなく、社会的構築によるものであると見なされるようにな
る。これと平行して、他方において、自らの自己ですら、もはや自明ではなく、交渉の結果発生するも
のとして見なされるようになる。紛争は、生物的・愛情関係的・シンボル的局面とかかわるところの、ま
た時間や空間や「他者」と関わるところの、自我の定義へと及んでゆくことになる。「われわれの経験
の大部分は、社会的に作り出された環境の中で起きている。メディアは、われわれの行為を表象／反映
し、諸個人はこれらのメッセージを統合し、再生産することで、螺旋型的に自己を強化していく」(96)。
以上のようなメルッチの分析から、「新しい公共空間」のモデルの特徴を析出することができる。まず

第一に、このようなネットワークの主題化は、自明とされる解決とは異なる仕方での解決の模索を可能
ならしめる。フーコーが指摘しているように権力関係は隠蔽され、中立的な手続きの中に織り込まれ、
拡大してゆくメディア市場の大量消費パターンとして結晶化されている。そのため、既成の制度の枠で
アポリアが発生していることは、既成の枠組みの中では見えず、社会生活の目標に対して責任を負う者
はどこにも現れない。その枠組みを規定している権力関係を見えるようにしないと、アポリアから出る
ことはできない。「集合行為の基本的な役割の一つは、まさしく、権力が可視化される公共空間を創設す
ることによって、社会生活が向かっている目的を顕在化することである。権力が認知可能となることで、
交渉も可能となる」(87)。言い換えれば、日常的な権力関係の中を動いている限り、発生してしまうよ
うな問題について、それがどのような脈絡から発生しているのかを可視化することによって、その関係
を組み替え、解決を目指すような可能性が切り開かれるというのである。
そして、第二に、運動の効果は運動によって直接遂行されるだけではなく、運動の存在そのものがメッ

セージとなることによってももたらされうるという着想が開かれる。「集合行為は文化的コードに焦点を
当てるため、運動の形式そのものがメッセージとなり、支配的コードへの象徴的挑戦となる」(64)。「こ
の対立が、オールタナティヴな時間・空間・個人間関係における経験の可能性のシグナルとなり、次い
で、システムの技術的合理性への挑戦となる」(65)。これにともなって、運動の形態もまた変容を被る。
従来型の個人を従属させるような運動観そのものが批判の対象と見なされ、参加は限定的で一時的とな
るが、１）パーソナル・アイデンティティーや象徴的アイデンティフィケーションが創造され、社会的
に分配される方法は、絶えず変化していることや、２）システムの側からの矛盾した要求を経験し、そ
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れに異議を唱える行為者は、つねにそのような姿勢で生きているわけではないし、単一の社会的カテゴ
リーに属するわけでもないことから、このような着想は、組織ではない連帯のあり方の可能性をもたら
すものである。「動員とは特定の問題に関して展開されるものであって、運動とは別次元のものである。
運動は、日常的な社会的関係のネットワークのなかに、時間や空間を再獲得する能力と意志のなかに、
あるいはオールタナティヴなライフスタイルを実践する試みのなかに、息づいている」(78)。そうなる
と、運動を遂行するということは、同じイデオロギーを共有することではなく、異なった考え方をもち
つつも、諸事情から、同じ運動に参加し、その点において「連帯」するということになる。「近年の集合
行為は多面的現実であり、〔例えば〕平和動員によって境界区分された特定の変動局面においてのみ結集
する」(94)。だとすれば、そのような事情をわきまえて、活動することができるのでなくてはならない。
例えば、運動の可視的側面である動員は潜在的な側面に依拠し、それどころか、運動の潜在局面こそが
効果的な強さが効果的な強さを引き出すという逆説がありうることが意識化されねばならない。潜在局
面とは不活動性を意味するものではなく、むしろ、抵抗や反対へのポテンシャルが、日常生活という構
造そのものの中に縫い込まれているということである。このようにして、政治関係は「動員」から「参
加」（＝アイデンティティやライフスタイルの提供）へと変貌することになる。また、同時に、個人化し
た生活様式を維持するためにも、個人が政治関係へと参加することが不可欠であることが自覚されねば
ならない。「民主主義の必要条件とはまずもって、政治制度や政党、国家構造とは独立した、公共空間で
あることが明らかとなる」(224)。「公共空間」とは政治制度と日常生活の中間に位置し、両者を媒介す
るものとなる23。
第三に、このような変容そのものが実験的価値として尊重され、そこに自己の意味があるという着想

が開かれる。「個人的経験の統一性や連続性は、特定のモデルやグループや文化との固定的なアイデン
ティフィケーションによって確保されるものではないということである。むしろ、それは「アイデンティ
ティの形を変え」、現在という時点に於いてアイデンティティを再定義し、意志決定と同盟をくり返し
変更する内的キャパシティに基礎づけられなければならない」(133)。確かに、現代的紛争の基盤が意味
の生産へと移行しているために、政治との関係は希薄になってきている。集合行為の関心は日常生活や
個々人同士の関係、時間や空間の新しい認識へと向けられる。集合主体はネットワークの中で分散化・
断片化・アトム化してしまい、すぐにセクトや感情的な支援サークルやセラピー・グループとなって消
滅してしまう。しかし、だからといって全く消滅してしまうのではなく、違った文脈のもとに再生して
くる。運動はこのような断続的な実験という様相を帯びることになる。集合行為を制度的変動へと転化
する意志決定（や「政策」）といった政治媒介によっては、集合行為を決して代表することはできない。
それらの形式は、日常生活の経験に根ざしているゆえに前政治的であり、政治勢力が完全にはその行為
形態を代表できないがゆえに、超政治的である。
第四に、「その上に、システム内で利用可能な余剰資源や文化的可能性の広がりによって、行為者は学

習することを学習することが可能となり、行為自体に働きかける自己再帰的行為を生み出す」(65)よう
になる。すなわち、新しい運動に関与することは単にその問題に関わる事柄について学習するだけでは
なく、他の問題に対する関与のありかたをも学習することになる。「複合社会においては、知識はますま
す再帰的になっている。そこではもはやたんなる学習が問題なのではなく、学習態度を学習することが
問題となっている。つまりは、認知過程や動機づけのプロセスを管理し、それらを新しい問題に適合さ
せることが問題なのである」(131)。
近代において社会のシステム化が進行した。なるほど、そのようなシステム化は社会的関係の調節を

合理化するものであった。しかし、ハーバーマスが指摘しているように、個人がそのような社会システ
ムに適応し、社会的関係の調節をシステムに委ねるようになると、個人を支えていた公共性が痩せ細り、
それにともなって、個人の主体としてのあり方も溶解してしまうことになる。そして、個人が公共性か

23メルッチはこれを「日常生活の民主化」(225)と呼んでいる。
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ら撤退するのにともなって、個人の参加によって支えられていた社会制度も硬直化することになり、社
会の複雑化に対応できなくなっている。フーコーは主体の関係性の中に宿るものとして権力を考えてい
たが、主体としてのあり方が弱まるとともに、権力関係としての社会性もまた揺らぐことになる。ここ
にシステム化のジレンマがある。支配のためにすら、主体化が不可欠なのである。公共性を回復するた
めには、それを担う個人を、再帰的なものとして主体化することが必要になる。システムの与えるよう
な保障を当てに出来ない状況の中においても、周囲とののりしろに依拠しながら、なんとか軋轢を処理
していくことができるような再帰的自己を練り上げていく必要がある。
近代において、個人の政治への関与は既存の政治活動への動員として考えられてきた。これに対して、

メルッチが主体化のオルタナティブとして考えているのが、参加である。ここには発想の逆転が見られ
る。動員が価値の実現を目指し、その目的に個人を従属させるのに対して、参加はまず個人に共同体の
中での「居場所」「係留地」を提供する。だが、このような「居場所」は、個人に立場を付与し、そこか
らの展望を語らしめることになる。「居場所」の提供は主体化をもたらすのである。このようにして、参
加とともに、公共性が立ち上がることになる。メルッチはこのような公共性を「新しい公共空間」と呼
び、それを「日常的には潜在化していて見えにくい空間であるが、人々のあいだに浸透しているさまざ
まな文化的価値について、その自由な表現を可能にし、それを巡る意見交換や態度表明が活発におこな
われる寛容な場」と説明している。ここにおいて、政治参加の枠組みが組み替えられ、「集会」は「立ち
話」や「カフェ」として構築しなおされる。そしてそれと同時に、政治は個人を従属させるものから、
個人を誘惑するものとして変貌することになる。なるほど、このような変化は、あてどない彷徨となる
可能性をはらんでいるが、同時に、多様な「文化的実験」（64）が行われることでもある。そこに価値が
芽生えることになる。すなわち、公共性というそのような形式的関係さえできれば、後の内実は後から
ついてくる。主体化の絡み合いは内実を生み出さずにはいられないからである（挫折すら、意味をもた
らしてしまう）。

3.6 「子どものための哲学」と「移行」の体験
後期近代においては、知識、自己、関係性が再帰化することになり、それに対処することが「市民性

教育」に課せられた課題となっていた。これに対して、哲学は古代から「移行」を主題としてきた。そ
れによれば、「移行」とは、経験された事柄を新しい状況に適用することにより、新たな視座を切り開い
ていく営みを自覚的に遂行することであった（3.2節）。「移行」の概念は、知識、自己、共同体といった
近代的な諸概念の問い直しをせまるものである。まず、現代思想における「移行」の主題化は「知の再
帰化」の進行という状況に呼応するものでると同時に、それに対する対応を提供するものであった（3.3

節）。そして、このような「移行」に基づく思考法は、自己の再帰性がもたらす諸緊張関係に対する対処
法を示すものであった（3.4節）。さらに、現代における共同体への参加は「移行」の概念を具体化する
ようなものであった（3.5節）。
しかるに、学校教育のカリキュラムが依拠しているのは１９世紀に確立された近代的な学問の体系で

あり、知・自己・関係についてのダイナミズムが諸学問において主題化され、展開されるようになった
のはその後のことである。このような事情から、学校教育のカリキュラムにおいて、知識は客観的実在
に対応するものとして、自己はやがて確立されるべきものとして、社会は目的を実現すべきものとして
想定され、教えられてきた。学校教育の中では、知識、自己、関係性の再帰性やそれがもたらすパラド
クスについては主題化されていないのみならず、ほとんど触れられてさえいない。なるほど、内容の点
においてはその後の知見が盛り込まれてはいるにしても、基本的な概念枠組みは近代に典型的なもので
ある。例えば、個人と集団のジレンマについては道徳的な主題として個別的な問題としては取り上げら
れることはあったにしても、徳目主義として取り扱われてきたにすぎず、そのジレンマを解消する具体
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的な方法論を主題化することはまれであった。そこで、市民性教育においては、これらの諸概念（自由、
主体、共同体）を語り直す手法を伝え、体験させるというパラダイムの転換が必要となる。
その際、知識、自己、関係性のそれぞれが再帰化しているということと同時に、これら三つが相互に

関連しあっており、これまた再帰的な関係の内にあることに注目することが重要となる。第四章におい
て、政治的活動が、何かを実現する目的であると同時にそれにとどまらず、居場所を獲得する手段でも
あり、その都度の状況の中で意味づけを変容させていくようなものになっていったことをみた。
まず第一に、このような政治的関係の変容について教えることが必要となる。その際、個人と政治的

関係の間の入り組んだ関係を感覚できるようにすることが重要となる。3.4節において見たように、哲
学はそのような課題に取り組んできた。すなわち、日常生活において、人間は様々な営みに没頭し、引
き裂かれているが、それらの間の関係を問い直すことによって、それらとの関係を再調整することが可
能となる。哲学は、認識を自分の幸福を達成するという文脈のもとに位置づけなおし、それらとの関係
を再調整することを目ざす営みなのである。
そして第二に、それとともに、哲学の体験を通して、その都度の状況に対処するための方法論を教え

ることが教育の課題となっている。3.2節において見たように、哲学の歴史はそのような方法論のレパー
トリーを備えていた24。
そして、第三に、現代思想における「移行」の主題化は、「知の再帰化」の進行という状況に呼応する

ものであったが、それと同時に、このような状況に対する対処法を提供するものでもあった。すなわち、
哲学の経験が示すところでは、「移行」に慣れ親しむことは対処法の手がかりを提供するものであり、そ
のことによって不安を緩和することが期待されるのである。このような意味で、哲学の「移行」を学ぶ
ことが、市民性教育における基盤形成の役割を果たすことができる。
とはいえ、以上のことは「子どものための哲学」を「市民性教育」として導入する際の概念枠組みで

しかない。それを学校教育の枠組みの中で具体化することが次の課題となる。まず、以上の課題を具体
的なカリキュラムとして展開するとすればどのようなものになるかという課題がある。また、学校教育
は教科の枠組みを中心としているため、このカリキュラムが既存の教科とどのように関わることになる
のかについて考えておかねばならない。例えば、既存の教科の中で展開するとすれば、どのような関わ
りが可能となるかや、逆に、既存の教科に対してどのような変化を要請することになるのかが問題とな
る。さらに、このカリキュラムを具体的に実践する際、具体的にどのようなことが留意されねばならな
いのか、例えば、教授や評価はどのように行うのかという実践的な課題が生じる。この問題について論
じるのが第４章の課題となる。

24例えば、「存在」の理解は、根本的な経験とその適用との相互循環関係の中を動いていた。さしあたりは、先行する存在理
解に即して、「存在」への関わりが遂行されることになるが、そのような諸々の関わりは、当初の仕方での「存在」のあり方に
還元しえないものへの出合いをももたらし、「存在」の新たなあり方や新たな関わり方を発見させることにつながり、さらに
は、当初の事柄についての関わり方を変様させたり、豊富にしたりする可能性をはらんでいるのであった。
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第１章において見たように、後期近代においては、知識、自己、関係性が再帰化すること
になり、それに対処することが「市民性教育」に課せられた課題となっていた。そこで、第
３章において、「市民性教育」の具体的なカリキュラムを考えるための準備として、現代社会
における「移行」がいかなるものであるのかを解明することを試みた。そして、哲学が主題
化してきた「移行」の概念が、知識、自己、共同体といった近代的な諸概念の問い直しをせ
まるものであり、現代における知、自己、共同体の流動化に対応するものとなっていること
を明らかにするとともに、これらが「市民性教育」において主題化されるべき再帰性の概念
のモデルを提起していることを示した。第４章の課題は、「子どものための哲学」を「市民
性教育」として導入するために、上記論文において示された概念枠組みを具体的なカリキュ
ラムとして展開することである。まず、「市民性教育」がこれまでどのような「理念」のも
と実施され、どのような問題を抱えてきたのかを確認する（4.1節）。そして、このような問
題に対しては様々な模索が行われており、その問題意識を明確化しておくことにする（4.2

節）。しかし、この問題意識に対応するためには従来の「市民性教育」が依拠してきたフレー
ムワークそのものを見直すことが必要となる。「子どものための哲学」の方法論に基づいてこ
の問題意識に対応する可能性を検討する（4.3節）。最後に、これらの考察に依拠しながら、
「市民性教育」としての「子どものための哲学」のカリキュラムの概略を展開することを試
みる（4.4節）。

4.1 「市民性教育」の理念とゆらぎ
4.1.1 「市民性教育」の理念

（１）「市民性」の概念

市民性教育について考察するに先立って、「市民性」の概念を明確にしておく必要がある。「市民性」
の概念についてはマーシャルの規定が古典的となっている1。それによれば、「市民性」の概念はその都
度の社会のあり方によって変化してきた。まず第一に、いかなる共同体においても、共同体の構成員を
そうでない者から区別することは重要であり、その構成員はそのことに由来する権利と義務を負うと考
えられてきた。このような着想から「共和主義的市民性」という概念が発生してくることになる。これ
に対して、近代になってから、個人の自由（特に、経済的自由）を保証しようとして、「自由主義的市民
性」という概念が発生してくる。その後、２０世紀になってから、自由によっては必ずしも保証されな
い平等を重視する社会権の概念が広まり、市民権の発想を拡張することになった2。このような三つの概
念は、近代においては、参政権、公民権、社会権として定式化されることになる。

1マーシャル『シチズンシップと社会階級』（法律文化社）1949。
2マーシャル『シチズンシップと社会階級』によれば、社会権とは「経済的福祉と安全の最小限を請求する権利にはじまっ

て、社会的財産を完全に分かち合う権利や、社会の標準的な水準に照らして文明的な生活を送る権利にいたるまでの、広範囲
の諸権利」のことであるが、マーシャルは、自由主義が、自由か平等かというアポリアにつきまとわれていることを指摘した。
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確かに、マーシャルの三分法はヨーロッパの歴史に依拠し、ヨーロッパの近代国家における市民像に
強く規定されている。このことから、「市民」という概念を一般化することはできないという批判も生
まれることになる。しかし、「市民 (citizen)」とは、本来都市における住民のことであり、前近代的共
同体から近代的共同体への移行の中での共存のあり方 (civism：公民精神)を模索する者のことであり、
civilisation（文明化）の概念と結びついている。もちろん、文明がある特定の文化的様式でしかないとす
る批判もある。しかし、civilisationとは本来、野蛮状態から脱し、共存の可能性を模索することであっ
た3。このような水準において見るならば、「市民」は、必ずしも実体的な概念というよりは、むしろ、
それぞれの状況の中で追求されるべき理念と解釈することが可能であり、この場合には上記の批判は当
たらないことになる。

（２）市民性と教育

近代以前の共同体においても、その構成員が市民となることは重要なことであり、したがって、教育
の対象となってきた。というよりも、むしろ、教育の目的が共同体の形成と維持であることを考慮に入
れるならば、教育とは本来、市民性教育であったと考えることも可能である4。しかし、近代になり、近
代教育が国民形成として構想されるようになると、市民性教育は公民教育として理解されるようになっ
ていった。もちろん、国家のおかれた状況により、その内容は様々であった。例えば、戦前の日本であ
れば、「皇民教育」がその目的とされたのに対して、戦後においては、民主的な国民の育成が課題とされ
た。また、アメリカ合衆国のような移民国家においては、アメリカ合衆国という理念へのコミットメン
トが必要不可欠な条件であり、合衆国の憲法についての知識とならんで、合衆国の歴史や地理について
の知識が市民権（国籍）の条件であると考えられていた5。さらに、フランスにおいてはフランス革命の
理念を共有することが市民の条件であると考えられていた。なるほど、市民としての資質は様々である
が、いずれの場合においても、教育の最終的な目的は国民の育成であった。

（３）「教科主義」的市民性教育

（２）において見たように、教育全体の目標は国民形成ではあったが、産業主義に対応すべく、教育
されるべき内容は拡張していき、産業に寄与する学力形成が求められるようになっていった6。例えば、
イギリスの場合、60年代の教育改革の中心は、スプートニク・ショックに由来する、「科学革命」への
対処であった。科学の知識が国力を支えると考えられたのである7。この流れは後にサッチャー政権のも
とでの「ナショナルカリキュラム」に代表される教育改革に接続していくことになる8。同様の現象はフ
ランスにおいても見られた9。もともと、アメリカにおいては、デューイに代表されるように、生活主義

3森　秀樹「相互作用における現代文明の社会的構築」兵庫教育大学紀要編集委員会編『兵庫教育大学研究紀要』第 30
巻,2007,pp. 101-114を参照。

4「教育基本法」第一条によれば、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質
を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」。

5アメリカ合衆国は意味に対して市民権試験を課し、その合格を国籍取得の条件とした。また、国民もまたドールの『アメ
リカ市民』にもりこまれたような内容を教えられた（二宮晧『市民形成論』（放送大学大学院教材）2007,p.95）。「独立革命後
はいわゆるアメリカ人としての団結意識の強化が叫ばれ、学校教育の中にアメリカ人としての自覚を育成するための愛国心教
育の実施が求められた」（鈴木 健一・井原 政純『社会科教育法の基礎』(多賀出版),1984,p.19）。

6冷戦と新興国の台頭がその背景にあった。
7長尾十三二『西洋教育史』（東京大学出版会）1991, p.288。
8ナショナルカリキュラムは当初、「教科中心的でアカデミックな性格」のものであった（柴田 義松・斉藤 利彦『近現代教

育史』（学文社）2000, p.85）。
9「1960年代に入ると、高等教育人口の急増による大学の大衆化傾向と、技術革新・高度経済成長社会への大学の対応を求

める産業界の要求とが大学の変革を強く求め始める」（長尾十三二『西洋教育史』（東京大学出版会）1991, p.294）。このこと
はミッテラン政権における教育改革においても受け継がれ、例えば、教科細分化として現れた（柴田 義松・斉藤 利彦『近現
代教育史』（学文社）2000, p.87）。
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的・経験主義的傾向が強かった10。これは社会的統合のためであると同時に、プラグマティズム的な知
識観（生活の中での知）に基づくものでもあり、知識主義と対立するわけではなかった11。しかしなが
ら、このような流れは常に批判にさらされており、６０年代には、産業界からの要求に応じて、学力主
義への流れや教育の工学化が見られた12。もちろん、これに対する再批判も見られたが、『パイデイア提
言�教育改革宣言�』(1982)や『危機に立つ国家』(1983)は、基礎教科の徹底を提言し、後の教育改革
（例えば、ブルーナー）を規定した13。これに対して、ファシズムを経験した西ドイツにあっては、アメ
リカの影響のもとで、産業主義と同時に社会的モラルの教育が強調された14。
このような状況の中で、市民性教育それ自身は教育の対象の一部として位置づけられ、一つの教科と

して教えられるようになっていく。市民的資質の育成を社会認識の形成によって遂行しようと考えたの
である。一方で、社会科学の知見の教授があり、他方に、（例えば、問題解決学習に見られるように）主
体の立場において認識という経験をさせるという方策がある。タバやホルトの社会科は、教育を通して
子どもを社会科学者的思考に近づけていくことを目指した15。これに対して、自己決定能力をもつ主体
性の育成に力点を置く立場もある。その場合、「探究型社会科」が考えられる。それはデューイ主義にな
る可能性もあるが、その自己決定能力が、科学的認識に依拠するものであるべきだと考えられるならば、
前者に接近することになる（例えば、合理的意志決定論）。

（４）日本における「社会科」

ここでは、教科主義の背景の中での市民性教育の具体的内容を日本を事例にして見ておくことにする。
というのも、日本は、一方において、ドイツと同様にファシズムを経験し、それに対する批判としてア
メリカの影響を強くうけ、「公民的資質」の形成に力点を置くと同時に、他方において、日本は高度経済
成長期においては教科主義において成功を収めるなど、日本は上記のような流れの一つの典型と見なす
ことができるからである。
戦後の日本の教育は、アメリカの影響下において、戦前の教育に対する批判に基づき16、自立的な思

考力を備えた「民主的公民」を育成することを目ざした17。この改革において中心的な役割を果たすも
のとされたのが、戦前の歴史・地理・修身を、アメリカの Social Studiesをモデルとする社会科によって
改革することであった。改正前の教育基本法の第一条は「教育は、人格の完成をめざし、平和な国家及
び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神
に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」としていた。そして、「公民的
資質」の育成を目標として設置された社会科は「単元学習と問題解決学習を基本的な学習原理とした総
合的な社会認識の育成」によってそれを達成しようとした18。

10「アメリカにおける社会科と一口にいくが、それには、大きくいって二つのことなった立場ないし要求がある。第一は、人
間生活・社会生活に関係のある、伝統的な諸教科を関連づけ、あるいは統合したものが社会科だとする立場である。……第二
の立場は、社会科の本質はむしろ、われわれの日常的な生活問題・社会生活問題の研究だとするもので、……教科以前の問題
を直接とりあつかうのが社会科だとする立場である」（河合章『社会科教育の理論』（青木書店）1979, p.36）。

11「それ［＝『中等教育の根本原理』］は、中等教育の７目標として、健康、３Ｒ'ｓ、職業教育、公民教育、よき家庭人、
余暇の善用、倫理的性格をあげていた」（柴田 義松・斉藤 利彦『近現代教育史』（学文社）2000, p.67頁）。

12長尾十三二『西洋教育史』（東京大学出版会）1991, p.303。
13柴田 義松・斉藤 利彦『近現代教育史』（学文社）2000, p.75。
14長尾十三二『西洋教育史』（東京大学出版会）1991, p.297。
15全国社会科教育学会『社会科教育学研究ハンドブック』（明治図書）2001, p.80。
161931年、中学校に「公民科」が設置される。ただし、その内実は「皇民」化教育であり、1943年には「修身科」に統合

された。
17「［アメリカ教育団報告書によれば］新しい教育の目的を達成するためには……各自に思考の独立・個性の発展および民主的

公民としての権利と責任とを、助長するようにすべきである」（鈴木 健一・井原 政純『社会科教育法の基礎』(多賀出版),1984,
p.26）。

181948年『小学校社会科学習指導要領　補説』は、すでに社会科の主要目標を「公民的資質」の育成であると述べている。
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その後、国際社会への復帰を経由して、1958年の学習指導要領は一つの方向転換をとげるものであっ
た（特に、中学校において）19。すなわち、まず、日本人としての自覚と系統学習の強化を提唱し、社
会科は地理、歴史、政治経済社会的分野（公民）からなる教科としての性格を強めた。そして、その代
わりに、道徳の時間を創設することで、人間形成としての役割をそちらに担わせようとした20。すなわ
ち、市民性教育は、一方においては、市民社会が形成されてきた歴史、社会を規定する様々な契機（地
理、産業）についての知識、市民社会の仕組みについての知識（これは市民のあり方についての知識で
もある）の習得によって、そして、他方においては、道徳による人格の陶冶によって、遂行されると考
えられたのである。

4.1.2 「市民性教育」のゆらぎ

このような市民性教育のあり方は曲がり角を迎えている。一方では、国民国家枠組みで構想されてき
た「市民」の概念が揺らぎを迎えている。そして、他方では、「市民」のあり方についての知識を伝達す
ることによって「市民」を育成するという考え方が限界をむかえている。

（１）「市民」概念の変容

以上において見てきたように、市民性教育は近代の国民国家の枠組みの中で構想されたものであった。
しかしながら、グローバリゼーションの進行は国民国家の枠組みを揺るがしている。まず第一に、グロー
バル化による人や物の移動の拡大は様々な摩擦を引き起こしている。例えば、労働力の移動により、市
民が多様化している。また、様々な文化的産物の交流も盛んになっている。このような状況の中で、多
様化した市民の共存や文化の多様化といった問題が発生している。さらに第二に、グローバリゼーショ
ンは人々の暮らしを流動化させる。第１章において検討したように、知のあり方、自己のあり方、関係
性のあり方が流動化しており、従来のあり方をモデルとすることが困難になっている。このような状況
が、若者たちの社会不適応の背景となっていた。そして第三に、グローバリゼーションの進行は従来の
国家枠組みでは解決できないような問題を引き起こしている。例えば、環境問題や経済問題においては、
国民国家の枠組みを越えた取り組みが必要とされている。
このような背景のもとで、「市民」の概念そのものが議論の対象となっている。近代国民国家において

は、自由主義的な市民概念が理想とされ、それが定着してきた。しかし、その個人主義的傾向が進行す
ると、政治や共同体への無関心といった共同体の紐帯を危うくする現象も発生してきた。そのような背
景の中で、市民性教育の必要が主張されることになるが、すると、そこでは共和主義的市民性が念頭に
おかれていることになる。とはいえ、共同体への帰属意識や義務を強調する立場は、共同体そのものが
多様化するグローバリゼーションの中では問題を引き起こすことにもなりかねない。ここでは、自由主
義的な市民概念と共和主義的な市民概念とが摩擦を引き起こしている。すると、多様化する共同体の諸
問題に対して、社会権の発想に基づいて、対処するような（自由主義的というよりは）リベラルな市民
の概念が必要となる。ただし、それは個人主義的なものではなく、共同体主義的発想に基づくものでな
くてはならない。さらに、このような理想を政治的に解決できるためには、共和主義的伝統への配慮も
必要となる。このように、現代にあっては、市民性の概念そのものが様々な理念のもとでゆらいでおり、
そのような諸理念の軋轢に対応できることが新しい市民に求められる能力であると言うことができる。

19具体的には、1958年、学力向上のため、学習内容を明確化するために、中学校社会の中に地理、歴史、政治・経済・社会
（1969年に公民）という三つの分野をもうけることとし、系統主義的傾向が強化された。高校において、地理・歴史科と公民
科が設置されるのは、1989年になってからである。

201958年、道徳心向上を目ざして、「道徳」という領域が設置された。
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また、誰を市民と見なすのかという点でも議論が発生している。国民国家の理念は、国籍をもつ国民＝
公民（市民）というものであった。しかし、グローバル化の進行とともに多文化的状況が発生し、国籍
をもたないが、共同体に属し、共同体に大きな影響をもたらす人々の存在が無視できないものとなって
いる。このような人々を市民として遇するとともに、多文化的状況の中でこのような人々と共存してい
くことが課題となっている。一方においては、このような人々に対して市民権を付与すべきであるとい
う議論がある。しかし、これに対しては、それは現実的ではなく、また、必ずしも求められているとは
限らないという批判もある。そこで他方においては、市民権の概念を現状に合わせて多様なものとすべ
きであるという「多重的市民権」の考えも出現している21。
これと並行して、市民が働く場についても多様化している。共和主義の伝統によれば市民の公的な活

動の場とは政治参加であり、防衛であった。しかし、これは国民国家の枠組みに基づくものである。こ
れに対して、現代の市民はグローバルな問題に曝されており、それに対処することが求められている。
また、行政にすべてをまかせるといったことも困難になっている。そのため、国家や行政の枠とは別な
仕方で公的な活動を行うＮＧＯやＮＰＯといった新しい主体が登場している。市民に対して国家や行政
とは異なった「公共性」を担うことが求められるようになっているのである。
以上において見てきたように、現代社会において、市民の役割は大きなものとなっており、複雑化し

ているにもかかわらず、市民としての意識は低下しているとされる（例えば、IEAによる公民教育調査
を参照）。まず第一に、従来的な市民性教育において教えられてきた知識はなかなか定着していない。そ
して第二に、政治などへの参加は低調である。これはしばしば（政治によって権利を保証しようとする
よりは、個人的な生活をより重視する）個人主義として批判されてきた。しかし、これに比べれば新し
い公共性への参加は少しずつ増加している。だとすれば、人々の関心の在処が変容していると考えるこ
ともできる。すなわち、一見すると市民意識は低下しているように見えるが、それは従来の市民性概念
から測定されているからであり、人々の関心の変容を考慮に入れるならば、必ずしもそうはいえないと
いうのである22。いずれにしても、市民性の質をめぐる議論は市民性の概念と結びついており、この点
で枠組みが整備されていないままである。
「市民」の概念はもともとはヨーロッパの歴史の中で形成されてきたものであり、日本はそれを受容
した。しかし、日本にはそれ以前から近代社会が存在しており、そこにおいて様々な共存のあり方が模
索されてきた。ここにおいて、ヨーロッパ的な市民の概念と日本における市民の概念とは必ずしも一致
しないのではないかという議論が生じることになる。例えば、このことは「東アジア的シチズンシップ」
という風に表現されることもある。ただし、その場合は、その都度の共同体の状況の中で「共存」を模
索するという「市民性」の普遍的概念との関連を考察しなおすことが必要となろう。

（２）知識中心の教育の限界

状況の変化の中で、市民性の概念そのものが問いに付されているのと並行して、市民性教育そのもの
に対しても問題点が指摘されている。社会に関する知識や認識を提供することによって、実践的な主体
を育てようというのが従来の教育の路線であったが、その手段が結果に結びついていっていない現状が
ある。まず第一に、知識中心の教育が行われることによって、知識はあるが、理解が浅薄であるという
批判がなされている23。またこれと並んで、第二に、単なる知識だけでは複雑化した社会の問題に対応

21ヒーター『市民権とは何か』（岩波書店）2002は、シチズンという概念の限界を埋めるものとして、デニズン（住民）と
いう概念を提案している。

22この点については、3.5節におけるメルッチに関する議論を参照のこと。
23嶺井 明子『世界のシティズンシップ教育』（東信堂）2007, p.10参照。1999年に行われた IEAによる公民教育調査 (IEA,

Citizenship and Education in twenty-eight countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen, Executive
Summary)によれば、「国にとって不利となる歴史的側面をなるべく目立たなくしたいというある国の望みを描いたまんがを見
て、そこにある主要なメッセージを読み取ることができた生徒はたったの 57%であった」。しかし、同時に「公民の知識が最も
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できないのでないのかというより根本的な疑問も提示されている。このような論者は、知識やその理解
よりもそれらに基づいて複雑な問題を解決できる能力であるコンピテンシーの育成が重要であると主張
する。例えば、欧州評議会は市民的コンピテンシーを、知識、スキル、態度、価値、行動からなるとし
ている24。そして、第三に、これらの結果として、市民性に関する知識が必ずしも社会参加の実践に結
びついていないという報告がなされており、政治や社会への参加そのものを体験させることが重要であ
ると指摘されている。また、参加をどのようにとらえるのかについても多様化が見られる。例えば、現
代の若者は従来的な政治への参加に対しては懐疑的であるが、一般的な市民活動に対しては評価的であ
るとされる25。

4.2 「市民性教育」における試行錯誤とその課題
4.2.1 各国における試行

グローバル化の進行による社会変動の中で市民性の概念、内容が変容し、市民性教育のあり方も変容
を求められている。その中で、様々な国で市民性教育の改革が行われている。ここでは紙幅の制限から、
ヨーロッパにおける実践に限定することにする。欧州評議会 (Council of Europe)は 2005年をヨーロッ
パにおける「教育を通したシチズンシップ」の年であるとし、「民主的シチズンシップ教育 (EDC)」の
普及のための様々な取り組みを行っている。

イギリス「市民科 (citizenship)」 中でも、典型的なのが、イギリスである。市民性教育が必要性で
あるとされるようになったことの背景には、まず第一に、１）青少年の問題状況（基礎学力の低下、失
業率の高さ、情緒的な問題、社会参加の低下、政治的無関心の増大）や、２）多文化状況の進行といっ
た社会問題が、そして第二に、３）福祉国家からの脱却や４）マネージメントや ITの能力を求める産業
界からの要請といった政治問題が指摘されている26。そのような状況の中で、市民性の教育の必要性が
叫ばれ27、ブレア政権下、市民教育諮問委員会の提言（「クリック・レポート」）に基づいて、「社会的・
道徳的責任」、「コミュニティ参画」、「政治的リテラシー」の育成を目指す「市民科 (Citizenship)」とい
う新教科が 2002年度から中学校段階に導入されている。この教科のナショナル・カリキュラムは、育成
すべきスキルとして、１）コミュニケーション能力、２）数字活用能力、３）ITの取得、４）他者と協
力する能力の習得、５）自己の学習と成果を向上させる能力、６）問題解決能力の取得などを挙げてい

多い生徒ほど市民活動に参加する傾向が強い」とし、市民性教育において知識を軽視してはならないとしている。この点につ
いては、日本学術振興会　人文・社会科学振興プロジェクト研究編『グローバル化時代における市民性の教育資料集』を参照。

24SEC, Commission Sta� Working Document. Progress toward the Lisbon Objectives in Education and Training.
Indicators and benchmarks, 2008.参照。

25IEAの公民教育調査によれば、「生徒達は、選挙以外の古いかたちの政治的活動に関わることに懐疑的である。一方彼ら
の多くは、それ以外の市民的活動にはオープンである」『グローバル化時代における市民性の教育資料集』（p.11）。

26藤原孝章「アクティブ・シチズンシップを育てるグローバル教育」『同志社女子大学社会システム学会現代社会フォーラ
ム』(2), 2006, pp.21-38は「市民科 (Citizenship)」導入の背景を以下のようにまとめている。

� 学校内外における子どもたちの問題行動の増加（競争主義の弊害として、落ちこぼれ、落ちこぼし、怠学、放校処分の
増加、放校処分者による犯罪の増加が指摘されている）

� 産業界の要請（有能な労働者しての資質、コミュニケーション・スキル、異質なパートナーと協働できる力）
� 若者の社会参加の低下・政治的無関心の増大（社会的関心なく、引きこもり、乏しい対人関係能力、エンパワーメント
の少なさ、投票率の低さが指摘されている）

27まずは PSHE(personal, social and health education)として遂行された。その内容は以下のようなものであった。1) キャ
リア教育、2) 市民性、3) 薬物教育、4) 経済理解、5) 包摂／多様性の教育、6) 持続可能な発達のための教育、7) 健康教育、
8) 宗教教育、9) 性教育などである（武藤孝典・新井浅浩編『ヨーロッパの学校における市民的社会性教育の発展』（東信堂）
2007, p.273）。
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るが、その中心となるのが、社会性の涵養（コミュニケーション・スキル）と創発的能力の育成（数学
や ITに立脚した問題解決能力）である 。
このような目的のために「市民科」が具体的に行っているのは以下のようなことである。１）「見識あ

る市民にふさわしい知識と理解」として、権利と義務、歴史、社会システムといった従来的な内容とと
もに、グローバルコミュニティとして世界を捉える観点が盛り込まれている。また、教科横断的な学習
が推奨され、他の教科との連携が求められている。２）「調査・コミュニケーション能力の育成」に関し
ては、メディア・リテラシーとならんで、グループでのディスカッションを行うこととされている。３）
「参加能力および責任ある行動力の育成」に関しては、学校やコミュニティでの活動に責任をもって参加
し、それを反省することが求められている。

フランス「市民性の教育」 フランスにおいても、1998年に国民教育省が『市民性の教育 (éducation à

la citoyenneté)』を公刊して以来28、市民性教育の充実が図られてきた。その特徴としては、１）教科横
断的学習の充実（「横断的領域としての公民教育」）、２）議論の充実（「共に生きる (vivre ensemble)」
（保育学級最終年から小２まで）、「共同生活（定期的討論）」）、３）学級生活の時間の実践や学校行事へ
の積極的参加などが挙げられる29。

ドイツ「民主主義を学び、生きる」 ドイツにおいては、「生活世界としての学校」という発想があった
ため、フランスとは異なり、1970年代から「社会性の学習」が行われ、学級会などが実践されていた。
しかし、ドイツ統一という混乱期において発生した「暴力、極右、排外主義」といった問題に対応するた
めもあって、2002年以来、「民主主義を学び、生きる (Demokratie lernen und leben)」というプロジェ
クトが行われている30。それは「授業と学校学習を民主主義的につくることをとおして、青少年が市民
社会に積極的に関与することを促進」しようとするものである31。具体的には、モジュール１：授業の
構成（討論）、モジュール２：プロジェクト学習（実践知）、モジュール３：民主主義としての学校、モ
ジュール４：民主主義社会における学校（学校外への参加）の幾つかを組み合わせることとなっている。

これらの試みは、それぞれの独自性を備えつつも、共通した特徴を示している。まず第一に、市民性
を概ね知識、技能、気質の三つの観点からとらえる総合的なアプローチをとっている。このことから、市
民性教育は、知識、技能といった事柄だけではなく、日常生活との関わりの中で総合的に考えられるべ
きものとして構想されている。第二に、知識の点では、グローバリゼーションという新しい状況に関す
る情報を盛り込むとともに、教科枠組を越えて、総合的な理解を目指している32。このことは、学習者が
積極的に知識を結びつけていく能動性を要求することにもなる。第三に、技能の点では、リテラシーや
ディスカッションといった能力に重点を置いている。そして、第四に、活動への参加 (active citizenship)

と実践的反省を重視している。その際、ボランティアといった現実社会での活動に参加することも含ま
れているが、身近な学校生活の諸活動への参加もそのための準備として重視されており、経験から学ぶ
という点が重視されている33。

28Ministère de l'éducation nationale de la recherce et de la technologie, L'éducation à la citoyenneté: Synthèse du
premier programme national d'innovation, Institut national de recherche pédagogique, 1998.

29武藤孝典・新井浅浩編『ヨーロッパの学校における市民的社会性教育の発展』（東信堂）2007, p.4
30前掲書 6頁参照。
31前掲書 165頁参照。
32IEAの公民教育調査によれば、「公民の知識が最も多い生徒ほど市民活動に参加する傾向が強い」。このことから、新しい

市民性教育は決して知識軽視ではない（『グローバル化時代における市民性の教育資料集』9頁）。
33IEAの公民教育調査によれば、「民主的手法を実践している学校は、公民の知識や関わりを推進するため、最も効果的で

ある」（『グローバル化時代における市民性の教育資料集』9頁）。
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4.2.2 日本における「市民性教育」の現状とその課題

以上においては、現代社会の変容とそれに対応しようとする新しい市民性教育の動向を概観したが、
それらが日本の現状に即したものであるのかを検討しておく必要がある。なるほど一方において、日本
における市民性教育は 4.1節において見たような従来の市民性教育の限界を抱えており、その意味では、
新しい状況に対応できていないと見ることもできる。しかし他方において、以下において見るように、
日本における市民性教育は、上述の新しい市民性教育を先取りするような点も含んでいる。したがって、
新しい市民性教育を導入するにしても、どのような観点を受容するべきなのかということを検討してお
く必要がある。
日本においては、「公民的資質の基礎を養う」という目標を掲げた社会科が市民性教育の中心を担って

きた。そこにおいては、社会認識の形成を通して、主体的な判断力を育成することが目ざされていた。
その意味では、社会科は、決して、知識偏重ではなく、知識、技能、気質の総体の育成に関わろうとし
てきたということができる。
まず、「教育基本法」はその第一条において、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及

び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならな
い」と規定し、教育の目的を「公民的資質の育成」にあるとしている。そして、それを教科の目標とし
て掲げているのが、社会科・公民科である34。その意味では、学校教育の中で「市民性教育」を主題的に
担っている教科であるということができる。また、道徳の時間も「学校の教育活動全体を通じて、道徳
的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養う」とされ35、「公民的資質」の育成と深く関わっ
ている。さらに、日本の学校教育に特徴的である特別活動においても、集団活動を通して、集団との関
わり方、自己のあり方を育成することが目標であるとされる36。
そして、今回の「学習指導要領」の改訂は、「知識基盤社会化やグローバル化」という社会変動を考慮

に入れ、ＰＩＳＡ調査などによる学力調査の結果をふまえたものであることがうたわれている。そして、
教育の課題として、１）思考力・判断力・表現力の課題、２）読解力の課題、３）自己の課題をあげて
いる37。これらの課題は、新しい市民性教育が目指すものでもあり、その意味では、その意図を意識し
たものとなっている。そもそも、従来からの「総合的な学習の時間」はこれらの課題に対応しようとす
るものであった38。

34「小学校指導要領」によれば「社会」の目標は、「社会生活についての理解を図り、我が国の国土と歴史に対する理解と愛
情を育て、国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う」ことである。「中学校
指導要領」によれば「社会」の目標は、「広い視野に立って、社会に対する関心を高め、諸資料に基づいて多面的・多角的に考
察し、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め、公民としての基礎的教養を培い、国際社会に生きる平和で民主的な国
家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う」ことである。「高等学校指導要領」によれば、「公民」の目標は「広
い視野に立って、現代の社会について主体的に考察させ、理解を深めさせるとともに、人間としての在り方生き方についての
自覚を育て、平和で民主的な国家・社会の有為な形成者として必要な公民としての資質を養う」ことである。

35「指導要領」によれば「道徳」の目標は、小学校においても中学校においても「学校の教育活動全体を通じて、道徳的な
心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこと」である。

36「指導要領」によれば「特別活動」の「目標」は「望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図
り,集団の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的,実践的な態度を 育てるとともに,自己の生き方について
の考えを深め,自己を生かす能力を養う」ことである。

37「21世紀は、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の 基盤として飛躍的に
重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」の時代であると言われている。この ような知識基盤社会化やグローバル化は、アイ
ディアなど知識そのものや人材をめぐる国際競争を 加速させる一方で、異なる文化や文明との共存や国際協力の必要性を増大
させている。このような 状況において、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和を重視する「生きる力」をはぐくむことが
ますます重要になっている。 他方、OECD(経済協力開発機構)の PISA調査など各種の調査からは、我が国の児童生徒につ
いては、例えば、
1 思考力・判断力・表現力等を問う読解力や記述式問題、知識・技能を活用する問題に課題、
2 読解力で成績分布の分散が拡大しており、その背景には家庭での学習時間などの学習意欲、学習習慣・生活習慣に課題、
3 自分への自信の欠如や自らの将来への不安、体力の低下といった課題、
が見られるところである」（文部科学省『中学校学習指導要領解説社会編』2008、第一章総説）。
38「横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく
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このように、「学習指導要領」を見る限り、形式的には新しい市民性教育の意図にも対応しようと意識
していることがうかがえるが、その実質的な内容はどうか。社会科・公民科の目標は、各段階において、
文言の差異は見られるものの、三つの部分からなる同様な構造を共有している。

校種
小学校 社会生活についての理解を図

り、
我が国の国土と歴史に対する
理解と愛情を育て、

国際社会に生きる平和で民主
的な国家・社会の形成者とし
て必要な公民的資質の基礎を
養う。

中学校 広い視野に立って、社会に対
する関心を高め、諸資料に基
づいて多面的・多角的に考察
し、

我が国の国土と歴史に対する
理解と愛情を深め、

公民としての基礎的教養を培
い、国際社会に生きる平和で
民主的な国家・社会の形成者
として必要な公民的資質の基
礎を養う。

高校 広い視野に立って、 現代の社会について主体的に
考察させ、理解を深めさせる
とともに、人間としての在り
方生き方についての自覚を育
て、

平和で民主的な国家・社会の
有為な形成者として必要な公
民としての資質を養う。

すなわち、社会に対する客観的な認識を形成するとともに、社会への主体的な関わりを形成すること
によって、社会へと参加できる公民的資質を形成することが社会科に共通する目標とされている。ここ
には、社会参加においては社会に関する客観的な認識に依拠すべきであるという着想と、自らの国家の
歴史や現状の理解に基づく国家への「愛情」の育成が社会への参加の動機となるという着想とを読み取
ることができる 。
同様の着想は、社会科・公民科の内容からも読み取ることができる。まず、『小学校指導用要領解説』

によれば、「公民的資質は、平和で民主的な国家・社会の形成者としての自覚をもち、自他の人格を互い
に尊重し合うこと、社会的義務や責任を果たそうとすること、社会生活の様々な場面で多面的に考えた
り、公正に判断したりすることなどの態度や能力であると考えられる。こうした公民的資質は、日本人
としての自覚をもって国際社会で主体的に生きるとともに、持続可能な社会の実現を目指すなど、より
よい社会の形成に参画する資質や能力の基礎をも含むものであると考えられる」。ここでは、「公民的資
質」の内容が「平和で民主的な国家・社会の形成者としての自覚」、「自他の人格を互いに尊重し合うこ
と」、「社会的義務や責任を果たそうとすること」、「社会生活の様々な場面で多面的に考えたり、公正に
判断したりすること」に分析されるとともに、それが単なる「理解」にとどまるのではなく「能力」や
「態度」になるべきことを説いている。このことに照応して、小学校においては、発達段階に応じて、身
近な地域社会から出発して、国の産業や経済（国際的な関係や協力も含む）、「政治の働き」と「政治の
考え方」（民主主義、憲法、政治制度）について学ぶこととなっている39。

問題を解決する資質や能力を育成するとともに、学び方やものの考え方を身につけ、問題の解決や探究活動に主体的、創造的、
協働的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにする」（文部科学省『小学校学習指導要領』2008、第
五章　総合的な学習の時間　第一目標）。

39「小学校学習指導要領」は第６学年の目標の一つを「日常生活における政治の働きと我が国の政治の考え方及び我が国と
関係 の深い国の生活や国際社会における我が国の役割を理解できるようにし、 平和を願う日本人として世界の国々の人々と
共に生きていくことが大切で あることを自覚できるようにする」と規定している。また、その内容について「我が国の政治の
働きについて,次のことを調査したり資料を活用したり して調べ,国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図る
ため に大切な働きをしていること,現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基 本的な考え方に基づいていることを考えるよう
にする。ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。 イ 日本国憲法は,国家の理想,天皇の地位,国
民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること」と述べている。
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この考え方は、中学校へも継承される。『中学校学習指導要領』は「中学校社会科公民的分野」の「目
標」を以下のように規定している。

1. 個人の尊厳と人権の尊重の意義、特に自由・権利と責任・義務の関係を広い視野から正しく認識
させ、民主主義に関する理解を深めるとともに、国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を
培う。

2. 民主政治の意義、国民の生活の向上と経済活動とのかかわり及び現代の社会生活などについて、個
人と社会とのかかわりを中心に理解を深め、現代社会についての見方や考え方の基礎を養うとと
もに、社会の諸問題に着目させ、自ら考えようとする態度を育てる。

3. 国際的な相互依存関係の深まりの中で、世界平和の実現と人類の福祉の増大のために、各国が相
互に主権を尊重し、各国民が協力し合うことが重要であることを認識させるとともに、自国を愛
し、その平和と繁栄を図ることが大切であることを自覚させる。

4. 現代の社会的事象に対する関心を高め、様々な資料を適切に収集、選択して多面的・多角的に考察
し、事実を正確にとらえ、公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度を育てる。

ここでは、民主主義の考え方として、一方において、個人の尊重や自由の重要性と、他方において、
それにともなうものとして責任・義務や政治参加の重要性が論じられていることが特徴的である40。こ
れと並んで、「現代日本の特色として少子高齢化、情報化、グローバル化などがみられることを理解させ
る」とあり、現代的な諸課題への言及も見られる。
また、日本の歴史と関連させてではあるが、民主主義の成立の歴史（市民革命、日本の民主化）につ

いて学ぶとともに、「個人の尊厳と人権の尊重の意義」についても学ぶこととなっている。
高校の公民科になると以上の内容はさらに詳細なものになっていくが、基本的な構図は変わらない41。

「現代社会」の内容として、以下のことが掲げられている。

1. 私たちの生きる社会。現代社会における諸課題を扱う中で、社会の在り方を考察する基盤として、
幸福、正義、公正などについて理解させるとともに、現代社会に対する関心を高め、いかに生きる
かを主体的に考察することの大切さを自覚させる。

2. 現代社会と人間としての在り方生き方。現代社会について、倫理、社会、文化、政治、法、経済、
国際社会など多様な角度から理解させるとともに、自己とのかかわりに着目して、現代社会に生
きる人間としての在り方生き方について考察させる42。

40「人間は本来社会的存在であることに着目させ、社会生活における物事の決定の仕方、きまりの意義について考えさせ、
現代社会をとらえる見方や考え方の基礎として、対立と合意、 効率と公正 などについて理解させる。その際、個人の尊厳と
良性の本質的平等、契約の重要性やそれを守ることの意義及び個人の責任などに気づかせる」（文部科学省『中学校学習指導
要領』第二章第二節社会「公民的分野」１目標）。

41「現代社会」の目標は「人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて、広い視野に立って、現代の社会と人間についての
理解を深めさせ、現代社会の基本的な問題について主体的に考察し公正に判断するととも に自ら人間としての在り方生き方に
ついて考察する力の基礎を養い、良識ある公民として必要 な能力と態度を育てる」と規定され、「倫理」の目標は「人間尊重
の精神と生命に対する畏敬の念に基づいて、青年期における自己形成と人間としての在り方生き方について理解と思索を深め
させるとともに、人格の形成に努める実践的意欲を高め、他者と共に生きる主体としての自己の確立を促し、良識ある公民と
して必要な能力と態度を育てる」と規定されている（文部科学省『高等学校学習指導要領』2009,第二章第三節「公民」）。

42さらに、この下位項目として以下のことが述べられている（文部科学省『高等学校学習指導要領』2009, 第二章第三節
「公民」）。

(a) 青年期と自己の形成／生涯における青年期の意義を理解させ、自己実現と職業生活、社会参加、伝統や文化に 触れなが
ら自己形成の課題を考察させ、現代社会における青年の生き方について自覚を深めさせる。

(b) 現代の民主政治と政治参加の意義／基本的人権の保障、国民主権、平和主義と我が国の安全について理解を深めさせ、
天皇の地位と役割、議会制民主主義と権力分立など日本国憲法に定める政治の在り方について／国民生活とのかかわり



4.2. 「市民性教育」における試行錯誤とその課題 61

3. 共に生きる社会を目指して。持続可能な社会の形成に参画するという観点から課題を探究する活
動を通して、現代社会に対する理解を深めさせるとともに、現代に生きる人間としての在り方生
き方について考察を深めさせる。

これらの文言に現れているように、社会に関する理解をふまえて、社会の中で自分がどのように生き
ていくのかを考えるという観点が現れていることが特徴的である。この傾向は「倫理」においてさらに
強められる43。そこでは、「理解と思索」を深めることで、「自己の確立」が求められている44。これに
対して、「政治経済」においては「客観的な理解」と「主体的考察」や「判断力」が強調されている45。
以上のような内容を教授するにあたって、「学習指導要領」は、まず第一に、内容を自分の生活や体験に

から認識を深めさせるとともに、民主政治における個人と国家につ いて考察させ、政治参加の重要性と民主社会におい
て自ら生きる倫理について自覚を深めさせる。

(c) 個人の尊重と法の支配／個人の尊重を基礎として、国民の権利の保障、法の支配と法や規範の意義及び役割、司法制度
の在り方について日本国憲法と関連させながら理解を深めさせるとともに、生命の 尊重、自由・権利と責任・義務、人
間の尊厳と平等などについて考察させ、他者と共に生 きる倫理について自覚を深めさせる。

(d) 現代の経済社会と経済活動の在り方／現代の経済社会の変容などに触れながら、市場経済の機能と限界、政府の役割と
財政・租税、金融について理解を深めさせ、経済成長や景気変動と国民福祉の向上の関連につい て考察させる。また、
雇用、労働問題、社会保障について理解を深めさせるとともに、個 人や企業の経済活動における役割と責任について考
察させる。

(e) 国際社会の動向と日本の果たすべき役割／グローバル化が進展する国際社会における政治や経済の動向に触れながら、
人権、国家 主権、領土に関する国際法の意義、人種・民族問題、核兵器と軍縮問題、我が国の安全保 障と防衛及び国際
貢献、経済における相互依存関係の深まり、地域的経済統合、南北問題 など国際社会における貧困や格差について理解
させ、国際平和、国際協力や国際協調を推 進する上での国際的な組織の役割について認識させるとともに、国際社会に
おける日本の 果たすべき役割及び日本人の生き方について考察させる。

43「倫理」の「目標」は「人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念に基づいて、青年期における自己形成と人間としての在
り方生き方について理解と思索を深めさせるとともに、人格の形成に努める実践的意欲を高め、他者と共に生きる主体として
の自己の確立を促し、良識ある公民として必要な能力と態 度を育てる」（文部科学省『高等学校学習指導要領』2009,第二章
第三節「公民」）と規定される。

44学習指導要領は「倫理」の「内容」について以下のように述べている（文部科学省『高等学校学習指導要領』2009,第二
章第三節「公民」）。

1. 現代に生きる自己の課題　自らの体験や悩みを振り返ることを通して、青年期の意義と課題を理解させ、豊かな自己形
成に向けて、他者と共に生きる自己の生き方について考えさせるとともに、自己の生き方が現代の倫理的課題と結び付
いていることをとらえさせる。

2. 人間としての在り方生き方　自己の生きる課題とのかかわりにおいて、先哲の基本的な考え方を手掛かりとして、人間
の存在や価値について思索を深めさせる。

(a) 人間としての自覚　人生における哲学、宗教、芸術のもつ意義などについて理解させ、人間の存在や価値に かか
わる基本的な課題について思索させることを通して、人間としての在り方生き方につ いて考えを深めさせる。

(b) 国際社会に生きる日本人としての自覚　日本人にみられる人間観、自然観、宗教観などの特質について、我が国
の風土や伝統、外来思想の受容に触れながら、自己とのかかわりにおいて理解させ、国際社会に生きる主体性の
ある日本人としての在り方生き方について自覚を深めさせる。

3. 現代と倫理　現代に生きる人間の倫理的課題について思索を深めさせ、自己の生き方の確立を促すとと もに、よりよ
い国家・社会を形成し、国際社会に主体的に貢献しようとする人間としての在 り方生き方について自覚を深めさせる。

(a) 現代に生きる人間の倫理　人間の尊厳と生命への畏敬、自然や科学技術と人間とのかかわり、民主社会における
人間の在り方、社会参加と奉仕、自己実現と幸福などについて、倫理的な見方や考え方を身に付けさせ、他者と
共に生きる自己の生き方にかかわる課題として考えを深めさせる。

(b) 現代の諸課題と倫理　生命、環境、家族、地域社会、情報社会、文化と宗教、国際平和と人類の福祉などにおけ
る倫理的課題を自己の課題とつなげて探究する活動を通して、論理的思考力や表現力を 身に付けさせるととも
に、現代に生きる人間としての在り方生き方について自覚を深めさせる。

45学習指導要領は「政治経済」の目標と内容についてそれぞれ以下のように述べている（文部科学省『高等学校学習指導要
領』2009、第二章第三節「公民」）。
１　目標
広い視野に立って、民主主義の本質に関する理解を深めさせ、現代における政治、経済、国際関係などについて客観的に理

解させるとともに、それらに関する諸課題について主体的に考 察させ、公正な判断力を養い、良識ある公民として必要な能力
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基づいて理解できるようにすることを求めている。まず、小学校社会においては、その際、学年の進行
とともに、身近なものからより広範なものに配列されており、たとえば、法についても、すでに地域学
習の中でも取り扱うことを求めており46、さらに、日常的な体験を基礎にして、教えるよう意識するこ
とを要求している47。中学校においても、「生徒が内容の基本的な意味を理解できるように配慮し、日常
の社会生活と関連づけながら具体的事例を通して政治や経済などについての見方や考え方の基礎が養え
るようにすること」（「中学校指導要領」）と述べている。そして第二に、調査や資料を通して自ら考察で
きるようにすることを求めている。小学校の段階から、調査や資料を通して学ぶことによって、「各種の
基礎的資料を効果的に活用し、社会的事象の意味をより広い視野から考える力、調べたことや考えたこ
とを表現する力を育てるようにする」（「小学校指導要領」）ことを求め、さらに中学校においても「習
得した知識を活用して、社会的事象について考えたことを説明させたり、自分の意見をまとめさせたり
することにより、思考力、判断力、表現力などを養うこと」（「中学校学習指導要領」）としている。ま
た第三に、総合的な思考力を育成するために、教科や分野をつなぐような学びが求められている。その
中心的な役割を果たすのは「総合的な学習の時間」であるが48、例えば、中学校の歴史においては、日
本の歴史と並行して、「市民革命」や現代社会の成立過程についても教えることとされており、市民性教
育の基礎の役割を果たしている。さらに第四に、単に教科内だけの学習ではなく、学校生活の全体を通
して、市民性の「態度」が育成されるべきであるとしている。具体的には、道徳や特別活動がその役割
を果たすべきであるとされている49。

と態度を育てる。
２　内容
1. 現代の政治　現代の日本の政治及び国際政治の動向について関心を高め、基本的人権と議会制民主主義を尊重し擁護す
ることの意義を理解させるとともに、民主政治の本質について把握させ、政 治についての基本的な見方や考え方を身
に付けさせる。

(a) 民主政治の基本原理と日本国憲法　日本国憲法における基本的人権の尊重、国民主権、天皇の地位と役割、国会、
内閣、裁判所などの政治機構を概観させるとともに、政治と法の意義と機能、基本的人権の保障と法の支配、権
利と義務の関係、議会制民主主義、地方自治などについて理解させ、民主政治の本質や現代政治の特質について
把握させ、政党政治や選挙などに着目して、望ましい 政治の在り方及び主権者としての政治参加の在り方につい
て考察させる。

(b) 現代の国際政治　国際社会の変遷、人権、国家主権、領土などに関する国際法の意義、国際連合をはじめとする
国際機構の役割、我が国の安全保障と防衛及び国際貢献について理解させ、国際政治の特質や国際紛争の諸要因
について把握させ、国際平和と人類の福祉に寄与する日本の役割について考察させる。

2. 現代社会の諸課題　政治や経済などに関する基本的な理解を踏まえ、持続可能な社会の形成が求められる現代社会の諸
課題を探究する活動を通して、望ましい解決の在り方について考察を深めさせる。

(a) 現代日本の政治や経済の諸課題　少子高齢社会と社会保障、地域社会の変貌と住民生活、雇用と労働を巡る問題、
産業構造の変化と中小企業、農業と食料問題などについて、政治と経済とを関連させて探究させる。

(b) 国際社会の政治や経済の諸課題　地球環境と資源・エネルギー問題、国際経済格差の是正と国際協力、人種・民
族問題と 地域紛争、国際社会における日本の立場と役割などについて、政治と経済とを関連させて 探究させる。

46「(5) 内容の (3)及び (4)にかかわって,地域の社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱うものとする」（文部科
学省『小学校学習指導要領』第二章第二節第二「各学年の目標及び内容」「第三学年及び第四学年」３「内容の取り扱い」）。

47「日常生活における政治の働きと我が国の政治の考え方及び我が国と関係 の深い国の生活や国際社会における我が国の役
割を理解できるようにし、 平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生きていくことが大切であることを自覚できるよ
うにする」（文部科学省『小学校学習指導要領』第二章第二節第二「各学年の目標及び内容」「第六学年」１「目標」）。

48小中学校を通して、「総合的な学習の時間」の目標は「横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自ら課題を見付け、
自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとと もに、学び方やものの考え方を身
に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造 的、協同的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるように
する」と規定されている（文部科学省『小学校学習指導要領』第五章「総合的な学習の時間」第一「目標」）。

49「道徳」の「目標」は「学校の教育活動全体を通じて,道徳的な心情,判断力,実践意欲と態度などの道徳性を養うこと」と
され（文部科学省『小学校学習指導要領』第三章「道徳」第一「目標」）、「特別活動」の「目標」は「望ましい集団活動を通し
て,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り,集団の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的,実践的な
態度を 育てるとともに,自己の生き方についての考えを深め,自己を生かす能力を養う」ことであるとされている（文部科学
省『小学校学習指導要領』第六章「特別活動」第一「目標」）。
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今回の学習指導要領はその改訂の方針として「グローバル化」に言及しており50、１）「知識基盤社会」
への対応と、２）国際協調への対応、３）それらの基盤となる「生きる力」の育成を課題として明確化
している。そして、このような課題に照らし合わせたとき、日本における問題として、以下の三点を挙
げている。

1. 思考力・判断力・表現力等を問う読解力や記述式問題、知識・技能を活用する問題に課題

2. 読解力で成績分布の分散が拡大しており、その背景には家庭での学習時間などの学習意欲、学習
習慣・生活習慣に課題

3. 自分への自信の欠如や自らの将来への不安、体力の低下といった課題

これらは「新しい市民性教育」の課題と重なってくる。
また、内容の点でも、市民性に関わる知識や理解はもとより、新しく生じてきた課題についても盛り

込んでいる。他方、方法の点での、単なる教授ではなく、生徒の体験に基づいて理解させること、教科
の枠にとどまらず、生活全体をその機会としていること、教科横断的・総合的に考察すること、理解に
とどまらず、技能や態度を育成していることなど、十分に「新しい市民性教育」の主張を包括するもの
となっている。
しかしながら、「新しい市民性教育」に対する対応は、建て増しでしかなく、グローバル化の質的変化

に対応できておらず、その点では、未だ具体的なものになっていないように思われる。
まず、具体的な内容（知識）について検討することにする。指導要領からキーワードを抜き出してみ

ると次のようになる。まず、小学校においては、「政治の働き」、「国際社会でのわが国の役割」といった
社会機能の記述が、中学校においては、「自由・権利と責任・義務」といった民主主義の概念理解（私の
権利と公の機能、両者の対立）が、高校の公民科においては、現代社会の諸問題や人間の生き方の思索
が取り上げられている。これらの内容の概念枠組みは「近代」以来のものである。一方において、社会科
においては、理念のみが教えられたわけではない。現代社会の抱える諸課題や民主主義の機能不全など
も盛り込まれている。その延長線上に、グローバル化した世界、環境問題といった新しいテーマも含ま
れることになる。したがって、具体的な事例を学習する中で、新しい市民性への手がかりを与えようと
しており、ここにコミットすることはできる。しかし他方において、社会科の記述枠組み（例えば、私
と公の対立）は現状の社会の常識の範囲にとどまり、それを越えてはおらず、現代になって発生してい
る社会変容にはもはや対応できていない。新しいテーマにふさわしい枠組みを導入する必要がある（第
一の課題）
次に、技能について検討する。社会科は社会認識の形成によって公民的資質を育成することを目標とし

ており、その実現のために様々な実践がなされてきた。その意味では、新しい市民性教育が重視する、リ
テラシーやディスカッションも必ずしも目新しいものではない。しかしながら、近年のＰＩＳＡショック
に現れているように、これらの技能が十分に育成されてきたとはいえない。まず、理念と現実とのギャッ
プがある。多くの生徒たちにとって、社会科は暗記科目として認識されている。そして、社会認識の水
準の問題がある。社会認識ということで想定されているのは社会科学の認識である。これを生徒が置か
れた個々の状況とどう結びつけていくのかという問題が残る。もちろん、自分たちと結びつけるという
実践は多数あるが、普遍的な認識を自分の生活にどうつなげていくのかの方法論そのものは主題化され
てこなかった（第二の課題） 。
したがって、この課題は資質（参加意識）の問題に結びついていく。社会科の枠組みの中では、イギリ

スのシチズンシップのように社会活動への参加について語られることはあっても、活動への参加そのも
のを主題化することは行われていない。そのため、社会科が社会に参加する資質の育成においては限界

50文部科学省『中学校学習指導要領解説社会編』2008、第一章総説参照。
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があった。もちろん、これは社会科の問題というよりも、別の枠組みを準備する必要がある。とはいえ、
社会科の側でも、 実践へのつながりを意識して、その基盤を提供していく必要がある（第三の課題）。
これらの社会科の不十分さを補うものとして道徳や特別活動を考えることができる51。
まず、道徳は、もともとは道徳心の向上を目指して設置されたのであるが、「主として自分自身に関す

ること」、「主として他の人とのかかわりに関すること」、「主として集団や社会とのかかわりに関するこ
と」という領域を取り扱い、教科とは異なり、主題を自分との関係という観点から考察する。この点に
おいて、道徳は市民性教育の技能（コミュニケーション能力）や資質（参加意識）を育成することに寄
与することができると考えられる。
なるほど、一方において、道徳は道徳心の向上という設置の主旨に由来する問題も抱えている。例え

ば、できあいの道徳に服従することを主張する徳目主義的傾向が見られる。また、そこで考えられる徳
目自身が近代的な枠組みにおけるものであり、現代の枠組みや個別の具体的問題に対応できていない。
しかし他方においては、ディスカッションの中で倫理の生成（普遍性を産出する倫理）を考えたり、そ
の基礎の上に自分の生活とのつながりを考えようとする実践も行われており、市民性教育において大き
な役割を果たすことができると考えられる。
さらに日本の場合、学級活動といった特別活動が盛んであり、教科によっては十分に教えられない、

集団との関係性の育成が目ざされていた。それは新しい市民性教育の内容を先取りするものであったと
見ることができる52。教師の側からすれば、特別活動の目標や市民性教育とのつながりは明確であった
にしても、それが生徒にとっても自覚されているとは限らない。活動に重点が置かれているからこそ、
その活動を反省し、顧みるということが重要となる。そしてさらに、教科での内容との関連性が自覚さ
れる必要がある。このように特別活動においては漠然と行われがちな活動の枠組みや意味づけを明確化
することが課題となる（第四の課題） 。
新しい市民性教育は、１）教科横断的学習を強調し、２）単なる受動的な学びから能動的な学びへの

方向転換を主張するとともに、３）知識、技能、気質の総合を求めている。これらの着想は「総合的な
学習」の目指すところと共通している。現行の学習指導要領によれば、総合的な学習の目標は「横断的・
総合的な学習や探究的な学習を通して，自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よ
りよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに，学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決
や探究活動に主体的，創造的，協同的に取り組む態度を育て，自己の生き方を考えることができるよう
にする」ことであり、これは「生きる力」の育成そのものということができる。今谷順重『総合的な学
習の新視点�２１世紀のヒューマン・シティズンシップを育てる�』（黎明書房）1997はこのような観
点から市民性教育を「総合的な学習」の枠組みの中で行うことを提案している。
この着想は適切なものであるが、実際の「総合的な学習」がその成果を挙げてきたとはいえない。む

しろ、ここに掲げられた壮大な目標をどう実現していくのかの試行錯誤が行われているというのが現状
である。「総合的な学習」を通して「市民性教育」を行う場合、単なる事例の蓄積に留まるのではなく、
どのような内容を、どのような方法で遂行していくのかについてのフレームワークを形成していく必要
がある（第五の課題） 。

51「小学校指導要領」には「第 1章総則の第 1の 2及び第 3章道徳の第 1に示す道徳教育の目標に基づき、道徳の時間な
どとの関連を考慮しながら、第 3章道徳の第 2に示す内容について、社会科の特質に応じて適切な指導をすること」とあり、
「小学校指導要領解説」では「社会科の目標と道徳教育との関連 を明確に意識しながら,適切な指導を行う必要がある」と説明
している。

52「生徒の活動形態による指導内容等の特質として、自発的、自治的な活動については、集団の成員全員が協力して課題等
を解決し、集団の目標を達成していく過程を通 して、自治的な態度や能力などの公民的資質を育成することが期待される。ま
た、自主的、実践的な活動は、「生きる力」の基盤となる主体的な問題解決能力や自律心を養うことにより、自主的、実践的な
態度や能力を育成することが期待される」（文部科学省『中学校指導要領解説特別活動編』第三章４「学級活動の内容の取扱
い」）。
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4.2.3 日本における「市民性教育」の試行とその課題

以上において見てきたような従来の枠組みとは別に「市民性教育」を主題的に取り上げようとする動
きも見られる。
東京都品川区は「市民科」という教科を設けている。その目標は、「個の自立」、「他者とのかかわり」、

「集団や社会とのかかわり」、「自己を生かし高める意欲」、「将来に対する態度」の五つである。また、そ
の目標を達成するために、７つの資質、５つの領域、１５の能力を具体的に挙げている。このように市
民科は、上で見た新しい市民性教育の方向性を受容したものとなっている。そして、これは「道徳」「特
別活動」「総合的な学習の時間」を有機的に統合するものとして構想され53、上記の「第四の課題」応え
るものになっている。ただし、９年間にわたる明確な目標を定めている分、徳目主義とならざるをえず、
従来の道徳と同様の問題をはらんでいる。そうなると、なすべきことと現実の自分との分裂が発生する
ことになる。このような問題に対しては、確かに、アサーションや相談といった具体的な対応策を示し
てはいる。しかし、自分の置かれた具体的・個別的な状況でどのように考えていけばよいのかの方法論
は主題化されてはいない（第六の課題） 。
社会への参加に先立って、より実践的な内容を教えようとする試みも始まっている。例えば、法教育、

起業家教育、キャリア教育である54。これらは、これまでの学校教育が社会科学における認識形成をモ
デルとしてきたのとは対照的に、具体的な社会における実践を念頭においたものであり、そのための準
備とすることを目指したものである。また、社会での活動への参加を重視する活動も始まっている。総
合的な学習の時間を活用してボランティア教育を行う事例は増えている。また、兵庫県の「トライやる・
ウィーク」は中学生が一週間の間、職場体験をするというものである。これらの活動は、参加し、体験
することに重点が置かれている点が特徴的である。
なるほど、これらの活動はこれまでの市民性教育の限界を超えていこうとする試みであり、今後ます

ます重要になっていくと考えられる。ただし、総合的な学習の時間と同様に単なる体験主義に終わって
しまう危険性を孕んでいる。そうならないためには、学校での授業や他の学びとの有機的な連携が必要
となる（第七の課題） 。
最後に、以上において見てきた諸課題を整理しておく。すると、以下のような大まかに三つの主題系

に分類できる。

1. 「新しい市民性教育」が依拠する概念枠組みの明確化

� 社会科の記述枠組み（例えば、私と公の対立）は現状の社会の常識の範囲にとどまり、それ
を越えてはおらず、現代になって発生している社会変容にはもはや対応できていない。新し
いテーマにふさわしい枠組みを導入する必要がある（第一の課題)。

� 「総合的な学習」を通して「市民性教育」を行う場合、単なる事例の蓄積に留まるのではな
く、どのような内容を、どのような方法で遂行していくのかについてのフレームワークを形
成していく必要がある（第五の課題）。

� このように特別活動においては漠然と行われがちな活動の枠組みや意味づけを明確化するこ
とが課題となる（第四の課題）。

　ここには三つの課題が属しているが、第一の課題に応えることができれば、それを基にし
て、第四の課題や第五の課題に対応することができると考えられる。その意味では、学校教
育を規定してきた近代的な記述枠組みを再構築することが中心となる。

53嶺井 明子『世界のシティズンシップ教育』（東信堂）2007, p.48参照。
54キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議編『キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報告

書』2004参照。
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2. 「新しい市民性教育」が依拠する方法論の明確化

� 普遍的な認識を自分の生活にどうつなげていくのかの方法論そのものは主題化されてこなかっ
た（第二の課題）。

� 自分の置かれた具体的・個別的状況でどのように考えていけばよいのかの方法論は主題化さ
れてはいない（第六の課題）。

　既存の道徳を確認させるのではなく、ディスカッションの中で倫理の生成 (普遍性を産出す
る倫理)を考えたり、その基礎の上に自分の生活とのつながりを考えようとする実践が市民性
教育においては重要となっている。

3. 実践へのつながりを意識して、その基盤を提供していく必要がある（第三の課題）。

� 単なる体験主義に陥らないためにはには、学校での授業や他の学びとの有機的な連携が必要
となる（第七の課題）。

� 「新しい市民性教育」という観点からの総合性の明確化

　「市民性教育」という観点に立って、自分の生活や実社会での具体的な実践に接続できる
ように、教室での諸教科の活動を統合する視座や仕組みを整備する必要がある。

第三の点は、１）と２）が明確化されることによって、結果として遂行されることになると考えるこ
とができるため、概念枠組みと方法論の明確化が主要な課題となる。

4.3 「子どものための哲学」による「市民性教育」の内容と方法
4.2節において、日本の現状を概観し、市民性教育として不十分な点を検討してきた。4.3節において

は、この分析に基づき、「子どものための哲学」を導入する際の、概念枠組み (4.3.2項)と方法論 (4.3.3

項)について考察することにする。

4.3.1 「市民性教育」の課題

4.2節の概観において、「新しい市民性教育」が依拠する概念枠組みを明確化する必要性が明らかになっ
た。中でも、社会科の記述枠組み（例えば、私と公の対立）は現状の社会の常識の範囲にとどまり、それ
を越えてはおらず、現代になって発生している社会変容にはもはや対応できていないため、新しいテー
マにふさわしい枠組みを導入する必要があった（第一の課題)。この課題を具体的に応えるためには、一
方で、従来の教育が依拠してきた概念枠組みを検討する（１）と同時に、他方において、「新しい市民性
教育」の背景にある社会の変容がどのようなものであるかを参照しておく必要がある（２）。

（１）「市民性教育」の教科書的内容

4.2節において、「公民的資質」を構成する知識について概観したが、そこから「市民性教育」の教科
書的内容を析出することができる。その中心点は「民主主義」であり、その思想、歴史、制度について
学ぶことになっている。そして、さらに、現代的な諸課題に触れることとなっている。
例えば、『中学校　公民改訂版』（清水書院）（2006）は、まず、序章「現代社会を生きる」において、

貧困問題、家族の変容、地域社会、消費社会、国際貢献といった現代社会の諸課題に触れている。政治
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の仕組みを学ぶ「第一編　私たちの生活と政治」において、専制政治からの解放として民主主義を取り
扱い、それを支える憲法を解説している。その上で、基本的人権と国民の義務について、司法・立法・
行政の仕組みと選挙の仕組みについて解説している。また、「第２編　私たちの生活と経済」は、経済
のしくみについて学ぶとともに、財政と関連させて福祉のあり方について学ぶことになっている。そし
て、「第３編　国際社会を生きる」は、国際政治のしくみについて学び、現代のグローバル化した世界の
中での諸課題について触れている。
民主主義の思想そのものは１８世紀に、当時の歴史的状況を背景としてに形成されたものであり、そ

の制約を受けている。中学校段階で教えられる民主主義の成立史は「市民革命」であり、民主主義は抑
圧的な王政からの解放として記述される55。ここから、個人や人格の尊厳から人権や自由という価値が
基づけられることになる。ここにおいて、個人は不可侵な人格であると考えられ、他者の自由を侵害し
ない限り、自由を享受すべきものとして考えられている。ここから、自由とはそれを侵す抑圧からの解
放であるとする考え方も生まれる56。
ただし、この人権や自由を保証するためには国家が必要であり、それを維持する責任や義務が発生す

ることになる（社会契約論）。例えば、納税や政治参加がその中心となる57。ここにおいて、国家あるい
は共同体とは、個人の自由の侵害を防ぐという目的のためにつくられ、国民の間の様々な利害の調整の
役割をはたすものであるとして考えられている58。
教科書的内容はその後の民主主義の発達も含んでいる。それは平等概念の拡張である。１８世紀的に

は人格の平等であったものが、１９世紀になり、格差や差別の問題が意識化されるようになると、社会
権や福祉の発想が生まれ、格差や差別の是正を意味するようになる。ここから、国家の様々な役割が生
じることになる。このように、教科書は基本的には第一章において言及したマーシャルの「市民性」の
概念枠組みに基づいているということができる。

（２）現代社会の変容

第一章においては、ギデンズの議論に依拠しながら、現代社会においては、制度、自己、関係性の三
つの次元で流動化が発生していることを示したが、その内容を確認しておくことにする。ギデンズは現
代社会を「後期近代」としてとらえている 。まず、「近代」は様々な観点から記述することが可能であ
ろうが、ギデンズは、それを、「伝統的な社会」との対比において、「再帰性」を特徴とすると考えてい
る。すなわち、近代においては、あらゆる制度が、伝統的なものを含めて、新たな情報に合わせて修正
されるというのである59。そして、そのような「再帰性」がグローバル化の中で徹底的に遂行されるこ
とにおいて「後期近代」が成立する (cf. 前掲書 279頁)。その中では、伝統的な生き方は他の無数のラ
イフスタイルとの競合にさらされることになり、その自明性を喪失することになる。それに代わるのが、
諸リスクを軽減するための、専門家による「再帰的モニタリング」（前掲書 17頁）を経由する諸制度で
ある。これが「後期近代」を特徴づける第一の再帰性である。第二に、再帰的近代の進行は自己のあり

55例えば、『中学校公民改訂版』（清水書院）2006では「専制政治から民主政治へ」という項目を設け、社会契約論の思想と
市民革命に基づいて、民主主義が成立してきたことを記述している。また、民主主義を根拠づける日本国憲法も、専制的な大
日本国憲法との対比によって導入されている。

56「そもそも人権は、歴史的には、国家の権力が人びとの自由を抑圧しがちであったことへの反省から生まれた。こうした
タイプの人権を自由権という」（前掲書 40頁）。

57「国民が国の一員としての責任を果たさなければ、活力のある民主的な国家をつくることはできない」（前掲書 57頁）。義
務は、権利を支える国を機能させるために必要なものとして導入されている。

58「国は、対外的には独立を保ち、国内では秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、経済、福祉、教育などさまざまな分
野で国民が健康で快適な生活をおくることができるように支援することが重要な役割と考えられる」（前掲書 35頁）。「政治と
は、多数の人びとが共同で生活する社会で、それぞれの利害を調整し、秩序を形成・維持するいとなみである。そして、そのた
めには、対立に決着をつけ、最終的には人びとを強制して、服従させる力（権力）が必要である」（前掲書 34頁）。「このよう
に、国には協力しあう国民の集まりという顔と、強制力をもった権力機関という、もうひとつの顔がある」（前掲書 35頁）。

59ギデンズ『モダニティと自己アイデンティティ』（ハーベスト社）2005, p.22。
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方にも変様をせまることになる。「伝統的な社会」において、自己にはさほど生き方の選択の余地は存在
しなかった。これに対して、近代においては、諸制度が様々な生き方の可能性を提供しており、自己は
それらの間から自ら選択をすることを迫られることになる。しかも、その選択は一度きりのものではな
く、反復されるものであり、その中で、自己は自分の生き方を修正していかねばならないとされる。か
くして、「私［＝ギデンズ］が「高度」あるいは「後期」モダニティと呼ぶ環境−すなわち私たちの今
日の世界−においては、自己は、自己が存在する広範な制度的文脈と同様に、再帰的に形成されなくて
はならない」（前掲書 3頁）。第三に、人間関係のありかたも変様を被る。安心して日常生活を送るため
には、「存在論的安心」が必要となるが、近代において、その安心は神の秩序への信仰のように確信に
基づくものではありえず、「懐疑」の一時差し止めという意味での「自然的態度」でしかありえない。こ
のような「自然的態度」は他者たちとの相互作用の中で支えられている。しかし、ガーフィンケルの実
験が示したのは、そのような相互作用は根拠づけられたものではなく、容易に崩壊しうるということで
あった60。また、人間関係もまた選択しうるものであると考えられるようになった現代においては、親
密な関係において関係性の純粋化という傾向が見られる。純粋な関係はその本質からして、社会的・経
済的生活といった外的な条件にではなく、お互いの関係性そのものによって支えられるのでなくてはな
らない。しかし、かえってそのために脆弱性をかかえこむことになる。しかも、関係性そのものを維持
せねばならないという規範が、例えば、婚姻においてそうであるように、弱体化すればするほど、関係
性を維持する努力は個人的なものとなっていく。結局、お互いの「コミットメント」というあてになら
ないもののみに依拠して、再帰的な関係性を構築しつづけるという難題に立ち向かわねばならなくなっ
ており、関係性もまた脆弱性を抱え込むことになる。

4.3.2 「市民性教育」の概念枠組み

以上のような三つの次元での再帰化は、一方において、不安を引き起こし、様々な撤退現象を引き起
こすとともに、他方において、現代人が適応すべき条件ともなっている。これらのことが「新しい市民
性教育」を必要ならしめる背景となっていた。知識、自己、関係性における三つの再帰化が発生してい
る中で、教科書における対応はもはや十分とはいえない。4.3.2項では、イタリアの社会学者メルッチに
よる分析から「新しい公共性」の理念を析出し（１）、「市民性教育」が基づくべき概念枠組みを明確化
することを試みる（２）。

（１）「新しい公共性」の着想

4.3.1項において見たように、学校教育のカリキュラムが依拠しているのは１９世紀に確立された近代
的な学問の体系であり、制度（知）・自己・関係についてのダイナミズムが諸学問において主題化され、
展開されるようになったのはその後のことである。このような事情から、学校教育のカリキュラムにお
いて、制度は客観的実在に対応するものとして、自己はやがて確立されるべきものとして、社会は目的
を実現すべきものとして想定され、教えられてきた。学校教育の中では、制度（知）、自己、関係性の再
帰性やそれがもたらすパラドックスについては主題化されていないのみならず、ほとんど触れられてさ
えいない。なるほど、内容の点においてはその後の知見が盛り込まれてはいるにしても、基本的な概念
枠組みは近代に典型的なものである。
まず、共同体の制度について検討してみよう。社会科において教えられるのは基本的に、近代国家を

モデルとした議会制民主主義の思想や枠組みである。そして、グローバル化の中で、経済や環境など国
家の枠組みを超える問題も発生していることに言及している。さらに、教科書は、「地域」や「家族」と

60ガーフィンケル『エスノメソドロジー』（せりか書房）1987の第二章を参照。
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いった近代以前からの共同体の概念にも触れ、それらが近代化の中でゆらいでいることを伝える一方で、
ＮＧＯやボランティアといった新しい公共性を築いていく必要性についても言及している。これらの共
同体は、社会契約論による共同体観とは必ずしも整合的とはいえない。これらの様々な制度は、後期近
代における諸制度の流動化を反映したものである。確かに、教科書が伝えている通り、政治の制度は近
代化の中で重要な役割を果たしてきた。しかし、その政治のあり方は後期近代においては万能なものと
はもはやいえなくなっている。一方において、家族や地域といった身近な共同体が近代化の中で揺らい
でおり、近代的な政治の制度にはその代替を行うことができないでいるのみならず、他方において、後
期近代におけるような諸問題を抱え、それとは別な制度を形成していくことが求められているのである。
市民が関わるべき制度が、いわゆる政治から、様々な領域へと拡散している現状がここに見られる 。こ
の現状について、教科書は、政治中心主義からの建て増しとして触れてはいる。しかし、これらの共同
体は、社会契約論による共同体観とは整合的とはいえないが、それらの原理についてはもはや語ってい
ない。ましてや、それらの諸制度がどのように関係しあっているのかについての見通しは全く立ってい
ない。
これにともなって、個人と共同体の関係についても問題をはらむことになる。確かに、教科書は政治

が私たちの生活に大きな影響を及ぼすものであり、そこに関わることが重要であることを指摘すること
で、政治への参加を呼びかける内容になっている。それに加えて、教科書は、「地域」や「家族」といっ
た近代以前からの共同体の概念にも触れ、それらへの参加が重要だとしている61。ただし、これらの共
同体は、社会契約論による共同体観とは必ずしも整合的とはいえない。なるほど、ＮＧＯやボランティ
アを事例として連帯という概念に触れられているが、国際的な領域や特殊な領域の事例が取り上げられ
ており、それが一般の人びとにどのように関わるのかは必ずしも明確ではない。このように 個人と共同
体の関係を総合的に考えることは必ずしもなされていない 。これに対して、『中学社会公民』（教育出
版）は「『つながりかかわりマップ』をつくろう」という節を設け、そこにおいて、現代社会の諸課題を
自分との関連の中でまとめさせている。これは社会の諸問題を自分との関連の中で意識させる優れた試
みになっている。しかし、この場合においても、それが以上のような概念枠組みとどう関連するのかに
ついては必ずしも十分に説明するものとはなっておらず、亀裂を残したままである62。
確かに、高等学校の「現代社会」になると、教科書の構成は中学校公民と同様ではあるものの、「倫

理」でさらに詳細に取り扱われるべき内容が含まれてくるため、「自由」が社会との関連において問題化
されている。例えば、『高等学校　現代社会改訂版』（清水書院）(2008)は、「自由とは、責任とは」とい
う節を設け、「自由」を束縛のなさとしての「～の自由」を主体的に行動する「～への自由」とを結びつ
け、さらに、責任と関連づけている63。しかしながら、その結論は、「自由とは、自己と社会に対して、
責任や義務をはたすことで生かされることを考えよう」(92頁)である。結局、様々なことを考えたにも
かかわらず、「自由には責任がともなう」という決まり文句に回収されてしまうことになる。また、高等
学校　公民改訂版』の「他者とともに生きる」という節は、他者と共生できる社会の実現のために「私
たちの社会参加」が必要であるとしている。ただし、そこでもやはり「私たちは自由や権利を追求する

61『中学校公民改訂版』（清水書院）2006は序章の中に「私たちと家族」「私たちと地域社会」という節を設けているが、そ
こではともに、共同体としての家族、地域が疲弊している現状について触れ、そこへの積極的な参加を求める内容となってい
る。また、『中学社会公民』（教育出版）は「新しい地域づくり」という節を設け、地方自治に任せるのではない、住民による
地域への参加について記述している。また、「地域の住民が自発的に協力し合って、こうした問題に取り組もうとする社会的
協働が広がっていくことが大切です」（『中学社会公民』（教育出版）121頁）という記述も見られる。

62例えば、個人と共同体の関係については、社会科において（１９世紀的な）議会制民主主義の思想や枠組みが教えられる
だけであり、道徳においても、寛容や友情といった徳目としてか、話し合いの事柄として取り扱うのみであり、両者の間のジ
レンマを解消する具体的な方法論やその原理を主題化することはまれであった。

63「私たちは、束縛や拘束を受けない「～からの自由」から、何かを主体的に行動する「～への自由」を獲得していったので
ある」（『高等学校　公民改訂版』（清水書院）(2008), 92頁）。「自由とは拘束からの解放である。同時に自由とは自分の意志
によって、自分の行動を決定していくことなのである。つまり、自分が選択した方向へ自己を拘束するのである」（前掲書 93
頁）。結局、「自由とは、自己と社会に対して、責任や義務をはたすことで生かされることを考えよう」（前掲書 92頁）。
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だけではなく、個人と社会を調和させ、立場や考え方のちがいをこえて、たがいに強調・連帯をしてい
かなくてはならない」（102頁）という論理に留まっている。
さらに、個人の共同体への参加をどのように考えたらよいのかについても不十分である。教科書は暗

黙の内に、近代的・理性的・主体的な人間像を想定している。このような人間であれば、社会参加を促
すためには、社会に対する適切な認識を与えればよいといえるかもしれない。しかし、後期近代におい
て疑わしくなっているのは、このような人間像、自己像である。自己がもはや主体とはいえないとすれ
ば、適切な認識をもたせるだけでは不十分であり、自己が社会参加するための方策を具体的に整備して
いかねばならない。このような発想は教科書にはほとんど見られない。かろうじて、道徳においてなら
ば、なすべき事柄をなすことができないジレンマが取り扱われうるかもしれない。しかし、道徳におい
てすら、この問題は徳目として、あるいは、話し合いの事柄として取り扱うのみであり、両者の間のジ
レンマを解消する具体的な方法論やその原理を主題化してきたとはいえない。そこで、市民性教育にお
いては、これらの諸概念（主体、共同体、自由、共存）を語り直す手法を伝え、体験させるというパラ
ダイムの転換が必要となる。具体的には、主体性中心主義から環境に働きかけるやり方を意識化させて
いくこと が必要となる。
第３章において、イタリアの社会学者メルッチの分析から、「新しい公共空間」のモデルの特徴を析出

した。ここで、その内容を再確認しておきたい。まず第一に、このようなネットワークの主題化は、自
明とされる解決とは異なる仕方での解決の模索を可能ならしめる。フーコーが指摘しているように権力
関係は隠蔽され、中立的な手続きの中に織り込まれ、拡大してゆくメディア市場の大量消費パターンと
して結晶化されている。そのため、既成の制度の枠でアポリアが発生していることは、既成の枠組みの
中では見えず、社会生活の目標に対して責任を負う者はどこにも現れない。その枠組みを規定している
権力関係を見えるようにしないと、アポリアから出ることはできない64。言い換えれば、日常的な権力
関係の中を動いている限り、発生してしまうような問題について、それがどのような脈絡から発生して
いるのかを可視化することによって、その関係を組み替え、解決を目指すような可能性が切り開かれる
というのである。
そして、第二に、運動の効果は運動によって直接遂行されるだけではなく、運動の存在そのものがメッ

セージとなることによってももたらされうるという着想が開かれる。「集合行為は文化的コードに焦点
を当てるため、運動の形式そのものがメッセージとなり、支配的コードへの象徴的挑戦となる」（前掲書
64頁）。これにともなって、運動の形態もまた変容を被る。「動員とは特定の問題に関して展開されるも
のであって、運動とは別次元のものである。運動は、日常的な社会的関係のネットワークのなかに、時
間や空間を再獲得する能力と意志のなかに、あるいはオールタナティヴなライフスタイルを実践する試
みのなかに、息づいている」（前掲書 78頁）。そうなると、運動を遂行するということは、同じイデオロ
ギーを共有することではなく、異なった考え方をもちつつも、諸事情から、同じ運動に参加し、その点
において「連帯」するということになる (前掲書 94頁)。このようにして、政治関係は「動員」から「参
加」（＝アイデンティティやライフスタイルの提供）へと変貌することになる。
ここにおいては、運動の可視的側面である動員が潜在的な側面に依拠し、それどころか、運動の潜在

局面こそが効果的な強さを引き出すという逆説があることが意識化されねばならない。潜在局面とは不
活動性を意味するものではなく、むしろ、抵抗や反対へのポテンシャルが、日常生活という構造そのも
のの中に縫い込まれているということである。また、同時に、個人化した生活様式を維持するためにも、
個人が政治関係へと参加することが不可欠であることが自覚されねばならない。「公共空間」とは政治制
度と日常生活の中間に位置し、両者を媒介するものとなる（前掲書 224頁）。
第三に、このような変容そのものが実験的価値として尊重され、そこに自己の意味があるという着想

が開かれる（前掲書 133頁）。確かに、現代的紛争の基盤が意味の生産へと移行しているために、政治と

64アルベルト・メルッチ（山之内靖他訳）『現在に生きる遊牧民』（岩波書店）1997, p.87。
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の関係は希薄になってきている。集合行為の関心は日常生活や個々人同士の関係、時間や空間の新しい
認識へと向けられる。集合主体はネットワークの中で分散化・断片化・アトム化してしまい、すぐにセ
クトや感情的な支援サークルやセラピー・グループとなって消滅してしまう。しかし、だからといって
全く消滅してしまうのではなく、違った文脈のもとに再生してくる。運動はこのような断続的な実験と
いう様相を帯びることになる。集合行為を制度的変動へと転化する意志決定（や「政策」）といった政治
媒介によっては、集合行為を決して代表することはできない。それらの形式は、日常生活の経験に根ざ
しているゆえに前政治的であり、政治勢力が完全にはその行為形態を代表できないがゆえに、超政治的
である。
第四に、「その上に、システム内で利用可能な余剰資源や文化的可能性の広がりによって、行為者は学

習することを学習することが可能となり、行為自体に働きかける自己再帰的行為を生み出す」（前掲書
65頁）ようになる。すなわち、新しい運動に関与することは単にその問題に関わる事柄について学習す
るだけではなく、他の問題に対する関与のありかたをも学習することになる。「複合社会においては、知
識はますます再帰的になっている。そこではもはやたんなる学習が問題なのではなく、学習態度を学習
することが問題となっている。つまりは、認知過程や動機づけのプロセスを管理し、それらを新しい問
題に適合させることが問題なのである」（前掲書 131頁）。
近代において社会のシステム化が進行した。なるほど、そのようなシステム化は社会的関係の調節を

合理化するものであった。しかし、ハーバーマスが指摘しているように、個人がそのような社会システ
ムに適応し、社会的関係の調節をシステムに委ねるようになると、個人を支えていた公共性が痩せ細り、
それにともなって、個人の主体としてのあり方も溶解してしまうことになる。そして、個人が公共性か
ら撤退するのにともなって、個人の参加によって支えられていた社会制度も硬直化することになり、社
会の複雑化に対応できなくなっている。フーコーは主体の関係性の中に宿るものとして権力を考えてい
たが、主体としてのあり方が弱まるとともに、権力関係としての社会性もまた揺らぐことになる。ここ
にシステム化のジレンマがある。支配のためにすら、主体化が不可欠なのである。公共性を回復するた
めには、それを担う個人を、再帰的なものとして主体化することが必要になる。システムの与えるよう
な保障を当てに出来ない状況の中においても、周囲とののりしろに依拠しながら、なんとか軋轢を処理
していくことができるような再帰的自己を練り上げていく必要がある。
近代において、個人の政治への関与は既存の政治活動への動員として考えられてきた。これに対して、

メルッチが主体化のオルタナティブとして考えているのが、参加である。ここには発想の逆転が見られ
る。動員が価値の実現を目指し、その目的に個人を従属させるのに対して、参加はまず個人に共同体の
中での「居場所」「係留地」を提供する。だが、このような「居場所」は、個人に立場を付与し、そこか
らの展望を語らしめることになる。「居場所」の提供は主体化をもたらすのである。このようにして、参
加とともに、公共性が立ち上がることになる。メルッチはこのような公共性を「新しい公共空間」と呼
び、それを「日常的には潜在化していて見えにくい空間であるが、人々のあいだに浸透しているさまざ
まな文化的価値について、その自由な表現を可能にし、それを巡る意見交換や態度表明が活発におこな
われる寛容な場」と説明している。ここにおいて、政治参加の枠組みが組み替えられ、「集会」は「立ち
話」や「カフェ」として構築しなおされる。そしてそれと同時に、政治は個人を従属させるものから、
個人を誘惑するものに変貌することになる。なるほど、このような変化は、あてどない彷徨となる可能
性をはらんでいるが、同時に、多様な「文化的実験」（前掲書 64頁）が行われることでもある。そこに
価値が芽生えることになる。すなわち、公共性というそのような形式的関係さえできれば、その内実は
後から生み出されることになる。主体化の絡み合いは内実を生み出さずにはいられないからである。そ
こでは、挫折すら、意味をもたらしてしまうのである。
このようなメルッチの公共性のとらえ方はより現実に即したものとなっており、「新しい公共性」を考

える際のモデルとなる。これに基づいて、教科書の内容をどのように補完していくのかを考察すること
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にする。
まず、共同体の制度に関しては、別々なものとして意識されている諸共同体を包括するような枠組み

から考え直す必要がある。後期近代においては、伝統的な共同体の概念が衰退する中、近代的な政治の
領域が硬直化するとともに、それに還元されない領域が新たに課題となっているにもかかわらず、教科
書的記述は、近代国家をモデルとした民主主義の枠組みを基本とするものにとどまるため、諸共同体の
総合的な理解を提供するには至っていなかった。まずは、政治に参加すべき個人がいきなり存在し始め
るわけではなく、家族や地域といった共同体の中で育てられることが必要である。その意味では、自己
と共同体とが分離不可能な仕方で結びついている状態について十分な理解をもつ必要がある。メルッチ
は共同体を単に機能的なものとしてのみは捉えてはおらず、同時に、自分に「居場所」を提供してくれ
るものとして、それゆえにこそ、無関心ではいられないものとして記述していた。そして、このような
理解に基づいて、いわゆる政治における参加も可能となる。しかし、それだけではなく、いわゆる政治
に還元されないような領域もまた重要となっているのであるが、ここにおいても、共同体と自己との絡
み合いが参加の契機の役割を果たすことができる。共同体は個人の自由を保障するための必要悪として
導入され、個人の自由を束縛するものとして、個人とは対立的なものとして理解されがちであるが、共
同体は個人の可能性の条件をなすものでもあり、個人の生き甲斐を提供するものであるという着想を明
確にする必要がある 。
これにともなって、個人と共同体の関係についても考え直す必要が生まれる。個人は自由を追求する

ものとして、共同体はそれを拘束するものとして理解されがちであるが、個人は共同体の中で個人とな
ることができるのであり、かつ、共同体に関与することにより個人として承認され、居場所をえるもの
でもある。だとすれば、個人と共同体とを対立的にとらえる枠組みを見直し、個人と共同体が相即する
ような条件を検討する必要が生じる。例えば、個人と共同体を対立的なものとして現れさせている 自由
の問題を考え直す中で、自己とはどのようなものであるのかを考え直す必要がある 。グローバル化に対
応した市民性教育になっていくためには、内容面において以上の二つの課題に応えていく必要がある65。
また、メルッチの考え方によれば、個人は無条件で主体であるわけではなく、環境の中に位置を占め

ることによってどう振る舞えばよいのかを知り、主体となる。その意味で、個人は、全てをコントロー
ルすることのできる主体ではなく、環境に従属した主体である。したがって、例えば、個人が共同体に
参加するにしても、それは無条件で可能なわけではなく、そのための環境が整っているのでなくてはら
なず、場合によっては、その環境を整備するところから出発しなくてはならない。だとすれば、近代が
想定してきた 主体性中心主義から環境に働きかけるやり方へと移行していくこと が必要となる。これ
が新しい市民性教育の方法論上の課題となる。

（２）「市民性教育」の概念枠組みの明確化

「共同体」の概念の再検討：「個人」との関係において 近代は中世的共同体の批判から出発している。
ルネッサンス・宗教改革においては、中世の権威主義を個人が吟味するようになった。それは共同体と
個人とを対立的なものと見なすことである。しかし、個人が勝手に行動しだすと共同体が維持できない。
このように、個人の自由を確保しようとしたときに、それと両立するような共同体の原理が求められる
ことになる。それが社会契約論である。

65その際、知識、自己、関係性のそれぞれが再帰化しているということと同時に、これら三つが相互に関連しあっており、
これまた再帰的な関係の内にあることに注目することが重要となる。メルッチによれば、政治的活動は、何かを実現する目的
であると同時にそれにとどまらず、居場所を獲得する手段でもあり、その都度の状況の中で意味づけを変容させていくような
ものになっている。まず第一に、このような政治的関係の変容について教え、個人と政治的関係の間の入り組んだ関係を感覚
できるようにすることが重要となる。哲学はそのような課題に取り組んできた。すなわち、日常生活において、人間は様々な
営みに没頭し、引き裂かれているが、それらの間の関係を問い直すことによって、それらとの関係を再調整することが可能と
なる。
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例えば、ホッブズは、自然なままの人間を利己的な存在と見なした。「自然権」（自分自身の生命を保
存し、さらに、自分の権力を維持すること）を究極目的とし、それを当然のことであると考えている。そ
れは「共同体」から独立した近代的な人間の姿に他ならない。このような人間たちがより集まるときに
生じる「自然状態」は「各人の各人に対する戦争」である。しかし、各自が自分の生存を追求する結果、
戦争状態が生じるというのはパラドックスである。そこで、人間は死への恐怖ゆえに平和を求め、理性
的に考えることで、戦争を防止する「自然法」を発見する。まず第一は「平和を求め、それに従え。そし
て可能なあらゆる方法によって、自分自身を守れ」というものであり、第二は「平和のため、また自己
防衛のために必要と考えるかぎり、人は他の人々が同意するという条件で自然権を放棄、ないし、譲渡
すべし」というものであった。ここに社会契約思想が現れている。すなわち、各自は相互の契約によっ
て、自分の自然権を制限するというのである。そして、この約束は「結ばれた契約は履行すべし」とい
う第三の自然法によって支えられることになる。ただし、ホッブズはこのような自然法を人間が守れる
とは考えていなかった。というのも、契約を破るものを処罰することができる公権力が無ければ、この
契約も拘束力を持たないと考えたからである。そこで契約に参加する人間は自分の自然権をこの公権力
に委ねることにする。ここにおいて「国家」が誕生することになる。
この図式によれば、個人の幸福は「やりたいこと」をすることであり、それを制限する共同体は邪魔

者ということになる。逆に、共同体の立場からすれば、個人は自分勝手なことをする存在であり、共同
体の維持のためにはその自由を制限すべきものということになる。このような図式は現代においても有
力である。だが、こうなると、（個人的幸福の追求か滅私奉公かという）「私か、公か」という二者択一
に陥ってしまい、しかも、お互いに不満が残ることになる。しかし、幸福は個人的な欲望の実現に限ら
れるのであろうか。また、共同体への貢献は「滅私」によってしか実現できないのであろうか。
この問題を解く鍵は、社会契約論自体の中に隠されている。それによれば、個人が私的な幸福を追求

しようとすると、共同体のことを考えなくてはならず、公的なルールを守らざるをえないのであった。
すなわち、共同体から独立したはずの個人は実は共同体に依存している。この発想をさらに進めると次
のようになる。個人が成立するためには共同体が必要であるし、逆に、共同体が成立するためには個人
が必要である。これは、アリストテレスに典型的に見られる古代ギリシア人の発想である。すなわち、
個人が本当に幸福になるためには、自分独りでいるのではなく、社会の中で一定の役割を担うことが必
要であるし、逆に、共同体が存立し続けるためには、個人を無理矢理働かせるのではなく、むしろ個人
が進んで一定の役割を果たすことが必要である。ここでは、私と公は二者択一ではなく、相互に支え合
うものとなる。
しかし、この相互に支え合う関係はしばしば固定化してしまう。本来、ルールは私と公を両立させる

ためのものである。例えば、サッカーでは手を使ってはいけないが、このルールはゲームを面白くする
ために導入されたものである。このようにルールにはそれが生まれたときの状況があり、そこでの意義
がある。しかし、状況や意義はだんだんと忘れられ、ルールが固定化していく。すると、「ルールはルー
ルだ」という考え方が生まれる。それと同時に「ルールは自由を束縛する」とも感じられるようになる。
ここでは、共同体と個人の狭間でルールが発生してきた様子が見失われ、共同体と個人との生き生きと
した関係が失われてしまう。共同体と個人との相互関係を見ていかないと、二者択一に陥ることになっ
てしまう。大事なのは、ルールそのものではなく、ルールが本来の状況の中で担っていた意義である。例
えば、サッカーにおいて重要なのは、手を使ってはいけないということではなく、手を使わないことに
よって得られるゲームの面白さである。

1. 個人と共同体は、対立しあうというよりも、むしろ相互に絡み合った存在である。この相互の影
響関係を意識する必要がある。自己実現を追求しようとすれば、そこには公共的な側面が必ず入っ
てくる。逆に、共同体を促進しようとすれば、個人に強制するだけではだめで、個人の積極的な関
与が必要になってくる。
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2. そうであるにもかかわらず、近代の個人主義を批判する人々は、習慣やルールを強調し、個人的な
ものを制限する。しかし、習慣やルールに盲従するだけの個人は共同体を固定化してしまう。むし
ろ、共同体に関与する中で、新たな意味を作り出すことが必要である。

3. 公共的なものが個人の自由を実現する場になったり、私的な活動が公共的な意味を持ったりする
という可能性を追求することが必要となる。例えば、スポーツではチーム・プレーをすることが、
個人のやりがいになる。また、ボランティアでも、他人のためになることが、個人の喜びになった
りする。

「自己」の概念の再検討：「自由」を通して 以上のような共同体の概念の再検討は自己の概念の再検討
を要求する。上において見たように、近代は個人を共同体の制限から解放することとして始まった。個
人の「自由」を保証することがその基本であった。しかし、それが「公か私か」というアポリアを生み
だしてしまった。ここにおいて、「自由」の問題を通して、「自己」を検討することが必要となる。
私たちは自由であることに大きな価値を置いている。その際、自由ということで理解しているのは、

欲したことをする自由のことである。これに対して、カントやヘーゲルの考える自由は、私たちが普段
考えている自由とはずいぶん異なっているように見える。彼らの思想から、「自由」の概念について吟味
し直す手がかりをえることができる。
現代の私たちは、普段、「自由」ということで「自分の好きなことややりたいことをする自由」のこと

を考えている。これに対して、カントは、道徳法則に服従することこそが自由であるとしている。これ
は一見したところ奇妙な考え方のように思われる。なぜなら、私たちの普通の考え方によれば、義務を
負っている以上、それを果たさねばならず、不自由なはずであるからである。それにもかかわらず、カ
ントは道徳に従うことを自由、思いのままに行動することを不自由であると考えている。つまり、日常
とは正反対に考えている。この疑問について、公民科「倫理」の教科書（清水書院『高等学校新倫理改
訂版』）は以下のように説明している。

人間もほかの動植物と同様に自然のなかにあるかぎり、自然の因果法則に支配される。私
たちはのどがかわけば水がほしくなるし、空腹になれば何か食べたくなる。これらは人間の
もって生まれた本能・欲求である。この本能・欲求のままに生きるというのが、実は自然の
因果法則に支配されて存在するということなのである。カントはそれを不自由と見なす。だ
が、人間はたとえ本能や欲求にかられるときでも、してはならない、すべきでないというも
うひとりの自分の声を聞き、自然の因果法則からのがれることができる。これが良心の声で
あり義務の念である。カントは私たちが良心にしたがい、義務をはたすことを自由とよぶ66。

なるほど、猫はエサを見れば、それを食べてしまう。人間のように、これは他人のものだから食べて
はいけないと考え、それを我慢するわけではない。飼い猫の場合、飼い主の顔色をうかがって我慢する
ことはあるかもしれないが、それは食欲よりも飼い主から罰を受けるのが怖いからである。その意味で、
猫は自由ではない（と考えられる）。これに対して、人間は自由である。例えば、他人のことを配慮する
よりも、自分のことだけを考えて生活した方が気楽かもしれない。そして、他の生物のことを特に配慮
せずに生きることは動物にとっては自然なことのように思われる。しかし、人間は道徳に従うことを選
択し、わざわざ他人のことを配慮することを選択することもまたできる。ここには自然のなすがままに
なるのではない自由がある。「カントによれば、みずからが立てたこの道徳法則にみずからしたがうこと
こそ自由（意志の自律）であり、人間の尊厳はこの自律としての自由にある」（前掲書 143頁）。カント
は、思いのままに行動することは、欲求の奴隷になっているだけであると考え、不自由と見なす。これ

66清水書院『高等学校新倫理改訂版』143頁
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に対して、欲求の奴隷になることなく、道徳の法則を選択することこそが自律であり、自由だと言うの
である。
なるほど、現代の用語法からすれば、何らかのことをやりたいと思う「欲求」を実現することは「自

由」と呼ばれるかもしれない。しかし、そのような実現したいことの中にも様々な種類のものがあり、よ
り価値の高いものとそうではないものとを区別することができるであろう。だとすれば、より価値の高
い、したがって、本当に実現したいと思っているものを実現することができることが本来の意味で「自
由」ということになる。このように考えれば、自由を「自分のやりたいことをすること」と見なす考え
方は間違いとはいえないものの、「自分のやりたいこと」の中で価値の序列を区別していなかったため、
カントの見解と見かけ上対立してしまったのだということが分かる。
このようなカントの考え方に対しては、ヘーゲルは自由が価値の実現であるという点においては賛同

するが、それが意志や動機の問題に留まっている点を批判する。「カントの考え方は、極言すると、その
身は奴隷であっても、内面的には自由であり得るというものである。ヘーゲルはそのような自由は現実
的な自由ではないと考える」（前掲書 148頁）。「たとえば、画家はキャンバスという他者に向かって自
分の描きたいものを描き、できあがった絵画という他者のなかに自分の才能や思想を見る。ヘーゲルは、
このように自己そのものを外にあらわす「自己外化」とよばれる行為によって、自己のめざすものやあ
るべき状態に、自己を自己形成的に実現することが自由であり、幸福であるとした」（前掲書 147頁）。
カントの考えでは、いやいやでも道徳法則に従うことが人間らしい行為であり、自由だということにな
る。しかし、ヘーゲルは、欲求の奴隷になることは不自由だというカントの主張は認めつつも、道徳法
則に従うだけではやっぱり不十分だと考える。人間は何らかの状況の中に生まれ落ち、その中で自己形
成を行う。その中で、単なる欲求と道徳との区別を学び、成長していく。しかし、道徳や理想といえど
も、単純に実現可能とは限らない。人間は状況によって制限されている。例えば、化石燃料の消費が後
世に悪影響を及ぼすことを理解していても、すぐにそれをやめてしまうことはできない。だとすれば、
真に考えるべきなのは、与えられた状況の中で、自分の理想を実現していく具体的な方策である。それ
を成し遂げることのできる人間こそ自由だということになる。このような考えから、ヘーゲルは、理想
を社会の中で実現していく、法や制度といった具体的な方策を重視する。「ヘーゲルは、個人と全体の自
由が実現され得る具体的な場を論ずる。それが人倫である」（前掲書 148頁）。
カントは理想に殉ずることが大事であると考えたが、ヘーゲルは具体的な状況の中で理想を実現して

いくことが重要であると考える。私たちはしばしば原則や総論だけを考えがちである。しかし、本当に
難しいのはそれを具体的に考えていくことである。この違いは、例えば、環境問題において顕著となる。
単に、「自然を守ろう！」と言い、個人のモラルを求めるだけではなく、それを実現していくための方策
まで考える必要があるのである。
以上において、共同体と個人の間には相互依存関係があり、個人と共同体の間の豊かな関係を作って

いくことが課題となること、そして、個人の自由は他者、社会、環境との関係の中で価値を実現してい
くことであるということを見てきた。これらの内容は市民性教育の中で中心となるべき着想であると思
われる。しかし、実はこのような着想は決して独自なものでも新しいものでもなく、すでに高校の「倫
理」の教科書の水準で論じられているものである。「倫理」の内容は「自己」概念の見直しに必要な情報
を伝えているが、それが市民性教育として理解されるようにはなっていない現状がここに現れている。
むしろ、「自己」、「共同体」、両者の関係性を捉え直すという発想から教育内容を再編成していくこと、
少なくとも、関連性を明示していくことが必要なのである。

（３）「市民性教育」としての「子どものための哲学」

従来の市民性教育においては、市民性の内容に関する理解が中心であり、それを実践することにはあ
まり注意が払われてこなかった。具体的には、政治参加やボランティア活動の重要性は説明されるが、
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それを実行するためにはどのようなことが問題になるのかまでは取り扱われてこなかった。また、これ
らの活動の重要性は一応説明されるものの、それは一般論としてであり、必ずしも各自の生活と密接に
関連したものではない。そのため、自分にとってそれがどんな意味をもちうるのかまではなかなか実感
できないという現状がある。結局、実践につながっていかない。
なるほど、道徳や特別活動においては、生活の中での実践という観点が見られる。また、社会科にお

いても合理的意志決定が説かれ、自分にとっての価値から判断する力の育成が目指されている。しかし
ながら、そこで前提とされる人間像は、合理的判断力をもち、よりよい可能性を選択しうるような主体
が想定されている。だが、現実には、自己は、認識を実践へとつなげていくことがなかなかできず、ま
た、環境からの影響を受けやすいような受動的な存在である。なすべき価値を認識した上で、それをど
のように実践へと結びつけていくことができるのかについての方法論が欠如していた。もちろん、それ
は実践を行うことによってしか達成されえないのであり、学校教育をはみ出すような内容を含んでいる
と言うことができる。しかしだからといって、それは、実践を行いさえすれば、学ばれるというもので
もない。むしろ、実践を可能にする条件を整備するとともに、実践の際に見取り図を提供するようなも
のでなくてはならない。一方において、生活との関連性を取り戻し、他方において、実現の可能性の条
件を整備できるようにする必要がある。
一方で、市民性教育は、生徒にモダニティに適応すること（＝自分で考え、自分で選択すること）を

求める。他方で、そのモダニティそのものが人々に不安を与え、そこからの引きこもり状態を引き起こ
しているのであった。だとすれば、市民性教育による適応の強制は逆効果になる危険性もある。むしろ、
「全てか、無か」になることなく、徐々に適応できるようにすることが必要である。すでにある居場所を
確認し、それに基づいて、拡張できる部分を模索し、新しい居場所を形成していくという「移行」が必
要となる。
ここに、哲学の強みがある。哲学の歴史は移行のレパートリーを備えている。中でも、「動的平衡」と

いう考え方が重要なものとなる。動くことは不安であるが、かえって、動くことにより構造的安定を確
保することもまた可能となる。カタストロフを回避するためには、動かないのではなく、少しずつ動く
ことが不可欠である。このような現代思想における「移行」の主題化は、「知の再帰化」の進行という状
況に呼応するものであると同時に、このような不安な状況に対する対処法を提供するものでもあった。
哲学の経験が示すところでは、「移行」に慣れ親しむことは対処法の手がかりを提供するものであり、そ
のことによって不安を緩和することが期待される。このような意味で、哲学の「移行」を学ぶことが、
市民性教育における基盤形成の役割を果たすことができる。「こどものための哲学」においてはこのよう
な議論を「自由」のようにもっと日常的な主題に即して行うことができる。それとともに、哲学の体験
を通して、その都度の状況に対処するための方法論を教えることが市民性教育の課題となる67。
以上のような課題を念頭においたとき、「こどものための哲学」において習得されるべき事柄は以下の

ようなものとなる。

1. 疑問や問題点に気づき、それを言葉で表現できること。

2. 自分の意見を表現し、他人の意見を理解できること。

3. 抽象的な論理や決まり文句ではなく、具体的な文脈に照らし合わせて吟味できること。
　具体的な状況の中では、理屈どおりにはいかないことを論理的に考えねばならない。例えば、道
徳的にはよくないとされることであっても、それを行ってしまう人にはその人なりの事情がある。
その事情を配慮しないまま、よくないと片付けてしまっては、実際の問題は何も解決しない。

67かくして、「市民性教育」としての「子どものための哲学」は、いわゆる「哲学的内容」の子どもむけのサブセットではな
い。また、「哲学」そのものの遂行とも異なる。というのも、「哲学」の遂行はここでは手段であるからであって、むしろ、別
の目標に対する配慮が不可欠となるからである。ただし、その目標を達成するためには「哲学」そのものの遂行の経験が必要
となる。
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4. 他人事としてではなく、自分に関わる事柄として吟味できること。

　単なる議論ではなく、自分の感情や自分の置かれた状況を顧慮した上での議論であることが求
められる。論理による説明と感情による選択は異なりうる。しかし、それが違っていることに気
づかないことが問題を複雑にしてしまう。

5. 意見の吟味を積極的な事柄、他者への貢献として受容することができること。

　自分にとって大切なことをきちんと自分で説明でき、かつ、他人に説明できること。他人にとっ
てはどうでもどうでもいいと思える場合でも、他人にとっても何らかの意味がある場合がありう
ることを知る必要がある。なぜなら、ある人が大切だと思う問題は実は「ありがち」なものであ
り、他者にとっても共有可能であること。たとえ、表面上違っているように見えても、同じ問題、
共有できる問題として捉え直すことが可能である。仮に、特に意味がないことが分かっても、き
ちんと説明できたことは自分にとっても他人にとっても重要な意味がある。

6. 対話の遂行の中で、自分、物語の紡ぎ直しをしていくことができること。これはアイデンティティ
を鍛えることにつながる。

このように考えるならば、「こどものための哲学」は「市民性教育」の具体的な実践を（議論の中とい
う制約はあるものの）日常の中で具体化するものであると言うことができる。

4.3.3 「子どものための哲学」の方法

（１）「こどものための哲学」の手順

第二章において見たように、哲学の具体的な流れについては「哲学カウンセリング」の実践、「子ども
のための哲学」、「哲学カフェ」などが大まかな示唆を与えてくれる。「哲学カウンセリング」は四つの
段階を想定している68。第一の「自由浮遊」の段階では、現在抱えている問題を記述し、第二の「当面
する問題の解決」の段階で、観念相互の関連を問うことで具体的な問題の解決をはかる。続く、第三の
「意図的行為としての教育」の段階で哲学の実例を知ることで、第四の「超越」の段階において普遍的な
立場から諸問題に対処しうるようになることが求められる。
「Ｐ４Ｃ」の場合、集団で行うこともあり、出発点からして共有できる疑問を素材とする。通常は何
らかのテキストから疑問を提出させ、その中でも最も共有できる疑問について考察を行う。その考察の
手順については集団のダイナミックスに委ねられ、必ずしも決まったやり方があるわけではないが、通
常は、問題の記述、問題点の析出、語り直しといった手順が標準的である69。
「哲学カウンセリング」の場合は一対一の対話であるため具体的で個人的な問題が課題となるのに対
して、集団で行う「Ｐ４Ｃ」においては初めから普遍的な問題が課題となる。とはいえ、前者も普遍的
な問題を考えることを目ざしており、かつ、後者においても、各自の生活に密接に関連した具体的な問
題でなくてはならない。このように考えれば、記述、考察、語り直しという大まかな手順は共有されて
いると見てよい。
4.3.2項において見た諸課題をこのような流れの中に位置づけると以下のようになる。

68ラービ『哲学カウンセリング』（法政大学出版局）2006、180頁以下参照。
69例えば、LIPMAN, Matthew, Thinking in Education, 2003を参照。
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０）議論の前提の整備 まず第一に、みんなの前で自分の考えを語ってもいいと思える「安心感」を形
成することが最初の課題となる。そのためには、すべての発言が意味あるものとして受容されるような
環境を整えねばならない。例えば、芸術のように必ずしも意見の収束が求められない事柄を議論の主題
に選んだり、答えが収束しやすいものを題材とし、一緒に考えていく練習をする必要がある。場合によっ
ては、アルコール依存症者の自助グループであるＡＡ (Alcoholics Anonymous)に見られるような「言
いっぱなし、聴きっぱなし」というのも選択肢になりうる70。
そして第二に、正解を言わねばならない、正解を見つけださなくてはならないという強迫観念のよう

なものが根強いこともあるので、この段階ではそれを取り除き、議論を気軽に考えることができるよう
にすることが重要である。日常生活において発言は話者の人格を表現するものと受け取られるが、哲学
的対話においてはこれらの結びつけをゆるめる必要がある。というのも、哲学的対話においては、主体
性が変様を被ることになるからである。すなわち、主体として自分のことについてはおおむね分かって
いると思っていたにもかかわらず、実はそうではなかったことに直面させられ、対話の中で自己を形成
し直すことがもとめられることになる。その意味では、様々な「１２ステップ式自助グループ」に見ら
れるように、自分をコントロールすることを諦めることも必要になる71。
哲学カウンセリングの場合であれば、クライエントはなんらかの問題を自覚し、それをなんとかした

いという自発性がすでに発生している。後は、その自発性を発揮してもよいと思えるような安心感を形
成しさえすればよいということになる。しかし、教室の中では、すべての生徒がそのような自発性をもっ
ているわけではない。哲学的な対話に参加しようとしない生徒が出てくることになる。これが第三の課
題となる。その子どもたちはａ）沈黙、ｂ）騒ぐといった態度をとるが、いずれも「拒否」という意思
表示である。それは議論にとっては否定的かもしれないが、少なくとも意志の発露としては尊重される
べきものである。だとすれば、そのような反応を示す段階から、議論を始めなくてはならない。ａ）の
沈黙については、沈黙を守る生徒がいることに注意しつつも、無理に話させることはできない。話して
いる仲間たちへの羨望から話したいという欲求をもつようになることを待たねばならない。その際、仲
間たちからの働きかけも重要となる。ｂ）のように議論に集中せず、騒ぐような場合には、議論の中心
になってもらうなどの工夫が必要となる。あるいは、議論の輪の中に入っていけない（いきたくない）
事情もあるかもしれない。その場合、その事情から考えることは議論参加者全員にとって意味があるの
で、議論の「拒否」そのものや「話しにくさ」そのものを主題化することも可能である。とはいえ、「拒
否」の意思表示をしているにもかかわらず、スポットライトを当てられることには拒否感があるかもし
れない。その場合には再度沈黙へと戻るかもしれない。そのような場合でも、関係を切ってしまうので
はなく、議論という力動の場にさらし続けておくことが必要となる。
また第四の課題として、問題が明確になっていないにも関わらず、問題を語ることを求められること

は苦痛にもなりうる。このような圧力に対して、人は逃避的適応を行う。すなわち、本当の問題ではな
いが、もっともらしく思われがちな発言をすることで、その場をやりすごしてしまう。とはいえ、それ
は議論にとってマイナスというわけではない。というのも、議論のプロセスの中でそのような「もっと
らしい発言」の内容のはらむ問題を考えるきっかけとすることができるからである。

１）問いの前もっての吟味 議論の前提がある程度整えられれば、具体的な議論に入っていくことにな
る。初期の段階では、ある程度の問題提起をしておいて、それについて考えていくことが必要である（こ
の点については 4.4節のカリキュラムを参照）。しかし、議論にある程度慣れてくれば、何らかの資料を
素材として、そこから各自に問題点を提案させたり、場合によっては、無条件に問題提起をさせること
も可能である。いずれにしても、問題提起が必要となるが、その際、その問題（問い）そのものについ

70例えば、野口裕二『物語としてのケア』（医学書院）2002、164頁以下参照。
71例えば、第一ステップは「私たちはアルコールに対して無力であり、私たちの人生は操作できるようなものではなかった

ことを私たちは認める」というものである。AA Services AA Services (ed.), Twelve Steps and Twelve Traditions, 2002.
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て考察する前に、問題を吟味することで問いを明確化しておく必要がある。
問いは具体的な生活経験の中で生まれてくることもあれば、逆に、抽象的な概念から生まれてくるこ

ともある。前者の場合、問いが個人的な問題であることがしばしばある。しかし、個人的な問いを集団
で議論することは困難である。例えば、「なぜ私は友達に本当のことを言えないのか」といった問いで
ある。しかし、個人的な問題といえども、そこには普遍的な側面が含まれている。したがって、個人的
な問いを集団が共有できるような普遍的な問いへと作り直すことが必要となる。例えば、上の問いなら
ば、「なぜ人は他人に正直になれないのか」という仕方で誰にも当てはまる問いに作り直すことができ
る。もちろん、普遍化することで、失われる条件も存在するが、それは普遍的な問いについて考察して
から、戻るという仕方で取り扱うことで、より明確に考察できるようになる。
また、後者の場合、漠然とした問いになりがちであり、その問いの背後にある本来の問題が見えにく

い。例えば、「本当の自分とは何か」という問いはありうるが、そこではこのような仕方で表現された問
いを引き起こした体験が見えなくなってしまっている。むしろ、「他人を前にすると、自分の意向よりも
相手の意向に合わせてしまうことが多いがそれはなぜか」という風に問いが生まれてくる具体的な状況
にまで遡及することが必要になる。また、「正義とは何か」といった古典的な問いであっても、それをそ
のまま議論すると問題点が明らかでないため、混乱しやすい。例えば、「人によって正しいとすることが
違うことがあるが、それはなぜか」という風に、疑問をもつにいたった具体的な文脈を前もって考えて
おくことが必要である。これに関連して、議論の目標をある程度制限しておくことも必要である。それ
は議論のための議論を回避したり、議論の方向性を明確にするのに寄与する。そのためにも、問いを具
体的な文脈と関連づけておくことが不可欠である。
以上のように、議論に先立って、１）問いの普遍性、２）問いの具体性、３）問いの文脈性、４）問

いの終局条件について、問いを吟味しておくことが必要である。
問いの前もっての吟味¶ ³
1. 問いの普遍性

2. 問いの具体性

3. 問いの文脈性

4. 問いの終局条件µ ´
２）問題点の明確化 ここから、問いについて議論していくことになるが、まずは問いにおいて問題点
はどこにあるのかを発見することが必要である。問いが問いである以上、概念や推論のどこかに矛盾と
感じられるものがあるはずである。その所在を見つけ出すことが課題となる。
まず第一に、問いを構成する概念が明確でないため、問いが生まれてくることがある。その場合には、

概念の明確化が必要となる。例えば、「本当の自分とは何か」という問いを考える際には、「本当の自分」
として語り出されているものが何かを明確にしなくてはならない。また、この概念は「にせの自分」と
対比して考える必要がある。その際、「本当」、「にせ」、「自分」とはどういうものかが問題となってく
る。さらに、「本当の自分」と見なしているものは具体的にはどのような場面でどのような仕方で現れて
いるのかを考えねばならない。具体的な場面に注目することによって、概念では十分に整理できていな
いものが入ってくることになる。このように問いを構成する概念について、１）その定義、２）対比さ
れる概念との比較、３）その具体例を考えることが最初の主題となる。
次に、問いが問いとして成立している状態を暗黙の内に支えている推論過程を吟味していくことが必

要になる。例えば、「正義とは何か」という問いが問いとして成立しうるためには、正義が人によって
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様々であり自明ではないという認識があるのでなくてはならない。このような認識は、能力主義を是と
する人もいれば、平等主義を是とする人もいるように、人によって正しいとすることが違うという体験
によって支えられている。なるほど、各自の主張する「正しさ」の主張を正義と見なすならば、正義は
様々であるということになるかもしれない。しかし、各自の「正しさ」の主張は「社会をよりよくする」
という目標を共有している。違いがあるのは、その目標をどのように実現するのかの方法である。だと
すれば、問題は「正義」そのものの問題というよりも、方法に関する認識が異なっているという点にあ
ると考えることも可能になる。このように推論過程を吟味することで、問いを別な観点から見直すこと
が可能となる。
さらに、「正義」の問題の場合、それを実現する方法の違いが生まれてくる背景には、どのような観点

を重視するのかの違いが隠されている。自分の能力を評価してほしいと思っている個人の立場に立てば、
能力主義ももっともなものと思われるであろうが、自分の責任ではないと思われる格差に悩む人の立場
に立てば、平等主義ももっともなものと思われるであろう。このように問いの背景には、観点や文脈が
相互の矛盾が隠されている。このような矛盾が自覚化されれば、「正義とは何か」という仕方ではなく、
「責任」、「個人」、「援助」という仕方で問い直すことが必要となる。かくして第三に、矛盾を引き起こ
している文脈や観点の違いを発見することが必要となる。
そして、このように考察（議論）してくると、概念、推論、観点の問題点が発見されてくる。このよ

うな発見をもともとの問いへとフィードバックして考え直すことで、問いは新たな姿をとって現れるこ
とになる。このような循環を活性化させることが哲学的議論の中心的な営みとなる。
もちろん、議論は万能ではない。議論したからといって、全ての問題を解決できるわけではない。し

かし、議論することによって常に何かは発見される。そのことによって、さらなる問いが生まれること
になり、循環が始まることになる。そして、循環の中に入っていくことによって、より広い視野で問い
を考えることができるようになる。教師は議論において生じた「発見」を注意深く聴き取り、それを参
加者全員に対して意識化させるのでなくてはならない。このような循環の積み重ねによって、議論とは
どういうものであるのかの体験がえられる。この体験は自分で考える際のモデルとなる。
問題点の明確化¶ ³
1. 概念の明確化

� 概念の定義
� 概念の比較
� 概念の具体例

2. 推論過程の吟味：推論にはギャップがある。

3. 疑問の所在をつきとめる。：疑問は文脈相互の矛盾として現れる。

4. 発見を元の問いに「つなぎ」、「もどす」。µ ´
３）文脈の揺り動かし 問題点を抽出することによって、問題を成立させている観点や文脈相互のずれ
が顕在化する。複数の観点・文脈から問題を記述しなおすことによって、問題を再定式化することが可
能になる。例えば、現代の多くの人間にとって「自由」は「やりたいことをやること」として理解され
ている。このような理解のもとでは、「自由」とは道徳法則に従うことであるというカント的理解は理
解しがたいものとなる。しかし、やりたいこととやりたくないこととの対比の中で「自由」を考えるだ
けではなく、やりたいことが相互に矛盾するような場面で「自由」を考えてみることも可能である。そ
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の場合には、「よりやりたいこと」、「より価値があると思われるもの」を実現するために、やりたいこ
とを断念することや、不都合を甘受するといったことが必要となる。ここにおいて、「自由」は「価値の
あること（それゆえ、やりたいこと）をやること」という風に再定式化されることになり、カント的理
解を包括するものとなる。その上で、再定式化された考え方を具体的な場面で吟味することが必要とな
る。上の事例であれば、サッカーが上手になるためには、大変かもしれないが、練習が必要であるとい
う風に理解することができる。
文脈の揺り動かし¶ ³
1. 問題を別の文脈から見直し、うまくいっていない点を再検討する。

2. 問題を再定式化してみる。

3. 再定式化された問題を具体的な場面で考えてみる。µ ´
この段階では、自分の過去の考えを吟味することが求められる。したがって、この作業を楽しいと思

う子どもも、傷つけられたと感じる子どももいる。これに対しては、以下のような点を考慮に入れてお
くことが必要となる。１）まず、解体が同時に、再構築でなくてはならない。何かが出来上がっていく
という期待感が何かを壊しているという不安を乗り越えることが必要となる。子どもの側による主体的
な解体と再構築でなくてはならない。２）また、その「移行」は経験に裏打ちされ、充実されたもので
なくてはならない。つまり、子どもたちが生活経験の中で形成してきた観念に依拠しながらも、その観
念がもたらす矛盾を解消し、生活経験を生かす方向で、観念を再構築することが必要である。それに成
功すれば、当初の生活経験は生かされる。逆に、観念のもたらす矛盾を理由として、生活経験を否定し
てしまうとすれば、それは単なる強要でしかなく、その後の再構築は形式的な適応にしかならない。し
たがって、重要なのは「説得」ではない。充実された仕方で「納得」することである。３）したがって、
吟味は慎重に行わねばならない。教師・生徒の関係は権力的で強制的なものとして機能しやすいため、
教師が主導的に行うのではなく、子ども同士に相互吟味をさせることが望ましい。もちろん、教師は教
室では特権的な立場にあるため、理想論でしかないが、その場合でも、子ども自身にいったんは自分で
納得したという感覚をもたせることが重要となる。その場合には、同意は教師によって強要されたわけ
ではなく、自分自身が与えたのであり、論争は自問自答として継続することになるからである。

４）収束 問題を別な文脈から考え直すことは多くの場合、新たな問題を引き起こす。そうなると議論
はさらに続くことになる。しかし、教室での授業としては、議論をどこかで収束させる必要がある。３）
において見た、問題の再定式化に成功すれば、ひとまずの議論の成果が明確になるので、ここで議論を
収束させることができる。だが、再定式化まではいかず、問題において問われている事柄が何であるの
かが抽出されるにとどまることもあるであろう。その場合であっても、議論によって、問題がより明確
化したことをもって議論の成果とすることが可能である72。このようにして、議論の成果を明確化する
ことで議論を締めくくる。その際、何が明らかになったかだけではなく、何が問題として残るのか、さ
らに、この議論をしたことで具体的な水準でどんな帰結がもたらされることになるのかに簡単にでも触
れることができれば、議論の意義がより明確になる。

72議論においては、明確になることと明確にならないこととが相半ばするということも多い。そのような経験を積み重ねる
中で、明確にならないことが残るからといって、議論に意味がないわけではなく、むしろ、さらに問い続けることができるこ
とに意味があるということが実感されるようになってくる。そのようになれば、「オープンエンド」や答えのでない「宙づり」
に対する耐性が養われることになる。このことは、いきなり大きな解答を求め、それが得られなければ、議論を全否定してし
まうというのではなく、その都度の議論の中に自分たちを位置づけ、自分たちが達成できたこと、できなかったことを具体的
に評価していくという態度につながっていく。そして、そのような自己評価を反復させることが「自己評価への慣れ」をもた
らし、「自己」の安定化にも寄与すると考えられる。



82 第 4章 「市民性教育」と「子どものための哲学」

収束¶ ³
1. 枝葉の議論を切り落とし、中心的な議論を明確化する。

2. 何が明らかになったか（問題の明確化、問題の再定式化）を共有化する。

3. 何が問題として残るかを共有化する。

4. この議論の具体的な意義を示唆する（実践への方向づけと振り返り）µ ´
（２）議論の方法論の意識化

以上のような議論の手順と同時に、議論の中で、議論の方法、どのように考えていくのかについての
方法についても言及されねばならない。それには二つの理由がある。第一の理由は、「子どもための哲
学」の目的は、市民性教育の内容について議論を体験し、理解を深めることだけではなく、市民的活動
として議論を自ら遂行できるようになっていくことでもあるというものである。ヴィゴツキーによれば、
内的言語の発達には外的言語の反復が先行する73。これと同様に、誰も解答を知らないような問題につ
いて手持ちの材料を用いて考えるというプロセスを自分の内面で遂行できるようになるためには、集団
の中で役割を分担しながら議論し、考えていくというプロセスを体験することを反復することが必要と
なる。その際、単に反復するだけではなく、自覚的に反復するのでなくてはならない。「移行」を経験し
た者はその「移行」の微細なプロセスについては忘却してしまいがちである。そのため、「移行」はしば
しば神秘的な語彙（導き）や感覚的な語彙（経験）によって語られてしまう。それとは反対に、「移行」
のプロセスを分析的に記述し、また、その内容を目に見えるようにし、共有化できるようにすることが
重要となる。つまり、どのようにして「移行」できたのか、そして、その小さな「移行」がどのような
点で、過去の「移行」や未来の「移行」に関わるのかを各自が自覚できるようにする必要がある74 75。
そして第二の理由は、考えることができるということが「自己」に耐性を与えるからである。第三章

において見たように、グローバリゼーションの進行により、制度、知識、自己の再帰化が迫られるよう
になると同時に、そこからの撤退現象も見られた。そのような撤退を抑制するためには、自己を共同体
との関連の中で考えながらも、同時に、それを自己にとって意味のある積極的な現象として捉え直すこ
とが必要となる。メルッチは社会運動をそのような観点から捉え直すことを提案していた。そして、「子
どものための哲学」は、集団にさらされる中で新たな発見が生みだされる現場を見せることで、そのよ
うな共同体と自己の間の再帰的な関係を自覚的な仕方で体験する機会を提供することを目指している。
このような着想は「哲学カウンセリング」にも共通するものである。「哲学カウンセリングを心理療法
からより効果的に区別する方法……は、意図的な教育学の方法を哲学カウンセリングの一段階として受
け入れる点にある。直接的教育を実践の中に位置づけるということ……は……哲学カウンセリングが、
何よりもまずクライエントの推論能力を改善することによって、その自律性を強化することである、と
いうことを実証することに役立つという点である」76。また、議論においては、明確になることと明確
にならないこととが相半ばするということも多い。そのような経験を積み重ねる中で、明確にならない
ことが残るからといって、議論に意味がないわけではなく、むしろ、さらに問い続けることができるこ

73例えば、ヴィゴツキー『「発達の最近接領域」の理論』（三学出版）2003,207頁以下参照。
74このようなことが自覚化されれば、再帰性をコントロールできるようになる。そして、そうなることは、いきすぎた「超

越」（新興宗教や依存症など）に対する耐性を養うことにもなる。
75批判的自己の形成。もちろん、これらの高次の能力を育成することまで進みたいが、むしろ重要なのはその前の土壌を耕

すことであり、そこに関わる点に重要性がある。しかし、逆説的なことに、高次の関係性を意識化できるようになることがか
えって土着性をもたらす。

76ラービ『哲学カウンセリング』（法政大学出版局）2006、p.295。
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とに意味があるということが実感されるようになってくる。そのようになれば、「オープンエンド」や
答えのでない「宙づり」に対する耐性が養われることにもなる。このことは、いきなり大きな解答を求
め、それが得られなければ、議論を全否定してしまうというのではなく、その都度の議論の中に自分た
ちを位置づけ、自分たちが達成できたこと、できなかったことを具体的に評価していくという態度につ
ながっていく。そして、そのような自己評価を反復させることが「自己評価への慣れ」をもたらし、「自
己」の安定化にも寄与すると考えられる。
議論の方法論についてそれだけを取り上げて教授するのは困難である。なぜなら、方法論が対象とす

るのは議論の進め方という抽象的な事柄であり、議論に習熟している人であれば、それをイメージする
ことも可能であるかもしれないが、「子どものための哲学」を学ぶ人にそれを期待することはできないか
らである。だとすれば、議論の方法論については、議論を実際に遂行する中でそのつど言及していくし
かない。具体的には、上で見てきた、１）「問いの吟味」、２）問題点の明確化、３）文脈の再定式化、
４）収束という議論の手順において主題化されている事柄をそのつど強調し、参加者に意識化させてい
くということになる。例えば、２）であれば、「問いを考えるときには、そこで用いられている言葉が
はっきりしていないと混乱してしまいます。言葉の意味をはっきりさせるとともに、他の言葉と対比し
たり、具体例を示したりすることが大切になります」と説明し、議論のたびに一貫して反復し、定着さ
せていく必要がある。ただし、方法論についての言及が多くなると、議論に集中できなくなるため、そ
のつどの状況の中で、適宜整理していくという工夫も不可欠となる。また、議論をいくつも経験した上
であれば、議論の手順をフローチャートにしたものを手渡して、それに合わせて議論を進めるというこ
とも行われるべきである。このように議論の経験の中で議論の方法論を意識化させるとともに、次に自
分で考える際にはこの方法論を利用できるという示唆を与え続けることも必要である。現実には、方法
論を試してみてもむしろうまくいかないと感じることの方が多いかもしれないが、それはなぜうまくい
かなかったのかという問題意識を生むことになる。このような試行錯誤を自覚的に遂行できるようにな
ることが、議論や自分で考える際の方法論への注意を高めることになる。
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以上において授業の枠組みを祖述したが、「子どものための哲学」は集団による自主的な議論を求める
ため、一般の授業の場合のように議論全体の流れを前もって細かく規定しておくことは困難であるし、
また、適切でもない。しかし、大まかな流れを想定しておくことは必要である。特に、議論に習熟して
いない生徒を対象とする場合は、ある程度、構造化された議論を行うことから始める必要がある（「子
どものための哲学」のカリキュラムについては第四章で考察する）。構造化された議論に参加する中で、
議論がどのようなものであるのかの体験が蓄積され、次第に、より自由な議論に参加できるようになっ
ていくからである。しかし、大まかな流れを想定するというのは、議論の整理をしやすくするために、
教師の側が前もって議論を「範例」としてシミュレーションしておくということでしかない。したがっ
て、それはその想定どおりに議論をすすめるということを意味しない。そもそも、交通整理は必要であ
るにしても、教師の側が議論を作り上げる必要はなく、基本的には生徒に議論の動向を任せることにな
る77。その際、重要なのは議論の中で何が起こっているのかに意識を集中させ、問題の再定式化につな
がるような発言が出たときに、そのことに注意を喚起することである。
ここにおいて、「子どものための哲学」における教師の役割が明確になる。一方において、教師は、第

四章においてみるような半ば構造化された議論を子どもたちに展開「させる」役割を担う。その場合は
77ゆとりか詰め込みかという二分法は不毛であるにしても、子どものための哲学は「ゆとり」と受け取られかねない。その

意味では「這い回る経験主義」との差異を説明しておく必要はある。「這い回る経験主義」は、現実の生活環境の中で子どもた
ち自身が学んでいくというものであったが、そこでは組織だった学びが困難であるとされた。哲学は充実した知識を求めるた
め上から降りていくという手法をとる。その意味では目標はコントロールされている。そのため、経験に根ざした知識を重視
するが、その発見の場面を作ることまでもは含まない。それは生活の仕事である。なるほど、その場面が欠如している子ども
もいるであろうが、その場合でももっている経験まで遡り、それでやりくりするブリコラージュを目ざす。地面を這い回るの
ではなく、むしろ、地中へと戻り行き、根を耕すことが重要である。そうすれば、より葉を茂らせることが可能になる（デカ
ルトの樹木の比喩）。
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いわゆる授業案的な展開を構想し、実際の授業においては適切な設問を選択することによって議論を始
めたり、議論からの逸脱を整理したりせねばならない。このような役割は一般の教科における役割に準
じるものである。しかし他方において、「子どものための哲学」において目標となるのは生徒自身が自ら
「移行」を体験することである。そこにおいて、教師は、知識の伝達、概念の説明、問いの提示などはで
きるかもしれないが、移行体験そのものを作り上げることはできない。むしろ、教師の中心的な役割は
議論の中で発生していることを「眼に見える」ようにし、意識化させることで、「移行」の体験を手助け
することである。そのつどの発言の内容が共有化されるようにすると同時に、個々の発言が議論全体の
中でどのような役割を果たしているのか、さらに、議論全体の流れがどうなっているのかを整理し、参
加者の目に見えるようにしていくことが中心的な役割となる。中でも、議論を傾聴し、３）において見
たように、中心的な問題が露呈し、再定式化が始まるようなターニングポイントをいち早く看取し、そ
のことを参加者へと差し戻すことが重要となる。このように「子どものための哲学」における教師の役
割は多岐にわたるが、生徒の段階や議論のあり方によって、教師は、教導者として介入することも、協
働者として関与することも、ファシリテーターに徹することもありうる78。
以上において、「子どものための哲学」に関連する諸実践から中心的な着想を析出するという仕方で、

「子どものための哲学」の方法を考察してきた。しかし、この方法は 4.3.1項において言及した「現代社
会の変容」に対応するものでもある。まず第一に、問題の再定式化という作業を意識的に反復すること
によって、知や制度の再帰性に対応する能力の基盤が形成される。そして第二に、議論に対する不安を
感じながらも、みずから議論に参加することで、新たなものが形成されていくことを体験することがで
きるようになるが、そのような体験の反復は、再帰性に対応できる自己の形成の基盤となる。第三に、
これと並行して、集団との関係性もまた変容することになり、議論のプロセスそのものを集団の協働性
として意識できるようになるが、これは関係性の再帰化に対する対応となっている。
さらに、ここにおいては、4.3.2項において見たような、「共同体」と「自己」の関係の変容が、単に、

主題として表明的に議論されるだけではなく、議論における具体的な体験として意識化されるようになっ
ている。すなわち、「共同体」と「個人」とはもはや（しばしば、そのように意識されるように）対立的
な関係にあるのではなく、「共同体」が「個人」の「自由」（価値あることを追求すること）の基盤とな
るとともに、「個人」による活動が「共同体」のあり方をより豊かにするという相互的基づけ関係が成就
しうるのである。そして、このような体験は第一節において提示した「新しい公共性」の小規模な実験
となっており、そのための準備となっている。このような意味で「子どものための哲学」は内容の点で
も方法の点でも「市民性教育」の基盤となりうるのである。

4.4 「市民性教育」としての「子どものための哲学」のカリキュラム
4.4節の課題は、4.3節において検討した「市民性教育」の内容と方法を具体化し、教室の中で実践可

能なカリキュラムを構想することである。

4.4.1 哲学のカリキュラム化における課題

「市民性教育」としての「子どものための哲学」のカリキュラムを構築するためには、一方において、
日本の学校教育において「子どものための哲学」がどのような仕方で導入可能であるのかについて検討
するとともに、他方において、哲学のカリキュラムの具体的な内容や流れを考察することが必要となる。

78ファシリテーターは議論の参加者の自立性を尊重せねばならない。しかし、だからといって、議論に対して受動的であっ
ていいというわけではない。むしろ、議論への参加やモチベーションを向上させるための工夫が必要であるし、移行の援助と
いう観点では、きめ細やかな配慮が必要となる。また、問題が発生したときには適切に介入せねばならない。
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まず前者については、既存の学校教育の枠組みを前提として、哲学を組み込むとしたらどのようなこ
とが可能であるのかを検討することが必要となる。「市民性教育」ないし「哲学」といった教科を設定す
れば、理想的かもしれないが、現在のように様々な教育的課題が山積する現状の中では困難である。そ
のため、現在の指導要領の範囲の中で「子どものための哲学」を導入する方策を考えざるをえない。そ
こで、さしあたりは、道徳や総合的な学習の時間を利用しながら、一連のカリキュラムを行うことを考
えることにする。対象としては中学生を想定している79。
次に、後者については、１）継続的な授業の流れ、２）授業で扱う内容、３）個々の授業の流れといっ

た三点が課題となるが、２）と３）については 4.4.2項において考察することにして、ここでは１）に限
定することとする。
カリキュラムの中心となるのは 4.3.2項において検討した「市民性教育」の概念枠組みの明確化であ

る。そこでは、近代における「共同体」概念と「自己」概念の再検討が課題となっていた。ただし、「共
同体」の概念はどちらかといえば疎遠なものにとどまっていることを念頭におき、まずは、生徒たちに
とっても身近であり、常識ともなっている近代的な「自己」の概念から始めるのが適切である。中でも、
子どものとって日常的な「自由」の問題を出発点とすることによって、「自己」の問題系への導入が容易
になると考えられる。
このように、「自己」概念を吟味していく中で、「自己」に深く関わりつつ、それを支えてもいる環境

が意識化されるとともに、その中で大きな役割を果たしている「共同体」の概念が浮上してくることに
なる。ここにおいても、「自己」の「自由」を実現するという分かりやすい主題から出発しつつも、その
ための条件として「共同体」を理解できるようにしていくことが適切である。
「自己」概念と「共同体」概念の吟味に基づいて、「共同体への参画」を考えていくことが可能とな

る。「市民性教育」には社会参加の実践もまた含まれているが、教室の中で行われる「子どものための哲
学」は、実践を考える際の視座と教室という共同体の中での社会的交流の体験とを提供することで、そ
の実践のための準備段階の役割を果たすことになる。

4.4.2 哲学のカリキュラム

4.3節において、「市民性教育」としての「子どものための哲学」の授業の形式について検討してきた
ことを踏まえ、4.4節においては、「市民性教育」としての「子どものための哲学」の内容と個々の授業
の流れを示すことで、そのカリキュラムの概略について範例を示すことにする。

（１）自己

まず第一の課題は、近代的な意味での「自己」の概念から出発しつつも、それを真剣に受け取るなら
ば、それを支えているもののことを配慮せざるをえないことに気づくことである。

授業１：他の人の意見を大切にするとはどういうことか？ 第一の授業の目的は、１）「哲学的対話」が
どのようなものであるのかを体験すること、２）議論への参加はみなへの寄与となるということ、３）
「自由」の問題を考える際に不可欠となる、短期的な視野からみた価値と長期的な視野からみた価値とを
区別していくという着想を学ぶことの三点である。

学習活動 児童の反応 教師の働きかけ
「他の人の意見を大切にしましょう」と言われるが、具体的にどういうことか？

79本論では中学校を想定しているが、小学校高学年を対象とするカリキュラムに作り替えることも可能である。
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他の人の意見に反論することと他の
人の意見を尊重することとは両立す
るか？

・両立する。
：みんなが考えていることが分かる。
・両立しない。
：「遠足でどこに行くか」を話し合っ
ていて、自分の意見が受け入れられ
なかったとき、その人は「尊重して
もらった」とは感じないのではない
か。

主張に対して理由を示させる。

何のために「話し合い」や「議論」を
するのか？

他の人の色々な意見を聞くことで、
自分の思いつかなかったことを知る
ことができ、考えが深まる。

お互いの考えていることを分かりあ
ることは大切だと確認。

議論はいいことであるはずなのに、あまり意見がでず、議論にならなかったりすることがある。
なぜ意見を言うのをためらうのか？ ・何を言ったらいいのか分からない

から。
・間違っていたらいやだから。
・人から批判されるのがいやだから。

他人の目を気にして意見を言うのを
ためらうことが多い現状を確認。

なぜ批判されるのがいやなのか？ ・間違っていると指摘されるような
ものだから。
・自分の意見が否定されているよう
に感じるから。

気分を害するからという理由で、お互いの批判をしないとしたら、どういうことになるだろうか？
相手の意見とは違う考えがありうる
場合、それを指摘しないと、他の人
は損をするか得をするか？

なるほど、不快にはならないかもし
れないが、自分の考えとは違う考え
を知るチャンスを失うので、損失が
ある。

不快さと新しい考えを知るチャンス
とどちらの方が大切な価値か？

新しい考えを知ることは大切だ。
でも、やはり不安はある。

短期的な価値と長期的な価値との違
いに気づかせる。

他の人の意見に反論を言わないこと
は他の人を尊重していることになる
か？

他の人を色々な考えを綜合して考え
ることのできない者と見なすことは
他の人を馬鹿にしているのであり、
決して、尊重しているのではない。

そもそも、議論の目的は何か？
議論は何を目指しているか？ より本当のことを知ること

：意見を言うこととそれを批判する
ことはどちらも同じことを求めてい
る。批判されても、よりよい考え方
を知ることができれば、それには意
味がある。

他人を尊重するとは？ 他人の感情を配慮することは大切で
あるが、他人が成長できる可能性を
大切にすることの方が大切である。

哲学の考え方：短期的な見方と長期的な見方との違いに注目する。

この授業案は生徒に対して誘導的な部分を強くもっている。その意味では「教え込み」の側面が強い。
しかし、議論において、まずは論理の型に従わねばならないことが多い。そのため、論理の型を学習し
ていくことは不可欠であるし、たとえ、別の考え方をする場合でも、一度は吟味すべき考え方を提示す
る必要はある。また、論理に基づく議論に慣れていない段階では、生徒におしつけられているかのよう
な感情が生まれることも考えられる。その場合には、なぜそのように感じるのかを発言してもらい、そ
のような感情とどのようにつきあっていくのかを考えることが必要となる。

授業２：自由とは何か？ 一般的には「自由」とは「やりたいことをやれること」であると理解されて
いる。しかし、その考え方に従えば、たとえ価値のあることでも、やりたくないと感じていれば、強制
になってしまう。共同体と個人とを対立的にとらえる近代的な思考法はこのような枠組みの中を動いて
おり、それが問題を引き起こしているのであった。このような考え方を見直すためには、自分がやりた
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くないと「感じている」ことであっても、そこに「価値」を認めるのであれば、そこで問題となってい
るのは、自分か強制する他者かの対立ではなく、自分がどちらにより価値があると考えているのかの問
題であることに気づく必要がある。「短期的な見方」からはやりたくないものでも、「長期的な見方」か
らすればやるべきであるということがありうるのであり、その区別をしているのは自分なのである。

学習活動 児童の反応 教師の働きかけ
前回の復習 短期的な見方と長期的な見方の区別

を学んだことを確認。
幸福と不幸
私たちはどんなとき楽しくて、どん
なときにつまらないだろうか？

・やりたいことがやれるとき、楽しい。
・やりたいことがやれないとき、つ
まらない。

「やりたい」と感じるかどうかとい
う点で弁別がなされていることを確
認。

私たちは「自由」か？
どんなとき自由で、どんなとき不自
由か？

「やりたい」ことができるとき自由
で、
「やりたい」ことができないとき不
自由である。

私たちは「自由」を「やりたいこと
がやれること」という風にとらえて
いることを確認。

【資料】プーにとって自由とは何か？
1. プーは眠るのが大好きです。今日は日曜日なので朝からベッドでごろごろできて、大満足です。
2. プーは眠るのが大好きです。けれど、今日は日曜日なのに、朝から蜜蜂がブンブンいって仕事をしていて、
眠れません。プーは日曜日くらい自由に眠りたいものだと思いました。

3. プーは何よりも蜂蜜が大好きです。だから、自由に蜂蜜を食べられれば、大満足です。
4. プーは何よりも蜂蜜が大好きです。さて、これから蜂蜜を食べようとしたら、クリストファー・ロビンが蜂
蜜を食べてはだめだと言いだして、食べるのを邪魔しました。プーは自由に蜂蜜を食べたいものだと思いま
した。

5. プーは蜂蜜が大好きです。さて、これから蜂蜜を食べようとしたら、急に眠気が襲ってきて、立ち上がるこ
とができませんでした。プーは「蜂蜜が歩いてきて、口の中に入ってくれればいいのになぁ」と思いました。

6. プーは眠るのが大好きです。さて、これから眠ろうとしてベッドに入ったけれど、無性に蜂蜜が食べたくな
りました。仕方なしに、プーは台所まで蜂蜜を取りに行って、満足するまで食べました。けれども、今度は
眠れなくなってしまい、「寝ながら蜂蜜を食べる方法があったらなぁ」と思いました。

7. プーは何よりも蜂蜜が大好きです。さて、これから蜂蜜を食べようとしたら、クリストファー・ロビンは「眠
る前に蜂蜜を食べたら、虫歯になるから、食べてはだめだ」と言って、食べるのを邪魔しました。プーは自
由に蜂蜜を食べたいものだと思いました。

8. プーは何よりも蜂蜜が大好きです。さて、これから蜂蜜を食べようとしたら、クリストファー・ロビンは「眠
る前に蜂蜜を食べたら、虫歯になるから、食べてはだめだ」と言い出して、食べるのを邪魔しました。プー
は自由に蜂蜜を食べたいものだと思い、クリストファー・ロビンが行ってしまってから、蜂蜜を満足するま
で食べました。

9. プーは何よりも蜂蜜が大好きです。さて、これから蜂蜜を食べようとしたら、クリストファー・ロビンは「眠
る前に蜂蜜を食べたら、虫歯になるから、食べてはだめだ」と言い出して、食べるのを邪魔しました。プー
は自由に蜂蜜を食べたいものだと思い、クリストファー・ロビンが行ってしまってから、蜂蜜を満足するま
で食べました。それからしばらくして、プーは本当に虫歯になってしまい。自由に蜂蜜が食べられなってし
まいました。プーは自由に蜂蜜を食べたいものだと思いました。

10. プーは何よりも蜂蜜が大好きです。今日も、蜂蜜はないものかと思って、野原を捜していますが、なかなか
みつかりません。そこで、レンゲの花を吸って我慢することにしました。遠くでそれを見ていたクリスト
ファー・ロビンは「蜂が蜂蜜を集めるんだから、蜂の巣を見つけさえすれば、自由に蜂蜜を食べられるのに
ね。お馬鹿さんのプー」と独り言を言いました。

11. プーは何よりも蜂蜜が大好きです。けれども、学校の椅子に座って、蜜蜂の生態について勉強するのは大嫌
いです。だって、すぐに眠くなってしまうからです。そのせいで、いつまでたっても、蜜蜂の巣のありかを
見つけることができずに、レンゲの花を吸って我慢するはめになっています。遠くでそれを見ていたクリス
トファー・ロビンはプーのことがかわいそうになり、森の中から蜜蜂の巣を見つけてあげることにしました。
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プーはそれぞれの場合、自由なんだ
ろうか？

「やりたい」ことが単一の場合は、そ
れが実現できるかどうかで、自由か
不自由かを弁別できる。
しかし、「やりたい」ことが複数あ
り、それらが相互に矛盾する場合に
は、単純に自由か不自由かと答えら
れなくなる。

【資料】のそれぞれについてプーが
自由か、不自由かを判別させる。

自由だけど不自由でもあるという場
合、矛盾がないように説明しなおす
とどうなるか？

ある観点からすれば、自由だが、別
の観点からすると、不自由である。

自由かつ不自由というのは矛盾なの
で、観点を区別する必要があること
に気づかせる。

あなたがプーだとしたら、それぞれ
の場合、どうふるまうか？

より価値のある方を優先させる。 全体としてよりよい方を実現できる
方がより自由であるという着想を確
認する。

「自由」とはどういう意味だろうか？
幸福になるためにはどうすればいい
だろう？

「自由」といっても様々な観点があ
りうる。自分が「よりやりたい」と
思えることをやれることがより自由
である。

哲学の考え方：分かった気になっていることでも、具体的に考えてみると、疑問点が出てくる。

前時に確認した「長期的な見方」と「短期的な見方」の区別を「自由」に応用することによって、「自
由とはやりたいことをやることである」という一面的な見方から、「自由とはよりやりたいこと、より価
値のあることを実現できることである」というより詳細な見方ができるようになる。その際、考え方の
型を反復して使っていることを意識化させることも重要である。

授業３：〈自分〉と「自由」の関係 何を自由と見なすのかは自分がどのような価値観を選択するかにか
かっている。なるほど、理論的にはこのような帰結が導き出された。しかし、なかなかそれは実感でき
るものとはならないかもしれない。そこで、自分がかかえている様々な価値観を具体的に書き出し、総
合的に考えてみることで、長い目で見て自分が何を求めているのかを実感することが必要となる。

学習活動 児童の反応 教師の働きかけ
私たちは「自由」か？ ・「やりたい」ことができないことが

多いので「自由」ではない。
・それでも選ぶ余地が全くない場合
はほとんどないので「自由」だ。
・現実的には選べない場合もたくさ
んあるので「自由」ではない。

これまでの学習から、「やりたい」こ
とがやれるかどうかだけではなく、
自分で選択しているかどうかが「自
由」に関わることを確認。

「明日、テストがあるので、勉強し
ている」という場合、その人は自由
だろうか？

・「勉強しなくてはならない」という
意味では「自由」ではない。
・勉強しない選択肢がないわけでは
ないので、自分で「自由」に選択し
ているともいえる。

「強制」と「やる気」の違いはどこ
にあるのか？

勉強する意味が実感できないまま勉
強しているならば、強制と感じる。
勉強する意味が実感できれば、勉強
を選択しようとする気持ちも生まれ
る。

「勉強」を取り巻くもの
「勉強」に関係するものを図にして
みよう。

・「自分」を「勉強」へと「強制」す
る構造
・「自分」が「勉強」を「選択」する
構造

「勉強」には色々な事情が関連して
いることを確認する。

いろいろな〈自分〉
上に登場した〈自分〉を列挙して、そ
れぞれに名前を付けてみよう。

～したい自分
・ゲームをしたい自分
・強制されたくない自分
・成績が心配な自分
・親にとやかく言われたくない自分

自分の中に様々な「～したい自分」が
含まれていることを確認。
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対立しあう〈自分〉
上で登場した〈自分〉の関係を考え
てみよう。

～したい自分と～したい自分とが対
立しあう。
・遊びたい自分と将来が心配な自分
とが対立しあう。
・怠けたい自分と親に心配されたく
ない自分とが対立しあう。

様々な自分の間でよりよいものを選
べることが自由であることを確認。

どんな〈自分〉に最後に決めてもら
いたい？

最後に誰に決めてもらいたいのかを
決めるのも〈自分〉

様々な選択肢を総合して、選択する
のも自分であることを確認する。

哲学の考え方：
・物事は色々なものと関係している。
・新しい発見には名前をつけてみる。

以上のような授業を中学生２年生を対象として行い、そのまとめとして「自由」について自由に意見
を述べてもらった。それらの意見を観点ごとに整理すると以下のようになった。　

1. 自由には色々な意味がある。

� 自由にはいろいろな意味がある。いろんな考え方がある。
� 一言で「自由」といってもいろいろな自由があることがわかりおもしろいと思った。

2. 考え方によって自由・不自由が変わる。

� 自由は、個人個人によって考え方や感じ方がちがうと思う。Ａにとってはあることは自由だ
けどＢにとってあることは不自由だとか…。

� 視点によって、いろんなものが見えてくることが分かった。自由にも不自由はあり、不自由
にも自由があると思った。

� 自由は自分の考え方で変わる。
� 不自由が自由になるのならば自由が不自由になることもあるんじゃないかと思った。
「不自由なことでも本当は自由なことであったり、自由なことでも本当は不自由であったり
する」という大発見。

3. 不自由さは考え方次第ではないか？

� 「なんだかんだ言っても、不自由なことは不自由で、変わらない」という意見。
� 不自由と感じていても、それをそのままにしておくのではなく、考え直すことで、自由に変
えることができる。

� 「考えなおす」ことで自由になれることが「生きること」ではないか。
� なるほど不可能なことはあるが、それを不自由と見なし、不幸と見なす考え方自体は、自分
で選んでやっていることではないか？

� 不自由なことがあっても、それは考え方次第で、それを不幸とばかりはいえないと考える自
由もあるのではないか？ゲームをやらないで、何か別の可能性を探してみることは案外自由
なことではないか？

� 「幸福」になるためには、考え方の「自由」が必要ではないか？

4. 自由だと感じていることが実は不自由であることもあるのではないか？

� 例えば、歩けることの自由は飛べないという不自由の裏返しである。ドリンクのサービスは
自由だが、選択肢がおしつけられているので不自由ともいえる。
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� 自分の思いこみに囚われていることで、やりたいことができないのは不幸。だとすれば、そ
こから自由になり、別の仕方でやりたいことを達成することができれば、「幸福」になる可能
性ができるのではないか？

5. 考えることと自由

� 自分の思い込みのせいで、できなくなってしまう（＝不自由）ことがある。その思い込みか
ら自由になれば、色々な可能性が開けてくるのではないか？

� 「考える」ことは「不自由」から解放し、人を「自由」にする。「自分」を不自由にしている
のは「自分」の考えかもしれない。考え方を変えると「自由」になることができるのではな
いか。

授業の「まとめ」の中で、「自由」を「やりたいことをやること」としてのみとらえる観点から、「よ
り価値のあることをやれること」としても理解することができるようになっていることが確認できた。
そして、それのみならず、ここでの議論をもとにしてさらに発展的な疑問を抱き、それについて考え始
めていることが分かった。

（２）共同体

「自由」という観点から「自己」を分析すると、そこには様々な価値観が渦巻いていることが分かっ
た。そして、それらの価値観は自己中心的なものであったり、刹那的なものであったりすることもある
が、他者からの評価、社会的な価値、自分の将来といったものをも含んでいた。この考察に基づいて、
自己が孤立したものではなく、共同体との関係を取り込んだ存在であることを実感できるようにしてい
くことが次の課題となる。

授業４：自由を実現するためには？ ここでも、あえて「やりたいことをやれることが自由であり、幸
福である」という考え方から出発し、その立場を維持しようとすればするほど、他者や共同体のことを
配慮せざるをえなくなるということを理解させる。そうすれば、個人と共同体を対立的なものとして見
なすのではなく、相即させるべきものとして考える着想に至ることになるが、それを実感させることが
課題となる。

学習活動 児童の反応 教師の働きかけ
前回の復習 自由とはやりたいことができること。

ただし、やりたいことの中にも、い
まやりたいと感じていることと、長
期的にみて本当にやりたいと考えて
いることとがある。

一時的な感情に左右されず、本当に
価値のあると思えることをやること
が本当の意味で「やりたいこと」を
やることであり、自由であると考え
ることができたことを確認。

自分の自由と他人の自由
自分の自由と他人の自由は両立する
か？

両立しない。
・他の人のせいで、自分のやりたい
ことができない。
両立する。
・他の人がいても、自分の選択肢が
全くなくなるわけではない。

どんなときに自分の自由と他人の自
由が両立しないか？

例えば、私が欲しいものを他人から
奪えば、けんかになってしまう。
遠足の行き先だって、人によって違
うことがある。ある人がもうければ、
他の人が損をする。

できるだけ具体的な事例を出させる。

本当の利己主義者になってみよう。
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自分の「もうけ」しか考えないパン
屋になってみよう。「もうけ」を増や
すためにはどうすればいいか？

・コストを下げる（給料を減らす、仕
入れを値切る）。
・高く売る。

「宣伝をがんばる」や「おいしいパ
ンを作る」など様々な反応がありう
るが、さしあたりは、経済活動の原
則、しかも、売り手の立場だけに限
定するようにする。

このパン屋のパンをみんなは買うか？ ・買わない。
高いから。

パン屋はどうすればよいか？ ・値段を適切にする。
・品質の高いパンにする。

「もうけ」をえるためには、顧客や
関係者のことを配慮せざるをえなく
なることを確認。

「もうけ」と「社会の幸福」は両立
するか？

・しない
もうけるためには、他人から利益を
奪う必要がある。
・する
顧客や関係者の協力がなければ「も
うけ」はない。

もちろん、簡単に両立したとはいえ
ないだろう。しかし、その場合でも、
両立できるようにした方がさらによ
い。だとすれば、本当に目指すべき、
より高い目標ということになるので
はないか。

自他の互恵関係
自分が本当にやりたいことを達成す
るためには……

人間はたった一人で生きているわけ
ではない。自分が本当にやりたいこ
とを達成するためには、他人のこと
を配慮することが不可欠になる。つ
まり、他人も満足するようにしなけ
れば、自分のやりたいことも達成で
きない。

「他の人の意見を大切にするとはど
ういうことか？」において、他者の
意見を聞くことが自分の意見や発想
を広げてくれるものであったことを
想起させる。

哲学の考え方：
自分は一人だけでいるわけではない。他人がいることで、より高い目標や価値を考えることができるようになる。

近代的な図式によれば、自己と他者はゼロ／サム関係にあり、何もしなければ、「万人の万人に対する
闘争」というホッブズ的自然状態に陥るとされる。しかし、問題点を、「利益」という最も個人的になり
やすいものに限定したとしても、利益をあげるためには他者の配慮は不可欠である。ここから、自己と
他者の間で「互恵関係」を模索し、提案していくという発想がうまれてくる。

授業５：能力主義と平等主義 ロックは、他者による不当な支配を否定し、自己の生命、労働、財産を
保証する基本的人権の考え方を基礎づけた。この考え方は、資本主義の論理とも結びつき、現代社会の
基本的原理となっている。しかし、この原理は、自ら労働し、価値を生み出すことのできる者たちの論
理であり、必ずしも自分の責任ではない理由から価値を生み出すことができない人々を排除するもので
ある。ロールズの平等の考え方に基づきながら、この問題について考えることにする。

学習活動 児童の反応 教師の働きかけ
誰にでも自由に生きる権利があるだ
ろうか？

・ある。
・ない。
・理想としてはあるかもしれないが、
現実にはそれは難しい。

小学校において基本的人権や平等に
ついて学んだことを確認。

自由をささえるもの
自由に生きるためにはお金がある程
度必要。そのお金はどうやってえる
のか？

・お小遣い
・仕事をしてかせぐ

そもそも、仕事をしてお金がもらえ
るのはなぜか？

・物を作り出すから
・商品を売れば、お金になるから

労働が価値を生みだしていることを
確認。

給料はどうやって決めたらいい？ ・働きに応じて給料を決める。 労働者と雇用者など様々な立場があ
りえるが、両者に共通する部分に基
づいて考えていくようにさせる。

「椰子島での生活」
椰子島の産業は椰子の実の輸出である。住民はみな椰子の実を売って、生計を立てている。Ａさんは椰子の実を取
るのが得意で、収入が多い。Ｂさんは木登りが不得意で，あまり収入はない。
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能力主義と平等主義とどちらがいい？ ・能力主義
：がんばった分だけ利益になるが、自
分ががんばれるか不安。
・平等主義
：がんばれなくても安心だが、みん
なのやる気がなくなる。

両方のメリット・デメリットを確認。

「病気」や「生まれつき」の理由から
仕事ができない人がいるとして、そ
の人が仕事ができないのは自分のせ
いだろうか？

・不当である。
・仕方ない。

自分のせいでないことで、収入がえ
られず、自由に生きられないとした
ら、それは不当ではないかという仮
説を指摘。

仕事をする能力に恵まれている人は
その能力を自分だけのがんばりで獲
得したのだろうか？

・生まれについては選べない。
・生まれによって人生が決められし
まうのはおかしい。
・自分の能力が自分のものとばかり
いえないという考えには違和感があ
る。

財産の相続と相続税を例として考え
ることを提案。
また、教育、学問、文化などは自分
ですべて作りだしたわけではないが、
私たちはそれを利用して、様々な活
動を行っていることにも気づかせる。

平等の原理
能力に恵まれて、収入の多い人は、生
まれのせいで、収入が少ない人に、も
っているものを分けるべきかどうか？
そして、その理由は？

・分配すべき。
：自分の収入のすべてが、自分だけ
のがんばりによるものとはいえない
から。
・分配すべきとはいえない。
：自分が働かなければ、やはり、何
も生み出されないのだから、やはり
自分のものである。

連帯の可能性
〈自分のこと〉はいつだって〈自分〉
で選べるかな？

・自分がどんな国や家に生まれるか
は選べない。
・自分が怪我や病気にならないよう
にすることはできない。
・自分が務めている会社が倒産しな
いようにすることはできない。
→〈自分〉といっても自己完結でき
ない。

自分には、なるほど、自由にコント
ロールできる側面もあるが、自分だ
けではどうしようもない側面もあり、
決して、他人事ではないことを意識
させる。

自分のせいではないことで、生きに
くくなるということがあるとすれば、
それは「自由に生きる権利」をそこ
なっているのではないか？
どうすればよくなるだろうか？

・確かに、不当だと思う。けれども、
どうしていいのか分からない。
・他の人より恵まれている人が援助
をすべきではないか。
・確かに、自分のせいではないが、他
の人のせいというわけでもない。
⇔恵まれている能力を自分のためだ
けに利用するのは不当ではないか？
・社会全体で、能力の分配の不平等
を是正することが必要ではないか。

福祉が他の人より恵まれている人の
収入を税として徴収し、恵まれてい
ない人を援助する仕組みになってい
ることを指摘。

もちろん、各々の個人は色々と努力はできるし、努力しなければいけないけれど、仕方のないこともたくさんある。
そのような事柄については、たまたま恵まれている人がたまたま恵まれていない人を援助する仕組みがあれば、み
んなが安心できるのではないか。

自分が自己完結できず、様々な運命にさらされているということを意識することは不安なことである。
しかし、運命に恵まれない場合にもなんとかなる社会を作っていくことは可能であり、安心をもたらす
ものである。このように考えれば、福祉は決して一部の人のものではなく、全ての人間にとって恩恵を
もたらすものであることが理解できるようになる。

授業６：私を支えているもの 「連帯」や「共存」という「共同体」の原理を理解し、実感するために
は、自分が様々なものに支えられていることに気づくことが必要になる。今の自分に見えている部分か
ら、それを可能にしている様々な物事に気づいていくことが必要になる。
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学習活動 児童の反応 教師の働きかけ
哲学の方法
：見えていることを「観察」し、そこから見えていないことを「推理」。
あなたがやりたいことは何か？ ・ゲームをしたい。

・寝たい。
・科学者になりたい。

ゲームをやるためには何が必要だろ
うか？

・ひまな時間
・ゲーム機
・ゲームを作る人

一つの事例を起点として、それを可
能にするためには様々なことが必要
となることを体験する。

自分の存在を支えているものにはど
んなものがあるか？

・地面
・身体
・家族

ブレーンストーミングなので、どん
なものがでてきても、それを評価す
る。

各自の「やりたいこと」を出発点と
して考えてみよう。
：用紙の裏の真ん中に自分の名前を
書いて、Web図を作成してみよう。

【略】

発見したことを発表してみよう。 お互いの発想をシェアし、さらに、自
分の図に書き込ませる。

どんなことを目指すにしても、それが可能になるためには、様々なものの支えを必要とする。

どんなことであれ、やりたいことを実現するためには、自分の意志だけでは不十分であり、様々な前
提条件をクリアしなくてはならない。だとすれば、自己は孤立しているわけではなく、様々なもの（他
の人々や社会）に依存しているのであり、それらを無視してはありえないということが実感できる。

日常生活においては眼前にある事柄が目立ち、それを可能にしている諸々の事柄は背景に退いており、
意識されることはあまりない。そこで、自明に見える事柄が可能であるためにはどのような条件が必要
であるのかを、何が日常生活を支えているのかをあえて問うことによって、自己を支える共同体の次元
が浮かび上がってくることになる。
実際に行った授業において、子どもたちは自分の視野が眼前の事象に限定されていたことに気づくと

ともに、当たり前の自分の生活が当たり前とはいえないほど様々な人や物の絡み合いに依拠しているこ
とを意識するようになっていった。特に授業６は、各自が各自の観点から視野を広げていくことができ
るとともに、他の人の観点を取り入れることがやりやすいため、子どもたちにとっても楽しめるものと
なり、このようなやりとり自身が「自己」と「共同体」との生き生きとした関係の具体的なありかたで
あるというまとめも素直に受け入れられた。そしてさらに、支えられるという関係を逆転させて、自分
の当たり前の行為が他者を支えることにもつながるのではないかという意見も出てきた。

（３）共同体への参画

以上の授業を通して、自己が共同体との関係の中でしかありえないということが理解される。しかし、
そのことは結局、共同体を大切にしなくてはならないという規範を確認するだけに終わってしまう。ルー
ルや規範を守らねばならないことはこれまでの教育の中で理解されているが、だからといって、それを
守ることができるとは限らない。むしろ、重要となるのは、自分が納得した価値をどのように現実化し
ていくことができるのかである。

授業７：共有地の悲劇 まずは、環境問題を通して、環境の重要性について考えながら、同時に、それ
を「一人一人の心がけが大切である」というかけ声に終わらせないためには、何が必要であるのかを考
えさせる必要がある。

学習活動 児童の反応 教師の働きかけ
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前回の復習 「自分がいる」というのはごく当た
り前のこと。しかし、それは色々な
物事（地球、祖先、親、文化、生物）
を前提としていた。私たちは色々な
物事に支えられている。

今日は皆さんに牛飼いになってもらう。牛飼いたちは「共有地」をもっており、そこに牛を放牧して、育て、その
牛を売って生計を立てている。
個人にとっての合理性
牛飼いがより豊かな暮らしをするた
めにはどんなことが可能か？

・牛の世話をしっかりやる。
・牛の数を増やす。

合理性のもたらす帰結
牛を増やすという選択をすることに
よってどんな影響が発生するか？

・牛が増えていく。
・牛が増えすぎて、共有地の草がな
くなる。
→ 草が無くなれば、牛が育たなく
なる。
・結局、みんなが損をする。

各個人にとって合理的な選択も、皆
が選択するようになると、不合理な
ものになってしまうことがある。

「共有地の悲劇」
ハーディングという生物学者が「共有地の悲劇」という例え話を作った。それは以下のようなものである。ある村
の村人たちは村の共有地に牛を放牧して生活していた。それぞれの村人にとって、自分の牛を増やした方が利益が
上がることは自明である。そこで、村人たちはみんな牛を増やした。しかしその結果、村全体の牛の頭数が共有地
のキャパシティを越え、共有地が荒れ果て、牛が育たなくなってしまった。村人たちは、合理的に考えたのに、思
いがけない結果になってしまった。この例え話は、「合理的」に見える選択が、必ずしも望ましい結果をもたらすと
は限らないということを示している。
この例え話のように、一見したとこ
ろ「合理的」に見える選択が、必ず
しも望ましい結果をもたらすとは限
らないという事例にはどんなものが
あるだろうか？

・公害
・資源問題
・ゴミ問題

このようなパターンの問題にはどう対処すればいいだろうか？
共有地の悲劇では何が悪かったのだ
ろうか？どうすれば、悲劇を避けら
れるだろうか？

・みんなが他の人のことを配慮する。
・共有地のキャパシティを考えて、各
自の飼ってよい牛の数を決める。
・みんなで協力して、牛を育て、も
うけを分配すればよい。

理想を実現するには？
自由とは、短絡的な自分の好きなよ
うにすることではなく、長期的な視
野をもった自分の考える価値を実現
できることである。しかし、それが
分かれば、大変なことでもやれるよ
うになるのではないか？

・とはいっても、現実には難しい。
・やる気がおきない。
・考えることと実行することは別々。

自分が置かれている環境の中で自分
ができること、自分のやる気を促進
することなどについて考えさせる。

カントのような道徳主義に訴えかけるだけでは、人々のやる気につながらない、理想を実現する際に
配慮しなくてはならない条件を具体的に考えることが必要になる。

授業８：規則を考える 理想の実現にあたって、個人のやる気や態度だけに訴えかけるのではなく、環
境を整えていくことで対処しようとする考え方を学んだ上で、自分たちの生活の中で身近な規則を自分
たちで作るとすればどうなるかを議論してみる。そのプロセスの中で、自分たちのやりたいことを、自
分をとりまく環境が要求することとの関係の中で調整することが求められることになる。

学習活動 児童の反応 教師の働きかけ
「規則」に対するイメージ ・窮屈（⇔のびのび）

・強制（⇔自由）
規則には強制というイメージがある
が、それは自由とは反対なのか？

・納得できない規則ならば、強制。 納得できる規則ならば、自由なのか？
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【資料】学校での携帯、なぜ悪いのか
　僕の高校は着実・勤勉・自主を唱えるお堅い学校です。髪を染めるなんて言語道断の雰囲気がある。「制服を個性
で着崩すことの何がいけないの」と質問した同級生には「校則に反しているから」が答えだった。生徒手帳にある
「高校生らしい服装」から外れているということらしいが、どこか腑に落ちない。
　うちの学校に、高校生になる息子からせがまれて携帯電話を買ってあげた先生がいる。「学校には持って行くな
よ」と言われた息子はきょとんとして「なぜ」と問い返した。親は何も答えられなかったという。
　僕は思う。「健全」や「善」は概念の中にしか存在しないと。だから、日常生活で健全を物差しにしようとすれば、
この先生のように困ってしまうのだ。
　さて、ケータイ。僕は携帯してしかるべきものだと考えて、学校ではマナーモードにしてズボンのポケットに忍
ばせている。同級生も大体そうしている。
　自分の行動は自分で決める。選択する自由の裏には責任が伴う。これで何が悪い。
（『朝日新聞』2003年 10月 13日より）
この投書を読んで、考えてみたい問
いは何か？

1) 「校則だから…」という返事は、
生徒が知りたいことの説明になって
いないのではないか？

「ルールはルールである以上、もっ
ともな理由が無くても、守る必要が
ある」と言えるかどうか？

2) なぜ学校にケータイをもってきて
はいけないのか？

学校にケータイをもってこなければ
ならない理由はあるか？

3)「茶髪は高校生らしくない」が腑
に落ちないのはなぜか？

「ケータイは学校にもってきてはい
けない」や「茶髪は高校生らしくな
い」を当然と考える人もいれば、そ
うではない人もいる。これはどうい
うことか？

4)善とは何か？何が善いことなのか？ 「善」は考え方によって変わるのか、
そうではなく、何らかの客観的な基
準があるのか？

5)「責任を取る」と言っても、本当
に責任を取ることができるのか？

「責任」は、当人が考えるよりも、広
い範囲にまで及ぶため、取り切れな
いのではないか？

参加者の考えたい問いを選ぶ。
「なぜ学校にケータイをもってきてはいけないのか？」
学校にケータイをもってきてよいと
する理由

・ケータイは必需品だから。
・授業に差し支えなければ、かまわ
ない。

学校にケータイをもってきてはいけ
ない理由

・学校にケータイは必要ない。
・授業やその他の活動に差し支える。

ケータイは必要か、不必要か？ 【必要】
・友達との連絡に必要。
・登下校時に家族に連絡するのに必要。
【不必要】
・直接話をすればいいのではないか。
・登下校時に必要でも、学校では不
必要。

ケータイは学校での活動に差し支え
となるか？

【ならない】
・休憩時間に使うのであれば、かま
わない。
・ケータイもコミュニケーションの
一種だ。
・ケータイのデメリットは学校とは
関係がない。
【なる】
・休憩時間中でもケータイばかりや
るべきではない。
・ケータイをもっていることで、授
業時間中に使う人も出てくる。
・ケータイによるいじめが起こった
り、危険にまきこまれることもある。

賛否両論がありうる場合にどうすればいいだろうか？
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立場や前提が違えば、結論も異なる。
例えば、薬は病気に効くから、よい
とも言えるし、副作用をもたらすか
ら、いけないとも言える。こういう
場合にはどうすればいいのか？

・メリットとデメリットを比較する。
・第三者の意見を求めて、参考にする。
・多数決をする。

薬の効果と副作用の場合ならば、メ
リットとデメリットとを比較してみ
ることもできる。しかし、多くの問
題は単純な比較ができない。

多数決のよい点、悪い点 【よい点】
善悪については意見が分かれること
もあるから、より多くの人が正しい
と考えるものを正しいと見なすこと
にする。

こういうルールはあってもかまわな
い。例えば、２０歳で成人と見なす
ことや飲酒運転の禁止。

【悪い点】
結果に納得がいかず、腑に落ちない
思いをすることも多い。

多数決の場合、なるほど、多くの人
は納得できるかもしれないが、納得
できない人も残ることになる。また、
少数者の主張は無視されてしまうこ
とになってしまう。

現実にはどちらの立場にも真実が含まれており、片方だけを絶対正しいということはできない。仮に、一方だけを
正しいとしてしまうと、他方の言い分が受け入れられなかったことになり、「腑に落ちない」感じが残ってしまう。
相互に納得する方法はないだろうか？
立場や考え方の違いを越えるような
正しさはあるだろうか？

確かに、具体的に何を正しいと見な
すのかについては意見が分かれるこ
とはある。
しかし、正しいことは正しいという
点については意見の一致が見られる。
また、正しさについて意見の一致が
見られることもたくさんある。
だとすれば、一致できる部分をもと
にして、正しさについて議論するこ
とはできるのではないか。

相互に了解できる価値観に訴えかけ
ることの必要性

・「ケータイ派」が主張する価値観と
は何か？

：自由の尊重 これらの点については相互に納得で
きるのではないか？

・「反ケータイ派」が主張する価値観
とは何か？

：生徒を不利益から保護すること

相手の価値観を認めた上で自分の立
場を吟味してみよう。

・「ケータイ派」はケータイが全く悪
影響を及ぼさないかどうかを吟味し、
それを証明しなくてはならない。現
状では自分たちのいうほど、無害で
もないし、責任がとれることでもな
い。だとしたら、無害で責任がとれ
るような状況にもっていく必要があ
る。

周囲の人々を納得させる必要がある。

・「反ケータイ派」は自由を制限する
理由が妥当であるのかどうかを吟味
しなくてはならない。ケータイのデ
メリットが本当であるのかどうか常
に再検討する必要がある。

＝相手に納得のいくような具体例を
示す必要（逆に、具体例が無くなれ
ば、自由化すべき）。

このようにお互いの主張を認めるプロセスがないと納得が行かない結果になってしまう。

自分でがんばるといったタイプの道徳主義だけではなく、環境に働きかけ、目的を実現するという着
想も可能であることを自覚化させる。また、対立が生じるのは、同じことを目指していながらも手段が
異なるからである場合が多いのだとすれば、ともに幸福を目指して協力しあう可能性が開かれることを
意識させる。

授業９：哲学のレッスン 以上の授業においては、教師が提案する主題を扱い、生徒の意見は取り入れ
られるものの、授業全体の大きな枠組みはすでに設定されていた。それに対して、この授業は、生徒の
側からみんなで考えてみたい問いを提出してもらい、その問題について議論する。ここでの課題は、こ
れまでの授業を通して学んできた考え方を活かしつつも、同時に、問いを吟味し、考えていくプロセス
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を意識させることである。

学習活動 児童の反応 教師の働きかけ
導入
規則についての前時の議論を振り返
り、本時の課題（議論の実践と方法
論の学び）を説明

議論は対立ではなく、協力としても
捕らえ直すことができることの確認

みんなで考えてみたい疑問はあるか？ ・なぜ空は青いのか？
・どんな友達とも交流を深めるには
どうすればいいのか？
・どうして男の子はスカートをはか
ないのか？
・どうして個性があるのか？
・思考力とは何か？それを身に付け
るにはどうすればいいのか？

これらは実際に授業で出されたもの
である。

みなさんから出してもらった疑問か
ら一つを選んで考えるので、一つを
選ぶ。

生徒たちの意見で決める。 興味も重要であるが、ここでの議論
で前進できそうか、問い自体が重要
かどうかなども配慮すべきことを指
摘。

考察１：どんなクラスメートとも交流を深めるにはどうすればいいのか？
1) 問題の予備考察 問いそのものについて考える前に、

議論の素材の条件（普遍性、具体性、
文脈性、終局条件）を概観し、問い
を整備する。

・この問いで何が問題になっている
のか？（動機や意図の説明）
・みんなに共有できる問いになって
いるか？

・仲のいい友達とは話しをしやすい
が、そうではない人とは同じクラス
でもなかなか交流が深まらないから。

2) 問題の明確化 a) 具体例、対比を通して概念を明
確化
b) 前提となる推論を吟味する。
c) 疑問の所在を明らかにする。

・交流を深めるとはどういうことか？ ・お互いのことをよく知る。 仲良くなれば、楽しい。しかし、楽
しいが目的ならば、仲のよい人同士
で交流すればよいのではないか？

・なんのために友達と交流を深める
のか？

・仲良くなるため
・色々な人と交流したい。

自分と気の合う人以外の人とも交流
したいということか？
素朴な問いがさらなる疑問を引き起
こすことを指摘。

3) 文脈の揺り動かし a)問いを考える観点を動かしてみる。
b) 具体的な場面を考えてみる。
c) 問いの再定式化

・なぜ交流が深まらないのか？ ・相手からどう思われるかわからな
いから、声をかけづらい。
・友達との関係だけで十分。
・相手に興味がない。

・交流を深めるためにはどうすれば
よいだろうか？

・まずは自分から話しかけてみる。
・話しかけやすい雰囲気を作ってみ
る。

・どんなクラスメートとも交流を深
める必要があるか？

・いやいや交流しても意味がない。
・普段、自分が選んでいない人と交
流してみることも必要

4) 収束 ・中心的な議論を振り返り、明らか
になったこと、分からないままのこ
とを確認する。

・色々な人と交流することには意味
がある。
・交流しやすい状況を作ることが大切。
・自分の意欲や気持ちも大切。

考察２：なぜ空は青く見えるのか？
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1) 問題の予備考察 問いそのものについて考える前に、
議論の素材の条件（普遍性、具体性、
文脈性、終局条件）を概観し、問い
を整備する。

・この問いで何が問題になっている
のか？（動機や意図の説明）
・みんなに共有できる問いになって
いるか？

・空には空気しかないのに青く見え
るのは不思議だから。

2) 問題の明確化 a) 具体例、対比を通して概念を明
確化
b) 前提となる推論を吟味する。
c) 疑問の所在を明らかにする。

・「なぜ」ということで知りたいこと
は何か？

・青く見えることの科学的な説明 科学的な説明を求めているとして、
自分たちで何か発見のできる種類の
問いか？

・「青い」とはどういうことか？ ・「青い」は「青い」 「青い」と「赤い」を区別できると
はどういうことか？

・「見える」とはどういうことか？ ・自分が感じること 各自の感じる「青い」は同じなのか？
素朴な問いがさらなる疑問を引き起
こすことを指摘。

3) 文脈の揺り動かし a)問いを考える観点を動かしてみる。
b) 具体的な場面を考えてみる。
c) 問いの再定式化

・「空気は波長の短い光を拡散するの
で、空は青く見える」という説明は
「青く見えること」の説明になってい
るか？

・光の波長は青く見えることの条件
を説明している。

波長の長さが見える色を左右すると
はどういうことか？

・この説明は「青く見えること」の
説明ではない？
・「青く見える」とはどういうことか？

科学的な説明は因果関係の説明であ
り、「青く見える」という体験そのも
のの説明にはならないのではないか？

4) 収束 ・中心的な議論を振り返り、明らか
になったこと、分からないままのこ
とを確認する。

・波長の違いが色の違いとして体験
されるのは不思議。
・科学的な説明と体験の説明とは別
なものではないか？

この授業は、子どもたちに問題提起をしてもらった疑問について実際に行った授業をもとにしている。
そのため、題材は必ずしも最適なものとは言えない。しかし、子どもたち自身の疑問が議論の題材とな
り、しかも、そこには考えるに値するものがあるという体験は「子どものための哲学」ならではのもの
であり、今後の議論の基礎となるものである。
この授業においては、方法論の説明も含まれるため、なかなか議論を仕上げるだけの時間をとれない

可能性があるが、議論の方向性だけ示唆できれば十分である。議論においては、参加しているもの全員
が納得する結論に到達することよりも、各自が考えていく際に、ポイントとなる観点があぶり出されて
くることの方が重要である。
以上において、「子どものための哲学」を「市民性教育」として活用する際の最小のカリキュラム構成

を示した。これは既に述べたように中学生を念頭において作成されたものであるが、必要な変更をほど
こせば、幾つかの主題は小学校の中学年から高学年においても取り扱うことが可能である。また、この
カリキュラムは骨格のみなので、発達段階に応じて、さらに詳細なものにしていくことも必要となる。
さらに、これは一連の授業であるので、総合的な学習の時間や道徳の時間において行うことが望まし

いと考える。しかしながら、それらの授業においてこなすべき課題も多く、また、他の教科の内容と関
連している内容も見られる。そのような場合には、この中のいくつかの授業を社会科、国語など他の教
科に割り振ることも可能である。
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まず、中学校国語学習指導要領は今回の改訂の趣旨の中で「言葉を通して的確に理解し、論理的に思
考し表現する能力、互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能力を育成すること」の重要性を指摘
しているが、「子どものための哲学」はこの課題に応えるものとなっている。授業１「他の人の意見を大
切にするとはどういうことか？」はその導入部としての役割を果たすことができる。また、「話すこと・
聞くこと」領域の第二学年の目標は「目的や場面に応じ、社会生活にかかわることなどについて立場や
考えの違いを踏まえて話す能力、考えを比べながら聞く能力、相手の立場を尊重して話し合う能力を身
につけさせるとともに、話したり聞いたりして考えを広げようとする態度を育てる」であるが、「子ども
のための哲学」の基本的なカリキュラムを体験した上で、参加者の選んだテーマについて議論する授業
９「哲学のレッスン」などはこの目標に対応するものとなっている。
また、中学校社会学習指導要領は「公民的分野」の目標の中で「自由・権利と責任・義務の関係を広

い視野から正しく認識させ、民主主義に関する理解を深める」ことを強調しているが、4.3.2項において
触れたように近代的な枠組みの限界をはらんでいる。「子どものための哲学」はこの限界について主題
化するものとして「自由」の問題をより深い次元で考えることができる。例えば、授業２「自由とは何
か？」、授業４「自由を実現するためには？」などはこの課題に応えるものである。さらに、「私たちと
国際社会の諸課題」として「地球環境、資源・エネルギー、貧困」について取り上げることとなってい
るが、授業５「能力主義と平等主義」、授業７「共有地の悲劇」などはこれらの問題を取り扱うもので
ある。
このように「子どものための哲学」の教材は国語や社会といった教科の中でも取り扱うことができる。

ただし、その場合でも、「子どものための哲学」のカリキュラムとしての連続性は意識化されねばならな
い。したがって、他の教科の枠の中で行われていても、それが「子どものための哲学」の一環でもあり、
先行するカリキュラムに連なるものであることを明確にする必要がある。例えば、これらの授業が一連
のカリキュラムであることを示すために、「市民性教育（１）」などと連番にし、別の教科で行った内容
と関連していることを明示することが考えられる。このように他の時間との関連の中に位置づける工夫
をすることによって、総合的な学習の時間によく見られるイベント化を防ぐことができる。また、この
ように教科横断的な取り組みをすることで、学びを教科の枠を越えて考えるということを意識させるこ
とにも寄与できると考えられる。

4.5 まとめ
後期近代においては、知識、自己、関係性が再帰化することになり、それに対処することが「市民性

教育」に課せられた課題となっていた。これに対して、哲学は古代から「移行」を主題としてきた。そ
れによれば、「移行」とは、経験された事柄を新しい状況に適用することにより、新たな視座を切り開い
ていく営みを自覚的に遂行することであった。中でも、現代思想における「移行」の主題化は、「知の再
帰化」の進行という状況に呼応するものであったが、それと同時に、このような状況に対する対処法を
提供するものでもあった。すなわち、哲学の経験が示すところでは、「移行」に慣れ親しむことは対処法
の手がかりを提供するものであり、そのことによって不安を緩和することが期待されるのである。この
ような意味で、哲学の「移行」を学ぶことが、市民性教育における基盤形成の役割を果たすことができ
ると考えられる。以上のような着想に基づき、「子どものための哲学」を「市民性教育」として導入し、
その方法を具体的なカリキュラムとして展開することが第四章の目的であった。
まず、「市民性教育」は国民国家の枠組みの中での「民主的公民」を育成するという理念のもと遂行さ

れてきたが、グローバリゼーションの進行の中で、「市民」や「知識」の概念はゆらぎを迎えていた（4.1

節）。このような状況に対して、様々な試行錯誤が行われているのが現状であるが、「新しい市民性教育」
の概念枠組み、方法論、実践への橋渡しなどが課題となっていた（4.2節）。そこで、「子どものための哲
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学」の着想に基づいて、１）「自由」などの主題について議論する中で、自己と共同体の絡み合いを具体
的に体験させるとともに、２）議論の方法を反復的に学ぶことが、３）共同体への実際の参画に先立つ
モデルとしての役割を果たすという方策を検討し、「子どものための哲学」の進め方を明確にした（4.3

節）。その上で、中学校の総合的な学習や道徳の時間を利用することを想定した９時間程度のカリキュラ
ムを提案した（4.4節）。
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残された課題

現状は、「子どものための哲学」のカリキュラムを実践し、その内容を吟味する段階にあるが、今後の
課題としては、１）カリキュラムの効果の継続的検証、２）学校現場での実践に必要な条件の整備が考
えられる。
１）本研究においても、実際に授業を行い、生徒たちにそのつど考えたことを簡略に記述してもらう

ということは行った。その記述から、子どもたちが、哲学という営みに初めて触れて戸惑いを感じつつ
も、普段の思考とは違う水準まで考えてみることに興味を覚えているという傾向はうかがえた。しかし、
このカリキュラムを導入することによって、「再帰性」に耐える自己が育成されているといえるかどう
か、また、自ら思考するための議論の方法論が十分に身についているかどうかという点については今後、
検証を継続していかねばならない。
まず一方において、授業の枠内での具体的な検証が必要となる。このカリキュラムを受けることによっ

て、「自己」や「共同体」についての理解がどのように深まったのか、また、その理解に基づいてどのよ
うな思考を展開できるようになったのかを評価せねばならない。
そして他方において、この授業の効果はこの授業の外での活動においても検証されねばならない。ま

ず、他の授業や活動の際の議論や問題解決に寄与しているかどうか、そして、学校外での「市民的活動」
への参加の準備になっているかどうかといった点を検証する必要がある。本来であれば、ある程度の規
模においてカリキュラムを実践し、比較群との対照実験を行わねばならないが、それは困難であり、ア
ンケートやリアクション・ペーパーなどによる検証に頼らざるをえないのが現状である。
２）カリキュラムの効果の継続的検証のためにも、教育現場での実践を続ける必要があるが、そのた

めには、ａ）「子どものための哲学」の授業の方法をどのように現場の教師に伝達するのか、ｂ）子ども
たちの学びをどのように評価するのかという問題を解決しなくてはならない。本論文はａ）の課題に応
えることを目指しているが、実際の授業を見聞きするとともに、授業を行う練習をする機会がなければ、
実践にはつながっていかない。また、哲学的な議論のやり方をどのように伝達するのかについては範例
を示すことで理解を求めるという方法にとどまっており、授業者が実践においてどのような眼差しで授
業を行っているのかの分析的記述は未だ十分であるとは言えない。
また、カリキュラムの妥当性の検討のためにも、「子どものための哲学」という授業での「評価」のあ

り方を確立することが必要になる。そのためには、授業ごとのまとめを作成させ、それをポートフォリ
オ化していくという方策が考えられる。その際、客観的な能力を測定するという評価のあり方そのもの
変わっていかねばならない。むしろ、「評価」とは評価者と被評価者が議論の中で協働で作り上げていく
べきものであるという発想が必要になる。ただし、書かれたものをどのように評価するのかの具体的な
あり方については事例を蓄積していかねばならない段階にある。
これらの問題が今後の課題として残されていることを指摘して本報告書を閉じることにしたい。
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